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第１章 問題意識と研究の目的 

 

１.１ 問題の背景 

近年、地方自治体（以下、「自治体」という。）では、人口減少社会の到来による地方税

収（交付税を含む）の減少や財政構造の悪化が進んでいる。この結果、自治体では、ヒト・

モノ・カネに代表されるインプット可能な資源の減少が顕在化している。 

バブル経済崩壊以後、地方税収の低迷、経済対策としての公共事業の拡大による公債費

増大などにより、自治体財政の硬直化が進んだ。その後も、景気の低迷が続き、地方の自

治体ほど、財政の改善は進んでいない。自治体の財政破たんが、住民生活に直接的な負の

影響を与えることは、2006（平成 14）年の夕張市の破たんの例を見れば明らかである。 

2014（平成 26）年 5 月に公表された、いわゆる「増田レポート」1は、全国の自治体に

大きな衝撃を与えた（増田他（2014））。増田他（2014）は、2010 年から 2040 年の間に 20

歳～39 歳女性人口の減少率が 5 割を超える 896 自治体を「消滅可能性都市」として公表

し、国全体のグランドデザインの必要性を訴えた。人口減少は、地域経済の収縮や地域活

力の減退を一層促進すると懸念されている。 

さらに、高度経済成⾧期に整備された自治体所管の道路橋梁、上下水道などの社会イン

フラは、更新時期を迎えており、財源確保を迫られている。自治体は、厳しい財政状況の

中にある。この状況の中、地域の活性化、多様な住民ニーズに応えることやインフラ整備

などを含む住民生活に必要不可欠な基礎的行政サービスの維持・向上をいかに図るかとい

う課題に直面しているのである。この課題解決のためには、限られた資源を有効に配分・

活用し、地域社会により高い成果をもたらすことが求められている。 

もちろん、自治体もこれらの顕在化する行政課題に対して、手をこまねいていたわけで

はない。多くの自治体では、失われた信用の回復、健全な行財政運営の実現、効率的な行

政サービスの提供、情報公開と説明責任を拡充するために、新公共経営（New Public 

Management；以下「ＮＰＭ」という。）を導入し、効率性を重視する民間企業における経

営手法を導入する取組みが行われてきた2。成果が重視される NPM の中心的な概念の一つ

 
1 中央公論（中央公論新社刊）に掲載された増田寛也氏と日本創成会議人口問題検討分科

会による「緊急特集 消滅する市町村 523～壊死する地方都市～」『中央公論』Vol.6, pp.18-

43、中央公論新社（2014(平成 26)年 6 月号）のこと。 
2 NPM について、２.２.１で詳述する。 
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に「業績」がある（古川・北大路（2004）p.37）。この「業績」を測定するためには、会計

情報の有用性は高い。金額表示された会計情報は、一般的に他の会計情報との比較可能性

を持っている。このため、管理会計システムに注目が集まるようになった。 

総務省が 2014 年に公表した『今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書』にお

いて、地方公会計整備の意義を「住民や議会等に対し、財務情報をわかりやすく開示する

ことによる説明責任の履行と、資産・債務管理や予算編成、行政評価等に有効に活用する

ことで、マネジメントを強化し、財政の効率化・適正化を図ること」（総務省（2014）p.4）

としている。地方公会計改革では、単に財務情報の住民に対する開示という意味での財務

会計にとどまらず、予算編成や行政評価を通じたマネジメントの強化という意味で管理会

計としての役割も、公会計に求められているといえる。 

具体的には、行政評価と呼ばれる業績測定システムが多くの自治体で導入された（表１

−１参照）。 

 

表１-１ 行政評価の導入状況 

 

※全地方公共団体を対象。 

（出所）総務省（2017a）p.1 

 

 

 

 

（単位：団体数）

中核市 特例市 市区 町村

導入済 47 19 1,033 44 36 593 360 1,099

試行中 0 0 66 0 0 20 46 66

導入予定あり 0 0 420 1 1 42 376 420

導入予定なし 0 0 118 0 0 12 106 118

過去に実施していたが廃止した 0 1 84 2 0 44 38 85

合計 47 20 1,721 47 37 711 926 1,788

導入割合 100% 95.0% 60.0% 93.6% 97.3% 83.5% 38.9% 61.4%

(平成25年度導入割合) （100%） （95.0%） （57.7%） （97.6%） （100%） （82.8%） （34.9%） （59.0%）

都道府県 指定都市 市区町村 合計
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さらに、先進自治体と呼ばれる先駆的な取組みを行った自治体では、バランスト・スコ

アカード（Balanced Scorecard；以下「BSC」という。）、活動原価計算（Activity Based Costing；

以下「ABC」という。）などの革新的な管理会計システムの導入が試みられた（表１−２参

照）。 

 

表１-２ 行政評価以外の技法を導入した主な自治体 

 

（出所）筆者作成 

（なお、本章末の表１−６に本表作成の基になったデータの一覧を示している） 

 

 

 

 

導入自治体 BSC ABC コストマネジメント

東京都 東京都水道局 東京都

山形県病院事業局

千葉県※

三重県病院事業庁

札幌市※※

川崎市

横浜市 横浜市

福岡市※ 浜松市

横須賀市※※ 柏市 尼崎市

中核市 八尾市

姫路市

千代田区 四日市市 北上市

練馬区 杉並区 習志野市

市区町村 市川市 市川市 川西市

三鷹市

池田市

伊丹市

※BSCに基づく経営体系を構築したものの実 施に至らなかった自治体

※※検討のみが行われた自治体

指定都市

都道府県
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自治体が、民間企業における経営手法を導入する背景には、住民への説明責任を果たす

アカウンタビリティ（accountability）の強化以外に、硬直した組織を動かすことで、自治

体を取り巻く課題の解決に対処しようとしていることがある。 

総務省（2016）によれば、多くの自治体が行政評価導入のねらいとして、「行政運営の効

率化」、「行政活動の成果向上」、「PDCA サイクルの確立」に並んで、「職員の意識改革」を

あげている。行政運営の効率化や改善とともに、自治体職員の意識改革が自治体の課題と

して認識されていて、組織マネジメントの強化が求められているといえる（表１−３参照）。 

しかし、導入後数年で、業績測定システムを廃止したり、他の手法に変更したりした自

治体が少なからず存在することも明らかになっている（例えば、目時（2009）p.148、松尾

（2009）など）。この背景には、自治体にある強い横並び意識が、無批判的かつ拙速な先進

自治体を模倣する行動を促してきた面も否めない。これに伴い、行政評価導入に関するさ

まざまな課題が現れてきた。 

 

表１-３ 行政評価を導入したねらい 

 

（出所）総務省（2014）p.4 

 

 

 

（単位：％）

都道府県 指定都市 市町村 合計

行政運営の効率化 87.2% 84.2% 93.4% 92.9%

行政活動の成果向上 97.9% 84.2% 81.3% 82.7%

予算圧縮・財政再建 38.3% 47.4% 55.0% 54.2%

企画立案過程の改善 59.6% 47.4% 37.9% 39.1%

ＰＤＣＡサイクルの確立 89.4% 89.5% 75.7% 76.5%

顧客志向への転換 31.9% 26.3% 23.9% 24.3%

住民サービスの向上 48.9% 73.7% 67.0% 66.3%

アカウンタビリティ 85.1% 100.0% 66.4% 67.8%

職員の意識改革 66.0% 78.9% 82.0% 81.2%

※行政評価を導入している団体を対象、複数回答あり。 
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総務省（2017a）によると、行政評価の課題として、「評価指標設定」といった技術的な

課題や「評価情報の住民への説明責任」といったアカウンタビリティに関する課題以外に、

多くの自治体が、「行政評価事務の効率化」、「職員の意識改革」、「予算編成等への活用」な

どの組織に関わる課題をあげている（表１−４参照）。 

 

表１-４ 行政評価の課題 

 

 
（出所）総務省（2017a）p.10 

 

こうした状況の背景には、組織コンテクストを無視したシステム導入が、組織運営に負

の側面を発現させた可能性がある。組織内に、意見の対立や利害の衝突などが発生し、組

織目標達成のために協調すべき組織内に緊張関係、すなわち、コンフリクトが生じるので

ある。横田（2004）は、新たに経営システムを導入する場合、そのシステムと組織のコン

テクストとの間にコンフリクトを引き起こす可能性と経営システム自体が意図通りに動か

ない可能性があることを指摘している（p.63）。 

寺本（2005）によれば、本来、コンテクストとは、「ある情報や知識（コンテンツ）の意

味に影響を与える（意味づける）もの」（p.71）であり、表１−５に掲げる３つの機能から

構成されると論じている。つまり、コンテクストとは、コミュニケーションという行為に

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比 

（％） （％） （％） （％） 

評価指標の設定 37 78.7 19 100.0 807 78.1 863 78.5

評価情報の住民への説明責任 16 34.0 6 31.6 311 30.1 333 30.3

予算編成等への活用 30 63.8 16 84.2 738 71.4 784 71.3

定数査定・管理への活用 10 21.3 7 36.8 373 36.1 390 35.3

議会審議における活用 1 2.1 2 10.5 146 14.1 149 13.6

外部意見の活用 9 19.1 5 26.3 377 36.5 391 35.6

⾧期的な方針・計画との連携 14 29.8 7 36.8 543 52.6 564 51.3

職員の意識改革 25 53.2 12 63.2 543 56.3 619 56.3

行政評価事務の効率化 37 78.7 16 84.2 821 79.5 874 79.5

※行政評価を導入している団体を対象。 ※該当するものすべてを選択するため、団体数に相違あり。 

都道府県 指定都市 市区町村 合計 
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おいて、「効率的、効果的なコミュニケーションを成立させる土台となる『解釈の枠組み』

（先行的理解・遅行的理解）として機能している」（寺本（2005）p.81）というのである。 

 

表１－５ コンテクストの３つの機能 

 

（出所）寺本（2005）p.74 

 

 

本稿では、寺本（2005）の論説を踏まえ、組織コンテクストとは、組織メンバーが、組

織運営上のコミュニケーションの理解に欠かせない無意識もしくは暗黙的に共有する前提

情報であり、組織のあり方を形づくるものであるとする。 

Barnard（1938)は、公式組織を２人以上の人々の意識的に調整された活動や諸力の体系

と定義し（p.76）、伝達、貢献意欲、共通目的の３つの要素を示した（p.85）。組織運営で

は、多様な関係者および参加者とのコミュニケーションが必要となる。つまり、組織にお

けるコンテクストの共有が、組織内のコミュニケーションの効率に極めて重要な役割を果

たしているといえる。組織コンテクストは、組織メンバー間の共通理解を促進することに

寄与し、Schein（2010）による「基本的前提認識」（p.27）に相当する。特に、⾧期雇用が

前提となっている自治体では、同様の環境の中で、類似の経験が蓄積され、学習されるこ

とで形成される組織コンテクストによる影響は大きいといえる。 

また、吉田他（2012）は、日米管理会計の違いを論考する中で、組織コンテクストとし

ての日本的経営との密接な関係における管理会計の実践に言及し、組織的活動の側面に注

目する必要性を指摘している（pp.2-3）。 

しかし、組織コンテクストを形成する構成要素については、識者によってさまざまな指

摘がなされている。 

例えば、廣本（2009）は、組織コンテクストを形づくるものとして、組織が存在する国

●コンテクスト表示性

ある情報・知識（コンテンツ）に特定の意味を確定する

●コンテクスト再帰性

そのコンテクスト自体が情報・知識によって生み出される

●コンテクスト型式性

コミュニケーションの意味がある特定の時代や特定の社会集団の「型」として作りだされる

（コミュニケーションの背後に存在する「型」としてのコンテクスト）
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や地域の政治、経済、社会、文化・風土などの一般環境、事業活動に直接に影響を及ぼす

市場や技術のタスク環境などをあげている（p.3）。 

また、伊藤（2010）は、個々のコントロール手段と個々の組織変数との適合関係だけに

着目しても、現実には、個々の手段が複雑に絡み合って全体として機能しているため、誤

った結論が導き出される可能性があることを指摘している（p.82）。つまり、採用された手

法の導入効果は、導入される組織の全体的なコンテクストに依存するというのである（伊

藤（2010）p.82）。 

これらの指摘から、組織コンテクストと採用されるシステムの間には、密接な関係があ

ることがわかる。このことは、自治体における行政評価導入などの新たなシステム導入に

ついても当てはまることであり、新たなシステム導入に当たり、検討すべき課題である。

例えば、行政評価の組織の課題として捉えられている事項については、組織コンテクスト

とのコンフリクトに基づく可能性があるといえる（表１−４参照）。 

 

１.２ 本研究の目的と意義 

本研究の目的は、自治体における組織コンテクストを考慮したマネジメント・コントロ

ール・システム（Management Control Systems; 以下「MCS」という。）と採用される管理

会計システムとの適合性を明らかにすることである。このことは、自治体の行政運営が有

効に機能する方策を探索することにつながると考えている。本節では、本稿で用いる管理

会計システム、MCS、コントロール・パッケージとしての MCS の用語について、説明を

する。 

 

１.２.１ 管理会計システム 

岡本他（2008）によれば、管理会計とは、「企業内部の経営管理者に経済的情報を提供す

る会計」（p.3）、すなわち、「企業の経営管理者にたいして、その経営管理に不可欠な経済

的情報を提供するため、適切な数量データを認識し、測定し、記録し、分類し、要約し、

解説するという理論と技術である」（p.6）と定義づけられる。一般に、管理会計は、意思

決定会計と業績管理会計の 2 つに分けられる。 

意思決定会計とは、経営管理者に対し、将来事象に関する確率信念（事後確率）を修正

する会計情報を予測情報として提供することにより、経営意思決定を支援する仕組みにお

ける管理会計現象を研究する学問領域である（佐藤(1993) p.8）。すなわち、意思決定者が
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直面する行動代替案の選択にいかなる管理会計情報が有用であるかを分析するものである

（佐藤（1993）p.10）。 

他方、業績管理会計とは、計画の実現を確保するために実行プロセスに働きかける仕組

み、すなわち業績管理システムにおける管理会計現象を研究する学問領域である（佐藤

（1993） p.8）。つまり、業績管理会計は、戦略実施のための業績管理システムに対して会

計情報を提供するものである。戦略実施には、計画の執行体制の整備が求められ、計画の

進捗をチェックし、計画の実現に向けてアクションをとることが必要となる（谷（2010）

p.4）。このため、PDCA による業績管理が行われることになる。 

業績管理システムでは、業績評価が必要となる。業績評価とは、「実行すべき事業計画ご

とに担当組織を定め、当該組織の⾧である管理者に、業績目標を割当て、それを達成する

責任を負わせて、計画を実行させる。その上で、定期的に業績を測定し、計画の進捗度を

明らかにして、責任が果たされているかどうかを判定する」（佐藤（1993）p.8）ものであ

る。 

横田（2010）は、業績評価を広義に捉え、業績管理会計には、「戦略形成に関係している

側面」と、「組織と個人、組織という単位間の目標整合性にも強く影響するコントロールの

側面」の２つがあると述べている（p.66）。 

戦略形成に関係している側面とは、組織単位の業績を把握することで、全社あるいはグ

ループ全体の戦略や将来の方向性を考えるための会計情報、すなわち、組織の将来を決め

る意思決定のための役割を持つ業績管理会計としての側面である（横田（2010）pp.65-66）。

経営管理者および組織メンバーの未来の行動に影響するための情報という意味である。原

田（2006）によれば、広義の業績評価は、戦略の形成や戦略の創発にも強い影響力を及ぼ

し、また組織メンバーの能力を一定の方向に向けて発揮する組織結束力の醸成に寄与する

とされている（p.40）。 

組織と個人、組織と組織という単位間の目標整合性にも強く影響するコントロールの側

面とは、経営管理者の目標管理および事後的業績評価情報が、組織や組織メンバーの行動

に影響を与える役割を担う業績管理会計としての側面である（横田（2010）p.66）。また、

組織や個人の目標管理や事後的な成果測定は、組織や個人の行動をコントロールするため

のものとなる（横田（2010）p.66）。 

ここで、業績管理会計の要件として、次の４点を示す。 

① 組織目的を組織全体として整合的に達成するために、経営戦略、⾧期経営計画、利益
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計画・予算編成の体系に焦点が当てられる 

② 戦略実施結果が観察・測定され、業績評価が行われる 

③ PDCA による業績管理が行われる 

④ 組織内部の業績管理に対して会計情報を提供するものであり、内部報告会計である 

本稿では、行政評価などの業績評価システムの導入に焦点をあてるので、管理会計シス

テムを、PDCA サイクルを使用する戦略実施のための会計情報を提供する業績管理会計に

限定する。 

 

１.２.２ マネジメント・コントロール・システム 

前項でみた業績管理会計について、櫻井（2015）は、「期間計画と統制を合わせて、マネ

ジメント・コントロール（management planning and control；経営計画とコントロール）

といわれている。マネジメント・コントロールは業績管理のために実施されることから、

その会計を業績管理会計と称し、プロジェクト計画からなる意思決定会計と対峙させるこ

ともある」（p.8）と述べている。マネジメント・コントロール（Management Control；以

下「MC」という。）とは、「マネジャーが組織目標を達成するために資源を効率的かつ効果

的に取得し利用することを確実にするプロセス」（Anthony（1965）p.17）と定義づけてい

る。伊藤（2010）は、業績管理会計が、MC を円滑に遂行するために有効なツールの 1 つ

であり、それゆえに、業績管理会計の研究では、MC の概念が重視されてきたと指摘する

（p.75）。組織目標の達成には、組織を動かし、戦略を実施することが求められる。MC は、

このために組織メンバーを動機づけ、組織メンバーの選択する行動が究極的に組織目標に

合致するようまとめていくことである（伊丹（1986）p.8）。Anthony（1965）による伝統

的な MC のフレームワークは、⑴戦略策定、⑵マネジメント・コントロール、⑶オペレー

ショナル（タスク）・コントロールの３層による意思決定プロセスにより構成されている

（図１−１参照）。 
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図１-１ Anthony の示す MC のフレームワーク 

（出所）Anthony and Govindarajan（2007）p.7 

 

Anthony による主張は、経営者からマネジャーに向けた下方伝達を念頭においた仕組み

であり、管理会計システムを MCS として使用したのである。MCS は、MC を具体化する

仕組みであり、経営を行うためのシステムの一つである（横田・金子（2014）p.7）。伊藤

（2010）は、Anthony（1965）では、MC プロセスにおいては貨幣評価に基づく財務的情

報（会計情報）が重視され、会計中心の MC が想定されていると指摘している（pp.77-78）。

管理会計と MC が同義語として取り扱われることも多い3。伊藤（2010）は、Otley（1999）

に依拠し、インフォーマルな手段をはじめとした他のコントロール手段は MCS の考察対

象として重視されなかった結果、MC は管理会計とほぼ同義語として扱われるようになっ

ていったと論じている（p.78）。 

横田・金子（2014）によれば、このような MC という考え方が生まれた背景に、20 世紀

前半のアメリカ企業の大規模化と多角化があるとしている。大規模化と多角化という状況

は、トップ・マネジメント自らが経営全般を掌握することを不可能にし、組織の中の人々

が組織全体の目標を共有し、それを達成するように組織を動かす必要性があったためであ

 
3 伊藤（2010）は、Otley（1999）に依拠し、インフォーマルな手段をはじめとした他の

コントロール手段は MCS の考察対象として重視されなかった結果、MC は管理会計とほ

ぼ同義語として扱われるようになっていったと論じている（p.78）。 
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ったとしている（p.3）。 

その後、50 年余りが経過し、MC の概念およびそのコントロール対象は拡張されてきた。

現在の環境の変化は、Anthony（1965）によって提示された会計情報を中心とする MCS（新

江・伊藤（2010）p.151）以外の側面を内包した MCS のフレームワークの提示をもたらし

た（横田他（2016）pp.126-127）。 

Simons（1995）は、Anthony などが主張する伝統的な MCS、すなわち、下方伝達に基

づく命令とコントロールの技法だけでは、今日のような変化の激しい市場環境に対処する

には不十分であると指摘する（p.34）。その上で、Simons（1995）は、組織における MC

が、社会的・文化的コントロールに至るまで、広範囲にわたる多くの方法によって達成す

ることができるとして（p.36）、戦略実施のための新たな MC の枠組みを示した。 

 

１.２.３ コントロール・パッケージとしての MCS 

MCS は、多様かつ複数のコントロール手段から構成されるコントロール・パッケージと

いう特徴をもつという考え方が広がっている（伊藤（2010）、庵谷（2017）、新江（2017））。

伊藤（2010）は、Abernethy and Chua（1996）のコントロール・パッケージに依拠し、多

種多様なコントロール手段（コントロール・メカニズム）、つまり MCS の中から、同じ目

的を達成するために選択され、統合されたものをコントロール・パッケージとしての MCS

としている（p.81）。そして、コントロール・パッケージに含まれる MCS の例として、標

準的な業務手続、職務規定、上司による監督・指導、予算管理システム、業績測定、報酬

システム、内部統制、責任権限の配分、人事・人選、教育訓練などを示している（伊藤（2010）

p.81）。 

ここでは、伊丹（1986）と廣本（2009）の２つの研究に加え、Malmi and Brown（2008）

の研究に依拠し、自治体のコントロール・パッケージを構成する MCS について検討する。 

まず、伊丹（1986）は、MCS の一例として、業績評価システムをあげている（p.8）。伊

丹（1986）は、経営とは、階層的意思決定システムをまとめ、率いて行くことに他ならな

いとし、MC の本質は、階層的意思決定システムにおける委譲された意思決定のコントロ

ールであると説明する（p.18）。また、経営行動の他の要素（戦略、組織構造、人事、経営

理念、リーダーシップ）のそれぞれも、部下に委譲した意思決定をコントロールするとい

う機能をもっていると指摘している（伊丹（1986）p.18）。 

その上で、伊丹（1986）では、経営行動に注目し、経営の設計要素の決定と経営基盤の
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提供というフレームワークを示している。ここで、経営の設計要素の決定とは、戦略、経

営システム、人事の決定の意味である（伊丹（1986）pp.7-9）。経営基盤とは、経営理念と

リーダーシップである（伊丹（1986）pp.9-12）。伊丹（1986）は、戦略、組織構造、人事、

経営理念、リーダーシップの５つの構成要素が規定する枠の中で、MCS が具体的な意思決

定を担当すると説明している（p.20）。 

 

 

 

図１‐２ 伊丹（1986）による委譲された意思決定コントロールの全体を示すフレームワーク 

（出所）伊丹（1986）p.20 

 

 これに対して、廣本（2009）は、日本的管理会計研究の中で、組織コンテクストに依拠

したフレームワークを提示する。そのフレームワークの構成要素は、経営哲学（理念・信

条・価値観）、経営戦略、経営システム（企業組織4・MCS）である（廣本（2009）pp.3-6）。

また、廣本（2009）は、組織コンテクストの決定要因として、経営環境（国や地域の政治、

経済、社会、文化・風土などの一般環境、市場や技術のタスク環境）を重視している（p.3）。

その上で、経営システムは、経営哲学と経営戦略と密接な関係を有しているとして、図 1-

3 に示すフレームワークを構築している（p.３）。 

 

 
4 廣本（2009）は、企業組織の中に、企業間組織、組織文化・風土を含めている（p.5）。 

戦略

組織構造

人事 マネジメント

コントロール

経営理念 システム

リーダーシップ

委譲された意思決定コントロールの全体
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図１‐３ 廣本（2009）による組織コンテクストに依拠したフレームワーク 

（出所）廣本（2009）p.3 

 

最後に、コントロール・パッケージとしての MCS の概念を提唱する Malmi and Brown

（2008）は、コントロール・システムを、統制的コントロール、計画、サイバネテック・

コントロール、報酬と報奨、文化的コントロールの５つのタイプに大別する。さらにそれ

ぞれのタイプは、以下の MCS で構成される。 

統制的コントロール・システムは、個々の組織メンバーやグループの組織化、行動の監

視、および組織メンバーをコントロールするシステムであり、組織の設計と構造、組織内

のガバナンス構造、手続と方針があげられている（Malmi and Brown（2008）p.293）。計

画は、事前の MCS である（Malmi and Brown（2008）p.291）。サイバネティクス・シス

テムは、業績標準を用いて、システムの成果を測定し、その成果を標準と比較し、システ

ムの望ましくない変化に関する情報をフィードバックし、行動を修正するプロセスである

（Malmi and Brown（2008）p.292）。つまり、Malmi and Brown（2008）のいうサイバネ

ティクス・システムは、本稿で考察の対象とする管理会計システムに相当する。報酬と報

奨のシステムは、組織と組織メンバーの目標と活動の一致を達成することにより、組織内

の個人およびグループの業績を動機づけ、業績を向上させることに重点を置く MCS であ

る（Malmi and Brown（2008）p.293）。文化的コントロール・システムは、組織のコンテ

クストとして存在し、組織メンバーの行動を規制するために使用される MCS であり、価

経営哲学

管理会計

経営環境

経営システム

企業組織

マネジメント・コントロール・システム
経営戦略
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値観、シンボル、クランに基づく３つの文化的コントロールがあげられている（Malmi and 

Brown（2008）p.294）。 

 

 

 

図１‐４ Malmi and Brown（2008）によるコントロール・パッケージのフレームワーク 

（出所）Malmi and Brown（2008）p.291 

 

１.２.４ コントロール・パッケージとしての MCS の構成要素 

１.２.３では、MCS が、それ自体が一つのシステムとしての機能をもちながら、組織全

体のコントロール・システムの構成要素として、他の MCS との相互作用を通じて、全体

として機能する仕組みを形成していることを説明した。 

１.２.１で述べたように、管理会計システムが提供する会計情報が、組織や組織メンバー

の行動に影響を与える役割を担っている。人は、見られることで、自身の行動を変える可

能性がある。つまり、ある対象について測定し、評価することで、行動変容を起こす可能

性がある。組織や個人の目標管理や事後的な成果測定が、組織や個人の行動に影響を与え

ることとなる。伊丹（1986）は、MCS を「影響活動・直接介入・選別というマネジメント・

コントロール活動を上位者が遂行するのを助け、これらの目的のために情報収集を行い、

かつまた下位者どうしの間の情報の流れをよくするシステム」と定義する5。 

MC では、組織目標達成のために組織メンバーを動機づけ、組織メンバーの選択する行

 
5 Horngren et al.（2002）は、MCS を「計画とコントロールに関する意思決定を行い、従

業員を動機づけ、業績を評価するために、情報を収集・活用する論理的に統合された一連

の技法」（p.234）であると定義している。 

⾧期計画 行動計画
財務業績測定

システム

非財務業績測定

システム

ガバナンス構造 組織構造 方針と手続

統制的コントロール

計画 サイバネティックコントロール

報酬と報奨
予算

ハイブリッド測定

システム

文化的コントロール

クラン 価値観 象徴
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動を組織目標に導くことが要請されるため、管理会計システムによる会計情報が重要な役

割を果たす。このため、管理会計システムが、MC における中心的な MCS としての役割

を担うことになり、他の MCS と一体となってコントロール・パッケージを構成する。以

下、本稿では、管理会計システムをコントロール・パッケージとしての MCS の中心的 MCS

と位置づけて論を進める。 

また、１.２.３で概観したように、組織目標の達成のためには、管理会計システム以外に

も、さまざまな仕組みによって支えられる、つまりコントロール・パッケージとしての MCS

が構成される必要がある。例えば、組織構造、情報システム、人事管理システム、インセ

ンティブ・システムなどなどの公式な仕組みに加え、組織文化、組織の理念、行動規範な

どの非公式な仕組みなどである。組織目標は、組織が一つになって実施される必要がある。

このためには、役割や権限の体系を規定し、情報システムとしても機能する「組織のあり

方」が重要である。だが、組織が構築されただけでは、組織メンバーは組織目標に向かっ

て動き出すわけではない。そのためには、個々の組織メンバーのモチベーションを向上さ

せるために、昇進や報酬などを含めたインセンティブ・システムも必要となる。また、組

織メンバーを組織目標達成に向かって鼓舞するようなリーダーシップや組織の向かうべき

道標となる理念、行動規範も必要となるのである。 

以下、本稿においては、「理念」および「行動規範」を次のように定義する。 

「理念」とは、組織が活動していく上で、組織メンバーが共有すべき組織として公式な

基本的価値観を示すものとする。そして、「理念」は、組織の価値判断の基準として用いら

れる。 

「行動規範」とは、理念に基づいて、どのような行動を選択するか、選択しないか、と

いう、より具体的な判断基準を示すものとする。 

このように様々な仕組みがあるが、本稿では、コントロール・パッケージとしての MCS

の構成要素として、伊丹（1986）、廣本（2009）、Malmi and Brown（2008）の論説を参考

に、次の 3 つに着目する。具体的には、役割と権限の体系を規定し、かつ、情報システム

としての機能も併せ持つ「組織」、人事とインセンティブに関係する「人事管理システム」、

組織の理念、行動規範とも関連する「組織文化」である。 

これら 3 つの MCS に、管理会計システムを加えたコントロール・パッケージとしての 
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MCS を、本稿では自治体における MCS とし、第 3 章において整理・検討を進める6。な

お、第 3 章３.２.２では、人事管理システムにインセンティブ・システムを含めることにつ

いても述べる。 

本稿におけるコントロール・パッケージとしての MCS の概念図は図 1−５に示すとお

りである。 

 

 

 

図１‐５ コントロール・パッケージとしての MCS の概念図 

（出所）筆者作成 

 
6 本稿では、組織コンテクストと MCS との関係を中心に検討するため、戦略については

検討の対象外とする。また、理念は組織として公式に定められたもので、哲学は経営者の

考え方や経験により構築されたものとする。 
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１.２.５ 本研究の意義 

自治体が継続的な活動を続けるためには、ヒト・モノ・カネに代表されるインプット可

能な資源を適正かつ有効に配分することと配分された資源の効率的な執行を実現すること

が強く要請される。管理会計システムは組織の業績測定システムとして機能するが、業績

測定システム導入だけで、組織が機能する訳ではない。管理会計システムが機能するため

には、管理会計システムを動かすことのできる組織運営が必要となる。組織は、組織構造、

人事管理システム、組織文化など多様な要素が相互に作用し、運営される。つまり、採用

される管理会計システムと組織コンテクストとの関係を十分に考慮する必要がある。 

 本研究の意義は、自治体における組織コンテクストを考慮し、それに適合的なコントロ

ール・パッケージとしての MCS を明らかにすることで、適正かつ有効な資源配分と組織

目標の達成を可能とするような管理会計システムを明らかにすることにある。 

先行研究では、管理会計システムの導入プロセスの検証を通して、管理会計システムの

促進要因・阻害要因を明らかにする研究（例えば、松尾（2009）、樫谷（2017）など）は存

在するが、組織コンテクスト考慮した上で、管理会計システムと他の MCS との関係性を

明らかにする研究は見当たらない。自治体における組織コンテクストの実態を理解した上

で、採用すべきシステムを検討し、プロトタイプを示すことは、自治体の組織運営に一定

のフレームワークを示すことになる。一定のフレームワークに創意工夫を加えることで、

管理会計システムの採用検討に要する時間とコストを減少させることができる。また、採

用するシステムの適用範囲や採用に際して修正すべき点も、他の事例を踏まえ、検討する

ことが可能となる。 

 

１.３ 本研究における自治体の意味 

本稿において、自治体とは、地方公共団体を指している。地方公共団体とは、日本国憲

法第８章第 92 条で「地方公共団体の組織および運営に関する事項は地方自治の本旨に基

づいて、法律でこれを定める」と規定されている。地方自治法第１条の３では、「地方公共

団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする」と規定され、「普通地方公共団体

は、都道府県及び市町村とする」および「特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の

組合、及び財産区とする」とその種類が示されている。本稿において「自治体」というと

き「普通地方公共団体」を指すものとする。 
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１.４ 本研究の構成 

本稿の構成は次のとおりである（図 1−６参照）。 

第 2 章では、自治体におけるコントロール・パッケージとしての MCS を構成する管理

会計システム導入の事例として、行政評価、BSC、ABC/ABM（Activity Based Management；

以下「ABM」という。） 、コストマネジメントの導入事例の研究を概観した上で、その問

題点の整理・考察を通して、自治体における管理会計システムの導入に共通する問題を抽

出する。 

第３章において、自治体におけるコントロール・パッケージを構成する MCS として、

組織、人事管理システム（人事とインセンティブ）、管理会計システム、組織文化を取り上

げ、Simons（1995）の分析フレームワークを用いて、自治体におけるコントロール・パッ

ケージを構成する MCS 間の相互作用について検討する。MCS の検討に当たっては、自治

体における組織コンテクストとコントロール・パッケージとしての MCS 間の相互作用に

留意しつつ、自治体に求められる管理会計システムについて検討を行う。 

第４章では、日本的コントロール・パッケージとして、アメーバ経営に注目する。アメ

ーバ経営は、フィロソフィに加えて、管理会計システムに相当する時間当たり採算制度を

両輪とするコントロール・パッケージとしての MCS である。官僚的組織とされ、経営破

綻した JAL がアメーバ経営によって再生した事例を参考に、自治体における適用可能性に

ついて検討を行う。 

第 5 章において、自治体に適用する管理会計システムの適用可能性について、前章で検

討したアメーバ経営と第 2 章で検討した行政評価、BSC、ABC/ABM の自治体への適合性

を、A 町で実施した質問票調査および聞取り調査に基づいて、検証する。質問票調査の分

析には階層的意思決定法(Analytic Hierarchy Process；以下「AHP」という。)を用い、聞

取り調査は半構造化インタビューにより実施した。 

最終章において、検討内容を総括し、残された課題について提起する。 
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図１-６ 本稿の構成 
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※１は、現：岩手県一関市、※２は、現：岩手県滝沢市、※３は、現：静岡県伊豆の国市、※４は、現：福岡県朝倉市である。 

（出所）筆者作成（本表作成に利用した資料等は本稿末尾の参考文献に掲載） 
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第２章 自治体における管理会計の導入研究レビュー 

 

 本章では、自治体による行政経営が有効に機能する方策を探索するために、コントロー

ル・パッケージを構成する管理会計システムとして、自治体における行政評価、BSC、ABC、

コストマネジメントを取り上げ、それらの導入事例やその研究に関して、主なものを取り

上げてレビューする。そして、このレビューに基づいて、自治体における管理会計システ

ムの導入上の問題点を整理・考察し、共通する問題を抽出する。 

 

２.１ 新しい行改革手法への取組み 

1990 年代のバブル経済崩壊後の景気低迷やそれに伴う景気対策としての公共事業の乱

発は、自治体の行財政運営に大きな足かせとなり、財政逼迫の要因となった。国と自治体

の財政悪化が顕在化するにつれ、行政改革が声高に叫ばれるようになった。その中で、上

山（1998）によりオレゴン州やサニーベール市などの行政評価の海外事例が紹介された。

また、国内においても、三重県7や滋賀県⾧浜市における事務事業評価の導入にみられる行

政評価への取組みや臼杵市のバランスシートの公表（1998）にみられる発生主義会計の導

入・活用など8が契機となり、民間企業の経営手法を導入する取組みが盛んに行われるよう

になった。このような新しい行政改革手法の潮流を支える行政理論として紹介・導入され

たのが NPM であった。その後も、当時の企業経営において革新的な ABC や BSC といっ

た管理会計システムを積極的に導入する自治体も現れた。ABC については、海外では

Kaplan and Cooper（1998）によるインディアナポリス市の導入事例、国内では四日市市の

導入事例がある。BSC についても同様に、海外では Kaplan and Norton（1996）によるシ

ャーロット市の導入事例、国内では石原・村尾（2004）による名古屋市の導入事例などが

紹介されている。 

しかし、これらの行政改革手法が、自治体に定着しているとはいえない。自治体は、横

並び意識が強い。過去の行政評価や NPM の取組み、最近ではふるさと納税にも見られる

ように、ある自治体の取組みに効果があると喧伝されれば、すぐにブームとなる。また、

 
7 三重県では 1997 年に発生主義会計方式による決算書を公表している。それ以前にも、熊

本県（1987）、藤沢市（1997）などが作成している。 
8 個別事例研究については、石原（1999）が詳しい。 



25 

 

積極的に行政改革を試みる自治体ほど、さまざまなシステムや手法の導入を行っている。

しかし、どの手法が、多くの自治体で採用され、定着しているとは言い難い状況にある。 

 

２.２ 管理会計システム導入に関する導入事例と先行研究 

本節では、まず、自治体への管理会計導入の端緒となった NPM について整理し、その

後、NPM の考え方に沿って導入された行政評価、BSC、ABC、コストマネジメントに関

する導入事例や先行研究について、個別にレビューする。 

 

２.２.１ NPM  

1990 年代後半頃から、一部の自治体で取り組まれ始めたのが NPM であった。NPM と

は、民間企業における経営理念や手法、さらには成功事例などを可能なかぎり行政現場に

導入することを通じて行政部門の効率化・活性化を図るものである（大住（1999）p.1）。

大住（1999）によれば、NPM とは、「1980 年代の半ば以降、英国・ニュージーランドなど

のアングロサクソン系諸国を中心に行政実務の現場を通じて形成された革新的な行政理論」

（p.1）であり、その基本原理は、①業績評価による統制、②市場メカニズムの活用、③顧

客主義への転換、④ヒエラルキーの簡素化である（大住（2002）p.12）。 

 

表２-１ NPM の基本原理 

 

要素 内容 

業績評価による統制 
経営資源の使用に関する裁量を広げるかわりに、業績（成果）

による統制を行う 

市場メカニズムの活用 

民間委託・バウチャー制度、PFI（Private Financial Initiative）

など 

エージェンシー、内部市場などの契約型システムの導入 

顧客主義への転換 住民をサービスの顧客とみる 

ヒエラルキーの簡素化 統制しやすい組織に変革する 

（出所）大住（2002）pp.12-13 を基に筆者作成 
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NPM では、Plan-Do-Check-Action（PDCA）によるマネジメント・サイクルの導入が

極めて重要であるとされる（大住（1999）p.4）。持続的な生産性の向上には、PDCA サイ

クルの「C」に相当する評価から得られる評価情報が必要になる（古川・北大路（2004）

p.197）。NPM においては、組織の業績を事後的に把握するために業績測定の実施が重視

されている（田中（2016）p.244）。このため、NPM では、Economy（経済性）、Efficiency

（効率性）、Effectiveness（有効性）の３つの E の観点から評価情報が示される（大住（1999）

p.82）。 

また、１.１節で述べたように、NPM の中心的な概念の一つに「業績」があり、行政評

価などの業績管理システムとの親和性が高い。NPM では、アウトカム（成果）に基づく組

織の業績評価が重視されている（田中（2016）p.244）。従来、自治体では、予算配分に対

する関心が高く、インプット（投入）が重視されていたが、NPM では、アウトカムの重要

性が強調される。Hatry（1999）は、アウトカムとは、「プログラムが担っている使命・任

務や目標の対象である、(a)事象、(b)起こったこと、または(c)条件・行動・態度の変化を

指す。そして目標がどれだけ達成されたかを示す」（p.17）ものであると説明している。ア

ウトカム指標は、発生した事柄の数量やその頻度の具体的な測定用数値であり、サービス

の質もこのカテゴリーに含まれる（Hatry（1999）p.15）。 

NPM は、多くの自治体に急速に普及し、さまざまな取組みが行われている。しかし、古

川・北大路（2004）は、「NPM 自体の考えは正しいと思われるが、万能ではなく、ある一

定の条件のもとにその効用を発揮する経営戦略の類型である」9（p.20）と述べている。 

 

 
 

図２-１ 政策過程と評価基準 

（出所）山本(2001) p.224 を一部修正 

 

 
9 古川・北大路（2004）は、「ある一定の条件」として、担当する職員の仕事の能力を評

価する制度の必要性を指摘している（p.20）。 

（インプット） （アウトプット） （アウトカム）

(予算） → 配分 →（支出）→ 投入 →（費用）→ 産出 → （質） → 効果

経済性 効率性 有効性
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２.２.２ 行政評価 

1996（平成 8）年に三重県で開始された「事務事業評価システム」を契機に、2000 年前

後から、多くの自治体において、行政評価と呼ばれる取組みが急速に広がりをみせること

となった。総務省（2017a）によれば、行政評価とは、「政策、施策及び事務事業について、

事前、事中、事後を問わず、一定の基準、指標をもって、妥当性、達成度や成果を判定す

るもの」と定義されている。行政評価の概念図を示すと、図２−２のとおりである。 

 

 

 

図２-２ 行政評価の概念図 

（出所）石原（2004）pp.15-20 を参考に、筆者作成 

 

行政評価には、大別すると次に述べるようなフィードバック機能と外部報告機能の２つ

がある。 

フィードバック機能とは、PDCA サイクルが重視され、その評価情報は、組織内部をコ

ントロールするために利用される機能である。行政評価は、自治体が導入した業績管理シ

ステムの一つである。堀北他（2010）は、自治体の MCS における傾向を論じる中で、「行

政評価制度は自治体の代表的な業績管理システムである」（p.42）と述べている。松尾（2009）

は、「自治体で取り組まれている行政評価は、計画体系を中心とした行政活動の測定・記録・

評価が中心的な仕組み」（p.49）であると理解し、自治体の行政評価を MCS における業績
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管理システムとして位置づけている（松尾（2009）p.49）10。以上のことから、自治体の行

政評価は、業績測定の結果である評価情報を管理し、その評価情報を適切にフィードバッ

クさせることで、意思決定に活用し、経営管理を実施するという点で、業績管理システム、

すなわち、管理会計システムとしての性格を有しているといえる。 

外部報告機能とは、住民などに対するアカウンタビリティに関連するものである。多く

の自治体に行政評価が導入された背景には、当時バブル経済崩壊後の景気低迷が、自治体

における財政事情の悪化を招いていたこと、三位一体の改革や平成の大合併などによる地

方分権改革の進展などがある。 

また、この行政評価への取組みの広がりは、NPM の普及の時期と重なり合う。NPM で

は、業績・評価による統制が行われるために、測定との親和性が高く、簡便に実施できる

ことから、個別の事務・事業を対象とした事務事業評価としての行政評価が広く多くの自

治体で行われることにつながったと考えられる（古川・北大路（2004）、田中（2008）な

ど）。 

しかし、古川・北大路（2004）は、事務事業評価に関して、事務事業を単位とする評価

の重要性を認めつつ、事務事業は予算獲得のために作られてきた単位であり、自治体組織

が追求する上位目的、アウトカムに関する評価を行うには適していないと主張している

（p.302）。そして、その理由として次の３つの問題の存在をあげている（古川・北大路（2004）

pp.306-307）。第一に、アウトカム評価をする際に末端の手段を個別に取り上げて評価する

ことの問題、第二に、事務事業という単位が手段を表す単位として適当でない場合が多い

という問題、第三に、予算獲得を目的として作られてきた単位を使って成果志向の評価を

行うことの問題、の３点である。 

他方で、宮本（2004）は、行政評価システム体系の「事業」と予算体系の「事業」とが

一致すれば、双方の管理体系が一致するためフィードバックが容易になるとし（p.148）、

行政評価の事務事業と予算事業とが整合化のメリットを示している。 

また、石原（2005）も、事務事業評価を施策などの視点から改善改革の糸口を見出すた

めのツールであるとした上で、多くの自治体で導入されている事務事業評価が、上位の視

 
10 松尾（2009）は、行政評価の機能をつきつめれば、アカウンタビリティを中心とした「行

政評価会計」と、内部マネジメントの有効性を高めるための「行政管理会計」としての役

割が求められるべきであると主張している（p.321）。 



29 

 

点からではなく、事務事業そのものの有効性の評価にとどまっている場合が多いとしてい

る（p.17）。 

しかし、三重県をはじめ岩手県、宮城県、新潟県、川崎市など事務事業評価制度を先進

的に取り入れたことで定評のあった自治体で、評価制度の変更が見られる。この変更につ

いて、田中（2104）は、従来の事務事業評価制度が単独では有効ではないか、効果が得ら

れなかったことの傍証であると指摘している（p.69）。 

これらの指摘を裏づけるかのように、事務事業評価は、自らの評価制度の改訂・変更の

みならず、政策評価、施策評価、外部評価というように評価範囲や評価対象を拡張すると

ともに、その他の手法との連携・拡張も行われた（図２−２参照）。これらの動向は、業績

評価システムとしての事務事業評価システム単独での運用の限界を示したものといえる。 

政策評価とは、組織目標である政策やプログラムの効果を直接に評価するものである

（山谷（1997）p.30）。施策評価とは、政策の目的を実現するために、行政として取り組む

べき施策間の優先順位・劣後順位を決めるものでなければならない（石原（2005）p.19）。

なお、政策評価の事例研究としては、東京都（松尾（2009））、横須賀市（松尾（2009））な

ど、施策評価の事例研究としては、大阪府（松尾（2009））、町田市（松尾（2009））などが

ある。 

外部評価の意義として、田中（2014）は、評価の質を確保することと、評価に多様な観

点を確保することの２点をあげている（p.116）。また、松尾（2009）は、外部評価の導入

により、評価の合理性だけでなく客観性を高めることができると考えており、制度的な統

一基準や自治体間比較がない中で、外部評価は評価の妥当性を高める手法として活用され

ていることがうかがえたとしている（p.307）。この点について、田中（2014）は、自治体

が実施している内部評価の多くは、評価の観点に偏りがあったり、多様性が欠けたりする

ことがあり、外部評価はこの弱点を是正するものであるが、客観的とは限らないと指摘し

ている（pp.118-119）。外部評価の事例研究としては、名古屋市（石原（2005））、中野区（松

尾（2009））などがある。 

このほか、行政評価と並行して他の経営管理ツールを導入する自治体も現れた。この背

景として、行政評価を導入した自治体に行政評価に対する運営改善への過度の期待があっ

たことが考えられる。第一に、表１-３にみられるように、多くの自治体では、行政運営の

効率化や成果向上など、行政運営全般での総合的な成果が期待されていたが、行政評価シ

ステム自体は業績評価システムであるため、導入する自治体が期待した効果を十分に発揮
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できないことがある。第二に、即効的な導入効果を期待していたことがある。新しいシス

テムの導入は、新たな思考様式や行動様式の変更が伴う。新たな思考様式や行動様式への

対応を迫られる職員の負担は非常に大きく、導入したシステムの定着にも時間を要する。

組織に噴出する負担への不平や不満に組織として耐え難くなることにある。第三に、政治

的側面がある。選挙を通じて選ばれる首⾧は、独自色を求めるため、前首⾧の政策の継続

を公約に掲げたとしても、前首⾧の政策をそのまま踏襲することは少ない。このため、前

首⾧の任期中に採用されていたシステムは改廃を余儀なくされる場合も少なくない。 

全国の自治体にとって、プロトタイプとなった三重県における一連の取組みについては、

本章末に補遺１として、まとめている。このほか、事務事業評価を導入した事例研究とし

ては、⾧浜市（石原（1999）、石原（2005）、伊丹市（松尾（2006）,（2009））など多数の

事例研究が行われている。 

 

２.２.３ BSC 

 BSC を導入している自治体の多くは、戦略的経営のために戦略の策定と実行への役立ち

を期待している。当初、BSC は、企業における業績評価のツールとして提案された。業績

評価ツールとし、さまざまな戦略目標を首尾一貫した評価指標に落とし込む包括的な枠組

みとして、従来の業績評価ツールと一線を画すものとして高く評価された（升岡他（2004）

p.19）。 

 BSC の自治体への適用可能性について、松尾（2010）は、BSC は、非財務指標を用いた

多元的評価、戦略マネジメント・システムとして、公的サービスを含む行政組織への適用

可能であることを指摘している（p.358）11。また、馬場（2004）は、BSC の自治体への適

用可能性に期待しつつ、その前提として、業績を数字で測定し、目標と照らし合わせて改

善していくという新しい業務文化の導入が必要であると強調している（p.58）。 

 BSC の検討・導入事例研究として、千代田区（松尾敏充（2006）、松尾（2009）、佐藤

（2014））、行政評価と関連させた名古屋市（武藤・楢崎（2004））、経営品質向上活動と関

連させた神戸市（豊島（2004））などを取り上げたものがある。また、BSC 自体は導入し

なかったが、「財務」、「顧客」、「業務プロセス」、「学習と成⾧」という BSC の基本となる

 
11 本稿の参考文献には松尾貴巳氏と松尾敏光氏の著作がある。本文や脚注では、松尾貴巳

氏の著作については「松尾」、松尾敏充氏の著作については「松尾敏光」と表記する。 
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４つの視点を組織マネジメントと関連させ利用した事例として、札幌市（⾧谷部・増田・

森口（2004））、福岡市（下川（2004）、松尾（2009））、伊丹市（松尾（2006）、（2009））が

ある。ここでは、評価情報の観点から、業績評価のツールとして BSC を導入した千代田区

の事例を取り上げる。 

事業部制を導入していた千代田区は、予算や組織・人事面で独自性の高い権限を付与す

ることの代替措置として業績責任を評価できるシステムの必要性をトップが認識していた

ため、経営ユニットとしての事業部に対する組織業績管理の手法として導入している（松

尾敏充（2006）p.154、松尾（2009）p.192）。自治体の場合、利潤追求を目的としていない

ため、BSC 導入に際して、財務の視点のみが各視点の最上位にならない工夫が行われてお

り、千代田区でも、「顧客の視点」が「財務の視点」と並んで最上位におかれている（松尾

敏充（2006）p.160）。しかし、結果として、BSC を 2004 年度で中止し、組織目標管理制

度（Management By Objectives；以下、「MBO」という）12が導入されることになった（松

尾（2009）p.198）。この時点では、BSC の 4 つの視点を MBO に活用したが、2007 年度

からは、この視点ごとの整理もなくなっている（松尾（2009）p.200）。 

 

２.２.４ ABC 

ABC は、活動と資源の消費との関係性に着目し間接費もしくは共通費を原価計算対象に

精緻に配賦する手続きである（伊藤（2011）p.140）。伝統的な間接費の配賦計算において

は、作業時間や機械運転時間などに基づいて、コストセンター別に集計された原価が製品

別に配賦される。これに対して、ABC では、活動を識別・分類し、同質のコストプール別

に原価が集計されたのち、製品別に配賦される。谷（2010）は、ABC により原価計算対象

（cost objective）の⾧期的収益性が的確に測定でき、原価計算対象の存廃に関して正確な

判断が可能になるという（谷（2010）p.26）。しかし、ABC から得られた情報だけでは、

業務活動の改善には不十分であった。この点を克服するための技法として注目されたのが

ABM であった。 

ABM は、原価作用因を用いて活動を分析することで活動分析、原価作用因分析、業績分

析によって企業価値を計ろうとする手法である（櫻井（2002）p.22）。谷（2010）によれ

 
12 MBO とは、組織、または個人で目標を設定し、その達成度合いによって評価するもの

である。横浜市、逗子市、福岡市なども MBO を導入している。 
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ば、ABM は、戦略的コストマネジメントのシステムのひとつであり、ビジネスプロセスの

革新に役立ち、抜本的な原価低減に加えて、顧客満足の増大や開発期間の短縮を目的とし

ている点で、競争優位をもたらすシステムである（p.26）。ABM の活動分析の中心的内容

は、ABC により原価状態を把握し、ムダな活動の排除、原価の削減、顧客価値の向上によ

る利益獲得である（浜田（2011）p.155）。その前提となるのが、ABC によるコスト情報で

ある。 

この活動を識別・分類する作業は、その識別・分類するべき活動が複雑多岐にわたるた

め膨大な数となり、手間とコストがかかることとになる。Horngren et al.（2002）は、企

業が ABC を採用する理由の一つとして、意思決定における有用性をあげる一方、複雑で

コストがかかるため全ての企業が利用できるものではないことを指摘している（p.114）。

ABC を導入しようと試みたにもかかわらず、そのほとんどが頓挫する理由としてあげられ

るのが、計算の複雑さおよび手間とコストの膨大さである。伊藤（2011）は、日本で普及

しない阻害要因について、組織成員にあたえる負荷と継続のためにコストが膨大あり、組

織成員がシステムそのものに対し不信感を抱き、組織的な抵抗へ発展していったことを指

摘している（pp.138-139）。 

 この ABC の課題に対応してできたのが、時間主導活動原価計算（Time Driven ABC；

以下「TDABC」という。）である。TDABC は、Kaplan and Anderson（2004）により新た

に提唱された方法で、簡易性、迅速性を向上させたものである。 

ABC の導入事例として、四日市市地区市民センター（宮嵜（2000））、柏市税務第 3 課

（宮嵜・中村・柏木（2004））、東京都水道局（前島（2005））、横浜市（南（2006））、市川

市（市川市企画部行政改革推進担当（2007）、松尾（2016））などがある。また、TDABC

については、重見（2015）による A 市市民課の事例研究がある。このように、自治体で

ABC 導入事例がみられることについて、伊藤（2011）は、「潜在的なニーズは少なからず

あると考えるのが妥当であろう」（p.140）と指摘している。 

ここでは、ABC を導入したが現在は使用していない横浜市と東京都水道局、現在も運用

している市川市の事例を取り上げる。 

横浜市では、広告推進事業の取組みから、ABC が損益分岐点を明確にする役割を負うこ

とが認識され、改善、改革をすすめる「意識改革」のツールとして、さらに大きな役割を

もっていることが示唆されている（南（2006）pp.76-90）。 

東京都水道局では、大手企業などを中心に自前で地下水を調達する動きが広がるなど、
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水道事業を取り巻く環境が厳しくなり、安全で良質な水を安定供給していくには、業務の

効率化が欠かせないため、業務別にコストを計算して、経営状態を利用者に分かりやすく

説明することを目的に ABC を導入したが、その後は、原価低減のための判断材料として

活用されている（前島（2005）pp.39-40）。 

他方、市川市で導入された市川市版 ABC は、一般的な ABC とは異なるものであった。

市川市版 ABC の分析の視点は、職員活動の結果を、直接市民サービスに結び付く活動、直

接には影響を与えない内部管理事務、間接経費に大きく３つに区分し、事務の合理化、効

率化によって創出した経営資源（人材）をサービスに直結する活動に重点配分することに

ある（市川市企画部行政改革推進担当（2007）pp.42-43）。職員の労働時間の各事業、業務

への投入時間管理に焦点を当てた事務量管理であり、人的資源がどのように消費されてい

るかを可視化するツールなのである（松尾（2016）p.89）。ABC により業務のコスト構造

を可視化することで、総事業コストを圧迫する活動をあぶり出し、その活動を改善するも

のである（市川市企画部行政改革推進担当（2007）pp.41-47）。すなわち、ABM を志向し

た取組みであるといえる。 

 

２.２.５ コストマネジメント 

松尾（2009）は、自治体におけるコストマネジメントの導入目的を、行政サービスの給

付に対して消費される経済的資源を合理的に認識・測定することとしている（p.序 1）。経

済性や効率性を測定する上で、発生主義会計に基づくコスト情報は必要不可欠である。事

務事業別の精度の高いインプット情報とコスト情報があれば、経常的な効率性を評価する

ことも可能となり、効率性を高めるための業務改善に結び付く可能性がある（松尾（2009）

p.317）。石原（2005）は、「コスト（負担）＝サービス原価」と「サービス原価＝受益」の

関係に基づけば、コスト（負担）と受益の関係を重視する自治体のマネジメントにおいて、

コスト計算の重要性がとりわけ大きく強調されると指摘している（pp.17-18）。また、精度

の高いコスト情報は、合理的な説明を可能とするため、アカウンタビリティの向上にもつ

ながる。通常、市場という競争環境にある営利企業の場合、コスト情報は外部に公表され

ることはないが、自治体では、コスト情報が外部報告機能の強化につながることが指摘さ

れている（松尾（2009）、大西（2010）など）。 

しかし、現金主義会計に基づく自治体会計においては、正確なコスト情報の把握は難し

い。このため、独自の工夫により、コスト情報の精度を上げる工夫が行われている。自治
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体の会計で、各事業の経費として計上されていないものとしては、人件費と間接経費があ

る。これらの経費を、対象となる事業に紐づけ、各事業の総費用を可視化しようとする取

組みが行われている。例えば、川西市、尼崎市、北上市の取組みがこれにあたる。 

 川西市では、1999 年度の事業別予算編成に際して、予算事業費に職員人件費と公債費を

加え、事業コストを算出している（川西市（2017））。山谷（2006）は、事業別予算導入の

意義は、事業コストを把握し事業成果との対比を可能にする点にあるとし、発生主義によ

るコスト情報により正確な事業コストの測定が可能になると述べている（p.229）。 

尼崎市では、事業の執行に要した一会計年度のすべての費用に、発生主義会計の手法に

よる費用を加算したフルコストを集計し、単位当たりのコストを算出し、効率性の視点か

らの事務事業評価が行われている（今村・岡西（2005）p.122）。尼崎市のフルコストの考

え方は、決算額（事業費＋部門調整経費（間接費）13＋人件費）に調整額（減価償却費＋金

利＋退職給与引当金−コスト対象外費用−雑収入）を加えたものである。同時に、算出し

たフルコスト情報に基づき、コストの可視化とセグメント別のコスト分析が行われている

（今村・岡西（2005）pp.137-144）。 

北上市における事業別コストの計算では、直接事業費、人件費14、庁舎等の減価償却費、

公債費を加算してフルコストを算出されている（松尾（2016）p.109）。 

 自治体にとって、現金主義から発生主義への転換は、システム投資や人材教育の点から

も容易ではなく、発生主義会計を採用したとしても、コスト情報の管理および利活用には

⾧い時間を要すると推測される。総務省主導で財務書類作成が進められてはいるが、時間

の経過と同時進行で把握できる自治体は少ない。総務省（2017b）の調査によれば、日々仕

訳を実施予定の自治体数は、4 都府県、87 市区町村にとどまっている15。 

 

 
13 部門調整費は、①部門外経費、②部門共通費、③部門間接費からなる（今村・岡西（2005）

pp.124-126）。 
14 業務ごとの直接経費に人件費（人工（作業に要する人員数のことで、「にんく」という。）

×レート）を加算し、共通事務費を按分配賦（人工で按分）し、さらに非常勤・臨時職員

人件費を加えることで、直接、間接、非常勤の人件費総額を把握している（松尾（2016）

p.109）。 
15 47 都道府県、1,741 市区町村が総数である。 
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２.３ 問題点の整理・考察と課題の抽出 

 本節では、前節でとりあげた導入事例や先行研究を踏まえ、管理会計技法の導入に共通

してみられる問題点を抽出し考察する。2.3.1 では、現在の動向として、総務省（2017a）

の調査結果において「６ 行政評価の課題」（表１−４参照）としてあげられる主要の項目

を踏まえ、問題点を整理する。さらに、2.3.2 では、BSC に関する問題点を整理し、2.3.3

では、ABC に関する問題点を整理し、2.3.4 では、コストマネジメントに関する問題点を

整理する。これらの検討を踏まえて、最後に、共通の問題点を抽出する。 

 

２.３.１ 行政評価に関する問題点の整理 

 ここでは、行政評価に関する問題点として、①評価指標の設定、②情報のフィードバッ

ク、③業務負荷の増大の 3 点を取り上げて説明する。 

 

⑴ 評価指標の設定 

 総務省（2017a）によれば、行政評価の課題として、都道府県の 78.7%、全ての政令指定

都市、市区町村の 78.1%が「評価指標の設定」をあげている（表１−４参照）。 

松尾（2009）の事例研究では、対象としたすべての自治体で、評価指標の選択・測定・

評価の難しさが問題として認識されていることがわかる。これは、アウトカム指標が、自

治体側でコントロールできない外部要因の影響を受けることと関係する。田中（2014）に

よれば、アウトカム指標は、行政機関の外部の対象（住民、受益者、経済・社会の状況等）

に与える影響や変化として設定される場合が多く、例えば道路整備事業であれば、渋滞率

の緩和、生涯学習講座事業であれば受講者数の習熟度がアウトカム指標の候補となる

（p.183）。ただし、松尾（2009）は、アウトカム指標が、平均余命、交通事故件数、水質・

大気などの環境指標のような社会的指標に近いものであるほど、インプットとアウトプッ

トの因果関係を見出すことが難しく、アウトカムに結び付くまでに⾧期のタイムラグが生

じるため、因果関係を必ずしも明示できないと説明している（pp. 72-73）。さらに、施策レ

ベルの評価において、成果を定義し、アウトカム指標を選択し、合理的な目標水準を設定

することは難しいと認識されている（松尾（2009）p.246）。 

西出（2016）は、事業の有効性を測る評価基準の設定が複雑化していることを公益サー

ビス特有の問題とし、評価の物差しなど容易に特定できないこと、とくに、教育や福祉な

ど公的サービスの多くは目標の単一化や数値化にうまく馴染まないと言及している（p.19）。
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松尾（2009）も、教育、医療、治安といった行政サービスについては、アクションを起こ

してからその効果が生じるまでにタイムラグもあり、合意どおり達成できるとは限らず、

評価結果における業績責任を考慮するに際しては、インプット、アウトプット、アウトカ

ムの３つのレベルで考える必要があると指摘している（pp. 310-311） 

 

⑵ 情報のフィードバック 

行政評価情報は、政策循環のプロセスにフィードバックすることで、過去の実績や経験

を現在から未来の過程に活用することができる。だが、表１−４で示したように、行政評

価を導入している自治体のうち、行政評価の課題として「予算編成等への活用」と回答し

た自治体は 71.3%となっている。また、51.3％が「⾧期的な方針・計画との連携」をあげ

ている。田中（2014）も、自ら実施した実態調査の結果を踏まえて、評価結果が利用され

ないという機能面の問題点があると指摘している（p.70）。 

 「予算編成等への活用」については、松尾（2009）の事例研究においても、予算編成へ

の活用は重要視されているものの、実際には容易ではないことが示されている（p.246）。

田中（2014）は、評価制度を導入する際の目的が絞り込まれていないのが重大な問題点で

あり、このために、評価結果の利用面に配慮せずに評価制度が設計され、結果として限定

的にしか利用できない評価制度になっていると指摘している（p.69）。また、評価結果をど

のように反映させるのかといった使い方の基本ルールが存在しないとの指摘もある（西出

（2016）p.19）。 

また、松尾（2006）は、文献やヒアリング調査の結果から、次の２点が行政評価を予算

編成に活用する上での問題であると指摘している（p.126）。 

第一は、行政評価システムを予算編成に関連付けることは可能であるが、その機能は限

定的であることである。現在の国と地方の役割から、休廃止や縮減できない事業が数多く

存在し、行政評価による予算編成過程への反映は限定的であり、また評価における技術的

な問題から、多様な事業を統一的な尺度で評価することが難しく、その評価情報を予算編

成の意思決定に合理的に活用できないと説明する。 

第二は、行政評価事業システムを導入しても、事業の経済性、効率性、有効性につなげ

ることが難しいことである。現行予算制度では、期中においても、次期予算編成において

も、当期予算額を下回るような資源の節約行動が起こりにくく、評価の過程を通じて効率

性の向上や成果目標の達成に向けて担当者の主体的なアクションに結びついているか疑問
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であると述べている。 

行政評価は、自治体における予算編成との関係においても、いくつかの問題点の存在を

みることができる。 

第一に、事後評価された事務・事業の評価情報を予算編成にフィードバックする場合、

タイムラグが発生してしまうことである。図２−３に示すとおり、X 年度に予算編成され、

X＋１年度に予算執行される事務・事業の評価情報は X+2 年度の予算編成以降にしか活用

できないことになる。 

第二に、行政評価の事務・事業と予算事業とが整合しない場合である。宮本（2004）は、

行政評価システム体系の「事業」と予算体系の「事業」とが一致すれば、双方の管理体系

が一致するためフィードバックが容易になるとする（p.148）。その一方で、古川・北大路

（2004）は、評価の対象となる事務・事業が上位目的の手段そのものに過ぎない場合には、

成果指標の設定が難しく、本来の成果を見失う危険が大きいと指摘している（pp.304-305）。

ある上位目的を達成するためには、手段としての事務・事業が複数で実施されることもあ

る。本来の目的が、その束としての事務・事業により達成されることが意図されており、

断片的な評価情報を与えてしまうことの危険性を指摘している（古川・北大路（2004）

p.305）。 

「⾧期的な方針・計画との連携」について、多くの自治体は、「総合計画」と呼ばれる

「基本構想−基本計画−実施計画」の 3 層から構成される中⾧期計画を策定している。こ

の「総合計画」の実態については、その内容が総花的であり、実効性に乏しいと指摘され

てきた（東京市町村自治調査会（2013）、本荘（2013）など）。これに対して、三鷹市に

おける計画策定過程への市民参加、厚木市や岩手県滝沢村16のような評価指標を活用した

進行管理なども行われている（東京市町村自治調査会（2013）pp.54-85）。 

 松尾（2009）は、自律的なマネジメントを実現する計画の立案とその進行管理の重要性

が増し、成果を評価し修正や見直しを行う必要性も高まるため、経営管理の仕組みとして、

行政評価の視点は重要になったとしている（p.28）。また、計画の中でも中⾧期な計画策

定と単年度の予算編成については、評価のレベルや情報提供方法が異なると考えられ、予

算編成や組織評価、計画体系など、それぞれの情報利用目的に関してどのような問題があ

るのかについて整理する必要があるとも述べている（松尾（2009）p.65）。これらの指摘は、

 
16 2014 年市制施行により、滝沢市となっている。 
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計画の立案と計画の進行管理が連動していないことを示している。計画の進行管理の情報

がフィードバックされなければ、計画実施の過程でみられるさまざまな問題点などが、次

回の計画立案や計画の修正に反映されない事態に及ぶ。 
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図２-３ 予算循環と評価情報の活用 

（出所）川口（2017）p.27 
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 松尾（2009）は、自律的なマネジメントを実現する計画の立案とその進行管理の重要性 

 他方、田中（2014）は、評価対象とする政策・施策・事務事業を総合計画の政策体系に

依存している場合、政策体系が整合的に構築されていないと、評価対象としては適切でな

いものを評価する可能性があると指摘している（p.68）。 

これらの指摘は、「⾧期的な方針・計画との連携」が図られておらず、機能面での連携が

整備されていないことを示している。すなわち、評価情報が計画や予算にフィードバック

されにくい状態にあるといえる。 

 

⑶ 業務負荷の増大 

表１−４で示したように、行政評価の課題として、79.5%の自治体が「行政評価事務の

効率化」をあげている。 

 田中（2014）は、自らの調査の結果に基づき、評価導入の当初から、多数の職員が多忙

な勤務の合間に評価活動に従事していたため、評価結果が利用されない割に職員の作業負

担が大きいことが、問題として強く意識されるようになったと主張している（pp.70-71）。

この点について、松尾（2009）の事例研究でも、評価シート作成のためのデータ入力が事

業担当部門で実施されることが多いため、対象範囲拡大や情報量増大に伴い作業量は増加

し、また、2 次評価や中間評価、事前・事後評価、外部評価委員会との面談などの取組み

により、負担が増加していくため、評価表作成の作業負担の問題は、多くの自治体で問題

視されていると述べている（p. 248）。 

 田中（2014）は、職員の作業負担を減らすことを主眼として、評価を簡略化すること、

つまり、評価対象とする事務事業の本数を減らしたり、評価シート上に記載を求める内容

を減らしたりすることで、評価の実施コストを下げることにより、費用対効果を向上させ

ることが行われているとしている（p.71）。同様に、松尾（2009）の事例研究においても、

いくつかの自治体で、対象範囲の拡大に応じて、評価シートの簡素化を試みられている（p. 

248）。 

これらの指摘は、職員の作業負荷の限界を示唆している。職員の作業負荷が、情報の質

と量を高めるための制約条件となっている。例えば、予算編成に活用する情報の網羅性を

高めるために情報量を増大させたとしても、職員の作業負荷に限界があるため、情報の単

位当たりの質が低下してしまう。他方、情報の精度を高めようとすると、逆に網羅性を犠

牲にすることになりかねない。すなわち、情報の質と量の関係においてトレードオフの問
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題を引き起こすことになる。 

 

２.３.２ BSC に関する問題点の整理 

 升岡他（2004）は、BSC 導入に際しての自治体経営固有の問題として、縦割りの組織形

態によるミッションとビジョンの定義の難しさ、視点間の関係性、顧客の定義をあげてい

る（p.29）。 

 松尾（2009）は、BSC 導入したにも関わらず結局はそれを取りやめた千代田区に関して、

次の 5 つの問題点を指摘している（pp.198-200）。 

第一は、戦略マップやスコアカード作成は、現場における負担が大きかったこと 

第二は、政治的判断が必要になる要素が大きく、BSC を通じた事業の大胆な選択と集中

が難しかったこと 

第三は、重要業績指標（Key Performance Indicator：以下「KPI」という）の選択と目標

が立てがたく、事業部ごとのレベルを一致させることが難しかったこと 

第四は、点数に基づき一律に評価を行い、予算配分や事業部⾧の業績評価に関連付ける

ことが難しかったこと 

第五は、BSC の４つの視点を行政組織に浸透させるのが難しかったこと 

 松尾敏充（2006）は、千代田区の BSC が、組織全体を対象とせず、事業部門を対象とし

た部分的 BSC であったため、組織全体との関係性が不明確となり、事業部のミッションの

策定や指標の抽出が極めて困難な作業であったとしている（pp.163-164）。また、事業部間

の比較可能性について、各事業部間で提供される行政サービスの内容も異なるため、一元

的な評価の難しさも指摘している（松尾敏充（2006）p.164）。 

 

２.３.３ ABC に関する問題点の整理 

 自治体における業務の多くは労働集約的であり、自治体が提供する行政サービスには多

くは人件費がかかる。ABC から導出されるコスト情報は、首⾧による人的資源の配分に関

する意思決定の支援への有用性が期待される。ABC に対する批判の一つに、その導入およ

び維持に膨大な時間と事務量が必要となることが指摘されている（宮本（2004）p.169）。

コスト情報の精緻さを追求すると作業負荷が増し、逆に簡略化すると、精度が低下するこ

ととなり、トレードオフの問題点が発生することとなる。 
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２.３.４ コストマネジメントに関する問題点の整理 

自治体の会計では現金主義が採用されている。このため、経常的な効率性の評価を可能

とするには、発生主義会計に基づくコスト情報が必要となる。現在進められている地方公

会計の整備は、行政活動をストックとフローの両面から捉えるものであり、現行の自治体

の会計では、見えにくい経費を、各事業に配賦し計算することで、事業に関するコストの

全体像を可視化することに役立つ。同時に、地方公会計の整備による会計情報の活用は、

他の自治体とのベンチマーキング17により比較可能性が向上することが期待される。一定

の方式で算出された会計情報を他の自治体の会計情報と比較すること、例えば、介護事業

などのサービスと同様のサービスを提供する他の自治体の事業コストを比較することで、

そのサービスにかかる事業コストが適切であるのか否かの判断が可能となる。この結果、

アウトカムなどの目標の改訂も可能となることで、適正な資源配分への寄与が期待できる。

このとき、コスト情報の精度が高ければ、効率性を高めるための改善に結び付く可能性も

高くなる（松尾（2009）p.317）。このことは、どんなに組織内でコスト計算の精度を高め

ても、比較ができなければ、情報としての有用性に限界が存在することを意味している。 

 

２.３.５ 共通する問題点の抽出 

 ここまでの議論を整理すると、管理会計システム上の問題と組織上の問題との 2 つに大

別できる。 

 管理会計システム上の問題は、評価指標設定の問題とコスト情報の精度の問題に関連し

ている。評価指標設定の問題は情報の精緻さと網羅性の問題であり、コスト情報の精度の

問題は時間とコストの問題である。 

 評価指標設定の問題とは、求める成果を明確に定義できなければ、アウトカム指標の選

択が困難になるということである。これは、政策体系に位置づけられた上位の目的と手段

との整合性が関係している。古川・北大路（2004）は、事務事業のような個別の行政活動

にのみ目を向けていると、政策の全体像が見えず、アウトカムではなく手段レベルの目先

の成果だけを追究しがちになると指摘している（pp.272-273）。このため、上位目的と手段

の連鎖を意識して、適切に設定することが必要となる。このことは、2.2.2 で触れたように、

 
17 町田市など 11 自治体では、2015 年度から自治体間ベンチマーキングが実施されている

（町田市（2018））。 
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事務事業評価制度の先進自治体が、評価制度を変更したことで裏付けられている。 

 コスト情報の精度の問題は、事務量の把握が人件費の精度に影響を及ぼす（補遺２参照）。

自治体における業務の多くは労働集約的である（田尾（2012）p.3）。つまり、自治体にお

けるコスト情報は、人件費等の労務費に関連する部分が大きい。本来、精緻な時間の計測

による事務量把握が望ましいが、現実的であるとはいえない。自治体では、季節的な事務

量の変動や職員一人で複数の業務を担当している場合も多く、計測作業の負荷は大きい。

このため、どの程度の精度を要求するかを判断し、毎日計測するのか、一定期間内の計測

にするのか、定点での計測にするのか、また計測する時間単位や業務単位の程度について

の十分な検討が必要となる。市川市の事例は、この点についての ABM による業務改善の

有用性を確認できるものといえる。 

 また、評価情報の網羅性とコスト情報の精度についても、バランスを踏まえて設定する

必要がある。 

他方、ABC に関して、地方公営企業である東京都水道局が ABC 情報を原価低減のため

の判断材料とした取組み、横浜市の広告推進事業における損益分岐点を明確化する取組み

は、自治体におけるコスト情報の有用性を広げるものといえる。 

 組織上の問題としては、情報活用に関する問題とシステム導入に伴う職員の作業負荷の

問題の２点である。 

 情報活用に関する問題は、評価情報やコスト情報を計画や予算編成へフィードバックす

ることに関連している。 

 この点については、情報利用者の視点からの検討が重要となる。計画策定では重点的な

政策や施策に関する公共性や必要性を判断するために、精度の高い情報が必要であるのに

対し、予算編成では網羅性が必要となる。意思決定を支援するための情報の有用性を確保

するためには、情報作成の目的を明確にし、適時かつ適切に情報を必要な階層に対して的

確にフィードバックさせるための仕組みを構築しなければならない。 

 また、２.２.２では予算編成へのフィードバックに行政評価単位と予算編成単位を整合

化させることの重要性を指摘したが、責任会計18の考え方と同様に、組織単位と予算編成

 
18 責任会計とは、事業部制における業績管理会計のことである。これは、会計システムを

管理上の責任に結びつけ、職制上の責任者の業績を明確に規定し、もって管理上の効果を

あげうるように工夫された会計制度である（櫻井（2015）p.51）。 
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単位を整合させることも必要性も指摘されている（松尾（2009）p.80）。この組織単位との

整合性は、戦略の策定および実行の側面をもつ BSC においても同様であり、組織単位と整

合していなければ、その効果は限定的となる（松尾敏充（2006）p.168）。 

 職員にかかる作業負荷の問題としては、行政評価情報に求められる精度向上と網羅性の

いずれを追究しようとも、現場には大きな作業負荷がかかることがあげられる。田中（2014）

は、この問題への自治体の対応として、評価制度の改定、評価の簡略化、評価制度とは別

の取組みに注力することの 3 点をあげた上で、自治体によるこれらの対応が、有効でない

ばかりか、弊害すら懸念されると批判している（pp.71-72）19。千代田区における BSC の

事例でも、BSC が既存の計画や評価システムと切り離され遂行していたため、事務作業の

超過を招き、職員の作業負荷の問題となっており（松尾敏充（2006）pp.164-165）、同様に、

ABC の事務量把握においても、前述したとおり作業負荷増大の問題が指摘されている。 

 評価情報やコスト情報の収集意義を職員に浸透させるためには、評価対象と上位目的と

の関係性を明示し、評価の視点を明確化させることが重要である。このことは、情報利用

者の視点からの制度設計が求められる問題でもある。評価者側も、利用者側も、目的が曖

昧なままの評価情報やコスト情報を作成・利用しなければならないとすれば、結果として、

労多くして功少なしとなってしまう。また、評価業務の位置づけの明確化も重要である。

評価業務の多くは、年中行事的な色彩が強いうえ、「評価疲れ」（田中（2014） p.70）とい

う言葉からもうかがえるように、評価者となる職員は、評価業務を評価推進部門からの割

込み業務として捉えかねないため、組織としての重要業務に組み込み、必要な経費も確保

するべきである。 

 自治体が、自律した行政経営を行うには、評価情報やコスト情報の適時適切な活用が欠

かせない。さまざまな取組みにより収集された合理的な情報であったとしても、その活用

する仕組みがなければ、情報の有効性は低下してしまうこととなる。ここに、情報利用者

の視点も加えながら、情報を有効に活用できる仕組みとコミュニケーションのあり方を検

討する必要がある。 

 

 

 

 
19 松尾（2009）の事例研究では、全ての自治体で導入サポートが行われていた（p.247）。 
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表２-６ 管理会計システム導入における共通する問題点 

 

 

（出所）筆者作成 

 

２.４ 本章のまとめ 

本章では、自治体における行政評価、BSC、ABC、コストマネジメントに関する取組み

の導入事例や研究をレビューし、導入と運用に関する問題点を整理した。その上で、各技

法における問題点を考察し、これらに共通する問題点を、管理会計システム上の問題と組

織上の問題点の２つに大別し明らかにした。これらの問題点は、いずれも MCS に関連し

ている。 

本来、管理会計システムの役割は、業績を測定することで、組織メンバーの行動変容を

促し、組織目標達成に向けて、組織を動かすことである。しかし、組織目標として設定さ

れるアウトカム指標が、自治体以外の外部要因の影響も受けるため、組織や職員個人の行

動（活動）と直接的に連動せず、結果として、個々の職員には理解されにくく、受け入れ

られにくい。このため、測定情報が、職員の行動変容を促すには至らないのである。たと

え、測定情報がフィードバックされたとしても、図 2-3 に示すような活用されない状況を

生み出してしまうのである。 また、測定対象単位とその測定情報を自らのプロセス管理な

どに利用する組織単位との整合性が求められる。組織単位と組織単位が必要とする測定情

報が整合的であり、可視化されてなければ、測定情報の活用は難しいといえる。 

他方、組織上の問題点は、組織のあり方に関するものである。作業負荷に関する問題に

ついては、２つの面がある。 

一つは、新たなシステムの導入に伴い、これまで使っていなかった行動が求められるこ

とである。例えば、行政評価の場合、様式と記入要領が必要になる。その際、職員に求め

られる新たな行動（作業）とシステム導入の必要性が直接的に結びつかなければ、システ

ム導入の意義が理解されにくく、不平や不満につながる可能性がある。また、新たに導入

されるシステムが、既存の計画や予算などと分断されている場合、単純に作業量の物理的

1 測定指標設定の難しさ 1 組織目標と測定意義の明示が不明確

・内部管理と外部報告の二兎を追ったアウトカムへの傾倒 2 組織として共有すべき価値観の不在

2 コスト情報の精度と有用性とのバランス

管理会計システム上の問題点 組織上の問題点
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増大となり、職員の精神的負担感を増大させる結果に結びついてしまうといえる。このた

め、現場の職員は、その意義も見いだせず、例えば、行政評価の場合には評価シートの作

成に終始してしまうなど、行動変容には結びつかないことになる。 

もう一つは、測定情報やコスト情報の収集意義を職員に浸透させるためには、測定対象

と組織目標との関係性を明示し、測定の意義を明確化させることが重要である。このこと

は、個々の職員が測定情報の利用者として測定情報を活用するための制度設計が求められ

る問題でもある。測定情報やコスト情報のフィードバックの問題は、組織の情報システム

のあり方の問題でもあるが、組織として共有すべき価値観やコミュニケーションの問題と

もいえる。職員と組織目標との関係性やその意義の明確化などの問題点は、組織として共

有すべき価値観が組織メンバーに共有されていないことの表れであり、コミュニケーショ

ンを阻害し、情報システムの機能不全をもたらしている。 

以上、自治体に導入された管理会計システム導入の事例からは、組織上の問題が密接に

関連していて、管理会計システム運用上の阻害要因が生じていた。このことは、組織との

関係性に配慮せず、単に管理会計システムを導入しただけでは、期待した効果が得られな

いことを示しているといえる。これに基づき、次章では、組織、人事管理システム、管理

会計システム、組織文化の多様な要素が相互に作用する自治体運営を MCS の面から検討

する。 
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補遺１ 三重県の事例 

 山谷（2006）は、北川知事就任と同時に始まった三重県の事務事業評価が、その後の自

治体にとってプロトタイプになったと指摘している（p.29）。三重県の事務事業評価システ

ムは、「成果重視」、「結果重視」、「生活者起点」を標榜する行政改革運動である「さわやか

運動」の根幹に位置づけられたものであった（石原（1999）p.31）。事務事業評価は、数値

による結果評価と進捗度管理を目指す考え方であった（石原（1999）p.32）。この三重県の

取組みを契機に、急速に、事務事業評価が全国に普及した20。 

 2006 年 3 月に実施された田中の調査21によれば、調査時点で評価制度を導入（または試

行）していた自治体の 4 分の 1 以上が三重県を評価制度導入の際に参考にしたと回答して

いる（田中（2014）pp.25-26）。このことは、システム導入に際しては、導入コストや評価

に関する専門性の不足など、さまざまな要因が考えられるが、従来からの横並び意識の中

で、無批判に評価システムの形式的な導入が行われたとすれば、適当でなかったといえる。 

 2002 年、三重県は、従来の事務事業評価システムを見直すため、課題を整理した。課題

としてあげられたのは、総合計画である「三重のくにづくり宣言」との不整合、評価対象

が事業レベルに限定、県職員による自己評価、評価内容がわかりにくい、職員の作業負担

が大きいなどである（渡邊（2003）p.33）。この結果を踏まえ、施策にも評価を導入し、政

策評価を含めた評価システムに進化させた「みえ政策評価システム」をスタートしている。 

「みえ政策評価システム」では、事務事業評価システムの機能強化を図り、「三重のくにづ

くり宣言」の体系に基づき設定した目標に対する業績やその成果を三つのレベル（施策・

基本事業・事務事業）で評価するシステムとなった（三重（2002））。さらに、「みえ行政経

営体系」のスタートに合わせ、2004 年度に「みえ政策評価システム」の見直しが行われて

いる。山路・野呂（2005）によれば、一部で評価表作成自体が目的化し、政策議論のツー

ルとして十分機能していないという実態があったためとされる（p.234）。「みえ行政経営体

系」は、経営品質向上活動、危機管理、環境マネジメントシステム(ISO14001)を「県政の

マネジメントのベース」に位置づけ、「広聴広報･情報マネジメント」により県民ニーズ等

 
20 2006 年 1 月 1 日時点における総務省（2006）の調査によれば、事務事業評価を導入し

ている自治体は、都道府県の 97.9％、全政令指定都市、中核市の 81.1%、特例市の 79.5%、

市区の 57.6%、町村の 18.1％が事務事業評価を既に導入している（pp.288-289）。 
21 2006 年 3 月に「行政評価の実態に関する調査」を実施している。調査対象は国内の都

道府県、市、特別であり町村は含まれていない（田中（2014）p.43）。 
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を把握、反映する中で、「戦略策定(PLAN)」、「戦略展開(DO)」、「評価(SEE)」のサイクル

が相互に連携して的確にマネジメントされるという５つの基本的枠組みで構成されたもの

である（三重（2011））。 

その後、2011 年に鈴木県政がスタートした際には、政策の実現力の低下が問題となって

おり、政策を確実に実現できる組織力の向上を図るため、人材育成への取組みが強化され

るに至った（元吉（2015）p.166）。 

 このように、三重県では、従来の事務事業評価システムが、政策評価システムとして見

直された。その上で、経営品質向上活動などのマネジメントの視点が一層重視されるよう

になった。2.2.2 でみたとおり、この政策評価や施策評価の導入は、業績評価システムとし

て、事務事業評価システム単独での運用の限界を示したものといえる。 

 また、三重県は外部評価を採用していない。その理由は、三重県が、行政評価導入の目

的として職員の意識改革や政策能力向上を掲げていたことと（梅田（2002）p.55）、多くの

事務事業評価を網羅的に評価する必要があったため、事務事業の担当者それぞれが評価を

行うことが不可欠であったためである（例えば、田中（2014）p.109 など）。 
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補遺１表 三重県の経過 
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補遺２ 自治体の費用構造とそこに占める人件費の現状 

総務省（2017c）によれば、平成 28 年度における市町村（政令指定都市を除く。）の歳出

決算額の性質別内訳では、義務的経費が 45.9%を占め、投資的経費が 14.7%、その他の経

費が 39.5%となっている。義務的経費の中でも、人件費が 16.2%、扶助費が 20.7%、公債

費が 9.0%となっている。 

このうち人件費は、主に職員給、地方公務員共済組合等負担金、退職金から構成され、

性質別分類では扶助費に続く歳出費目である。平成 18 年度には 28.3%であったが、団塊

の世代の大量退職時期を経て、大きく低下した。しかし、人口減少などによる歳入増が見

込めない環境下では、全体に占める割合は、高止まりする傾向がみられる。ただし、人件

費の全体像は、この数値からのみでは見えにくい構造となっている。総務省（2018b）によ

れば、市町村の総職員数（政令指定都市を除く。以下、同じ。）は、1,005,423 人で、前年

より 3,451 人増加（対前年増減率 0.3％）となっているが、総務省（2008）の調査と比較

すると、117,924 人の減少（対平成 19 年増減率 10.5%）となっている。減少要因として

は、平成９年以降、事務事業の見直し・統廃合、組織の合理化、民間委託等の行財政改革

の取組が行われたことなどがある。また、人件費抑制の流れの中で、本来人件費関連の費

用として捕捉されなければならない費用が、物件費に隠れてしまっている。物件費とは、

賃金、旅費、役務費、委託料等の経費であり、平成 28 年度の決算額は、対前年度比で 2.6％

増となっている。物件費における人件費関連の費用としては、賃金のほかに、アウトソー

シングされた事務事業に関する人件費が、委託料や役務費にも隠れている。また、普通建

設事業費にも同様の人件費が含まれており、事実上の人件費および人件費関連費用の合計

は、歳入の大きな部分を占めている。他方、行政需要の増大に伴い、増加している部門も

ある。一般行政部門では、防災体制の充実のほか、地方創生等への対応のため、総務・企

画部門などにおける増員が図られている。また、子育て支援、生活保護関連業務に係る体

制充実のため、民生部門においても増員が図られている状況にある。 

 これに対して、企業の人件費率については、財務省（2018）の『法人企業統計調査 / 四

半期別調査（2017 年度 10～12 月期）』における非製造業について試算すると、売上高人件

費率（福利厚生費を除く。）は、11.1%である。正確な比較はできないものの、地方自治体

の人件費が 16.2%であることをみれば、地方自治体の人件費率が比較的高いということが

うかがえる。 
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補遺２表 企業における人件費（非製造業） 
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第３章 自治体におけるマネジメント・コントロール 

 

本研究の目的は、自治体による行政運営が有効に機能する方策を探索するために、自治

体における組織コンテクストと採用される管理会計システムとの適合性を明らかにするこ

とである。 

MC は、組織メンバーを動機づけ、組織メンバーの選択する行動が究極的に組織目標の

達成に合致するようにまとめていくことであり、MCS は、MC を具現化する仕組みであ

る。組織内に複数存在する目的のうち、同じ目的を達成するために選択されて、統合され

た、いくつかの MCS がまとめられて、「コントロール・パッケージとしての MCS」が構

成される。インプット可能な資源を適正かつ有効に配分し、効率的に執行するために必要

な MCS を導入するためには、組織をどのように動かし、組織目標の達成に導くかが問わ

れる。MC は、図１−５で説明したように、組織、人事管理システム、組織文化という 3

つの要素が、管理会計システムを中心に相互に作用しながら、運営される。これらの要素

それぞれが、MCS として、全体最適化を目指し、それぞれの機能を果たすことが求められ

る。つまり、これら MCS が、適正かつ有効な資源配分と効率的な執行を実現することに

連動しているといえる。 

松尾(2009）は、非営利組織における MC について、「その達成すべき組織の目的が存在

しているという点では、その実現のためのマネジメント・コントロールは必要であり、ま

た、戦略が資源配分の最適化であることを考えると、資源の配分を最適化し、価値を創造

するという本質的な点は同じである」（p.48）と述べている。このことは、MC が、営利組

織のみならず、あらゆる組織に適用できると指摘した。このことは、自治体への MC の適

用が可能であることを示している。 

 

３.１ 自治体における４つの MCS 

本章では、１.２.４で提示した４つの MCS について、整理・検討する。自治体の４つの

MCS とは、役割と権限の体系を規定し、かつ、情報システムとしての機能も併せ持つ「組

織」、人事とインセンティブに関係する「人事管理システム」、組織の理念や行動規範とも

関連する「組織文化」、業績管理システムの中核的機能を担ってきた「管理会計システム」

である。 
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３.１.１ 組織 

組織は、分業と調整の機能的な特徴を有する（沼上（2004）p16）。Barnard（1938)は、

公式組織を２人以上の人々の意識的に調整された活動や諸力の体系と定義し（p.76）、伝達、

貢献意欲、共通目的の３つの要素を示した（p.85）。組織が、複数の組織メンバーが協働し、

組織目標達成に向け行動する集団とすれば、組織と組織メンバーに加え、これらを動かす

ためのシステムが必要となる。組織構造とは、組織における分業と調整の体系であり（伊

丹・加賀野（2003）p.261）、分業と組織内のコミュニケーションの仕組みを決める（伊丹・

加賀野（2003）p.249）。しかし、組織構造だけでは、分業と調整は十分に機能しない。組

織構造を補完する仕組みと役割が必要となる。規則や手続は、繰り返して出現する問題に

対して、組織メンバー各人に割り振られた役割をそれぞれがこなせば、大量の複雑な仕事

を、効率的かつ信頼性高く遂行できるようにする仕組みである。そして、リーダーたる人

は、組織構造や規則と手続を使い、組織を率いて動かしていく。 

以上を踏まえ、ここでは、組織構造、規則と手続、マネジャーとリーダーの役割につい

て検討する。 

 

⑴ 組織構造 

自治体の組織構造上の特徴として、一般に、官僚制があげられる（田尾（1990）（2010）

（2015）、入江（2002）、数家（2009）など）。通常、組織が大きくなるほど、官僚制が整

備される。官僚制は、政府機関や自治体のみならず、大規模企業などあらゆる組織でみら

れる管理システムである。 

Weber（1956）により示された近代的官僚制とは、組織成員の行動を目的に統合するた

めの合法的支配の構造である。Weber は、正当性の支配として、合法的支配、伝統的支配、

カリスマ的支配の３つの純粋型を示し、「合法的支配の最も純粋な型は、官僚制支配である」

（p.32）とした。官僚制は他のいかなる形態よりも技術的優秀性を有しており、①規則に

よる規律、②明確な権限、③明確な階統制、④公私の分離、⑤文書主義、⑥任命制、⑦契

約制、⑧資格任用制、⑨定額俸給制、⑩専業制のといった 10 の特徴をもつ。また、規則に

従うことで属人的な要素、個人的で非合理な感情的要素を排除し、「非人間的」に処理する

合理性が官僚制の特性とされている。 

これに対し、Merton（1957）は、官僚制の程度が行き過ぎた結果、形式主義・画一主義、

繁文縟礼、先例踏襲、セクショナリズムなどのさまざまな逆機能が生成され、合理的なは
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ずの官僚制を非効率な組織に変容させることを指摘した（pp.181-184）。この官僚制の逆機

能が、行政組織の特徴として指摘されることが多く、この指摘がニュースなどで報道され

る行政組織のイメージと一致することは否めない。しかし、官僚制組織の特徴が、現状の

自治体における行政組織の特徴との整合性を改めて検討する必要がある。この点について、

田尾（1990）は、「自治体は官の一部ではあるが、厳格な官僚制モデルが適用できる組織で

はない」（p.19）と指摘する。田尾（1990）によれば、自治体は、官僚制としての特性を多

く具備した組織22と比較すると、著しく管理技術の稚拙な組織であり、合理的な構造や機

能にすぐれた組織とはいえず、その運用についても、他の組織と比較して際立って合理的

であるとはいい難いと指摘し（pp.24-25）、自治体を「官僚制の狙う本来の合理性を追求で

きないディレンマに陥った組織」（p.25）揶揄している。 

官僚制における組織構造は、階統制（hierarchy）により特徴づけられ、自治体において

も、組織構造の根幹をなしている。この組織構造には、権限と権限委譲、裁量、権威、エ

ンパワメント、正当性の付与が組み込まれており、重層的な階層により構成されている。

その仕組み次第では、情報伝達やコミュニケーションに密接に関わってくる（田尾（2012）

p.22）。つまり、組織内の意思決定に多大な影響を及ぼすことになる。Weber による官僚制

では、上位者の意向や決定を正確かつ円滑に伝達し、効率的に実行するために、上意下達

の伝達方式が採られる。しかし、自治体では、組織の中で典型的な上方への伝達方式をと

る稟議制が採用されている。稟議制は、情報伝達、承認権限の確認儀礼としての性格を持

っており（加護野他（1984）p.74）、日本独自のヒエラルキー構造の組織における下意上達

の情報伝達のための制度的な仕掛けである。稟議制では、関係者全員の了承を得るため、

トップ・マネジメントやマネジャーたちの了解を前提に、下位層の若手メンバーが稟議書

を書くことが多い。このため、事業に関係する組織メンバー全員が参加し、合意を形成す

る手法でもある（田尾（2015）p.79）。また、稟議制は、下層管理者の上層者に対するスタ

ッフ的役割の効果を有する（山城（1958）p.192）。他方で、稟議制に対する批判もある。

稟議制は「無責任の体系」（辻（1969）p.158）と言われ、能率低下、責任の分散、指導力

不足などの問題を引き起こすとの指摘もある。 

村松（2008）によれば、公務組織の末端は比較的相互協力的である（p.72）。また、山本

 
22 田尾（1990）は、「産業官僚制という言葉があるが、企業の方が一層官僚制的である」

（p.24）とも指摘している。 
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（1997）は、組織の最小単位である係単位の業務の相互依存性が高い一方で、係内部の業

務分担については、メンバーそれぞれに職務が割り当てられ、独立性が高く、係⾧によっ

て係全体が管理され（p.27）、他部門との調整活動も係⾧が行っているとしている（p.28）。

前述したように、自治体の稟議制では、企業に比べると、企画そのものが、ある程度若手

に委ねられる機会が少なくない。意思決定過程は、企業と比較して、より下位に委譲され

る傾向が顕著といえる（田尾（1990）p.76）。 

他方、分権化は、同時に統合化を必要とする。このことは、自治体では、権限が分散化

するように構造化されているために、マネジャーは一層の交渉力や調整力が求められるこ

とを意味する（田尾（1990）p.77）。これは、Likert（1961）の連結ピン機能に符合する。 

Likert（1961）は、重複的組織構造を示し、単位組織と円滑に連結する機能を「連結ピ

ン」と呼び、効果的な組織維持のためにその機能の重要性を強調している（pp.152-155）。

効果的に連結ピン機能が生じるためには、「連結ピン」となるマネジャーが、上位の組織メ

ンバーの決定に対し、十分な影響力を持つ必要があり、下位の組織メンバーは、「連結ピン」

となるマネジャーが、上部への影響力を発揮できることを期待するとしている（Likert

（1961）p.153）。つまり、この場合の連結ピンの機能は、自分自身よりも下位の組織メン

バーに対するリーダーシップと上位の組織メンバーに対するフォロワーシップとを兼ね備

えるものである。連結ピンは、③で述べるマネジャーとリーダーの役割とも関連する。 

また、自治体では、法の適用に際して一定程度の判断の幅を持たせるような行政裁量が

行われている（田尾（2015）p.59）。とくに、専門的な判断を必要とする民生、保健、福祉

などの最前線の行政サービス提供の現場では、上司の指示を待っていると介入などの機会

を失うような場合、部下は自分の判断で仕切らざるを得ない（田尾（2012）p.40）。現場で

は、状況に応じた適切な対応行動が求められ、一定の範囲で、自律的な裁量が認められて

いるのである（田尾（2015）p.41）。他方で、現場に対する過剰な依存と本庁組織の無関心

が放漫な管理を招き、事態が悪化するようなことも多く見られるようになっている。 

以上のことから、自治体は、比較的、互いに影響するところを減らしつつ、緩やかに連

携し、組織を構成するルース・カップリングの組織といえる（数家（2009）、田尾（1990）

（2010）（2015））。ルース・カップリングとは、下位ユニットが互いに依存しあってはい

るが、個々の独自性あるいは自律性を保持している関係のことであり、下位単位の間は、

相互に影響を及ぼすことが少ないか、あるいは弱い関係にある（田尾（2010）p.122）。自

治体は、組織の下位ユニットが相当程度自律的に行動し、分権的な意思決定を行いながら、
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しかも、下位ユニット間の競合関係を直接介入により調整するために、トップ・マネジメ

ント機能が強化されている組織なのである（田尾 1990）p.70）。 

 

⑵ 規則と手続 

規則や手続は、繰り返される問題に対して、事前に予想される具体的行動の規定と文書

化により業務を標準化すると同時に、関連業務の調整・統合により大量で複雑な業務を円

滑かつ効率的で信頼性高く処理することを可能にする。規則や手続の本質的機能は、組織

の中の下位ユニット間でのコミュニケーションの必要性を減じることである（金井（1999）

p.148）。田尾（2015）は、自治体が法令に準拠する行動および判断を求められる要因とし

て、公権力が付与されていることをあげる（p.18）。このことが、「避けがたい与件」（田尾

（2015）p.18）となり、行動規範としての規則や手続が求められるのである。 

他方、規則や手続きは、曖昧さを排除することで、プロセスを明確にする。このため、

官僚制では繁文縟礼などの逆機能が生じ易い。すなわち、規則や手続重視の姿勢が、住民

への適切な対応を損ない、結果として、住民ニーズや地域社会のニーズをくみ取りにくく

なる可能性がある。 

 

⑶ マネジャーとリーダーの役割 

リーダーシップとは、対人的な影響力のことである（田尾（2015）p.73）。フォロワーと

いう部下としての影響の受け手がいて、リーダーという影響の送り手が存在する。リーダ

ーは非公式に影響力を発揮できなければならない（田尾（2015）p.73）。 

他方、マネジャーは、マネジメントの技量を、公式に評価され任命された組織メンバー

である。指示または命令によって部下という受け手に影響を与えなければならない。受け

手である部下は、権限委譲という仕組みの中で、これに応諾しなければならない（田尾

（2015）pp.73-74）。マネジャーは、組織に蓄積されたヒト、モノ、カネ、情報という膨大

な資源を有効に活用した上で、公式の正当性によって支えられているリーダーシップによ

り、戦略実行のための統合的な機能を果たすことができる（田尾（2015）p.75）。 

前述したように、マネジャーは連結ピンの機能を担う。連結ピンの機能は、自身より下

位の組織メンバーに対するリーダーシップと上位の組織メンバーに対するフォロワーシッ

プとを兼ね備えるものである。つまり、トップを除くマネジャーは、リーダーシップとフ

ォロワーシップを備えることが必要となる。 
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中根（1967）は、階層関係の「タテ」線の機能が、例えば親分と子分の関係のように、

強く密着しているため、高い能力を有する下位者が、上位者を動かして活躍できる可能性

が高いと指摘している（p.151）。年功により昇進・昇格していく慣行では、例えば、リー

ダーシップあるいは業務知識が、ある基準と比較して不足もしくは欠落していたとしても、

昇進・昇格していく可能性は高い（田尾（2015）pp.85-86）。この背景に、前述したように、

稟議制による意思決定システムが組織を支えている事実がある。西尾（2001）は、自治体

の組織構造が、組織単位間の横の分掌構造が明確であるのに対して、縦の系列の分業構造、

すなわち専決権限の割付構造の方が細かく定められてはいないことに注目し、意思決定者

が明らかではない場合に、どのレベルにまで上申すべきかを、事案ごとにそのつど適宜に

判断し振り分け、上下間の組織構造を補完する稟議制の役割を指摘している（p.317）。 

また、自治体の雇用システムは、従事すべき業務を職務ごとに切り出さずに、自治体全

般の業務に従事する義務を課す職務無限定な雇用契約であるため、職務への意識が希薄化

せざるを得ない環境にある23。このような職務構造について、入江（2002）は、「職務の範

囲が明確でないということは、おのずとそれに伴う権限の範囲と責任の度合いも曖昧にな

らざるを得ない。つまり、職務や責任は個人単位でなく所属組織単位で配分されているた

め、個人の持つ権限や責任の範囲は非常に不明確である」（p.263）と論じている。 

これらのことは、能力の高い組織メンバー（フォロワー）が、マネジャーを支援し、集

団的意思決定にコミットすることが可能であることを示す。つまり、タテの伸縮的分業の

構造が、権限関係を柔構造化し、集団的意思決定を支える仕組みを作っているといえる。 

 

３.１.２ 人事管理システム 

加護野他（1984）は、「人事の諸制度も、組織構造の不備を補う上で重要な役割を演じて

いる」（p.82）と述べ、組織メンバー間の情報共有や人的ネットワークによる頻繁な接触が、

補完していることを指摘している（p.82）。 

濱口（2009）は、雇用契約の形態をジョブ型とメンバーシップ型に分類した上で、日本

型雇用システムは、メンバーシップ型であると指摘する24。⾧期雇用を前提とした日本の

 
23 大森（2006）によれば、自治体では、「辞令によりまず所属組織が指定され、その後に

具体的な職務を与えられるが、職務記述書を示されるわけではなく通常、何をどのように

行うかについては職場の先輩から伝達・指導される」（p.66）。 
24 濱口（2013）は、メンバーシップ型は、職務、労働時間、勤務地が原則無限定であり、
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労務管理の特徴として、①新規学卒者定期採用制、②退職における定年制、③定期人事異

動の３つがある（濱口（2009）pp.8-11）。 

自治体の人事管理システムは、概ね、日本企業に特有とされる特徴を備え、同様の労務

管理が行われている。新規学卒者一括採用制、人事異動、職場内教育訓練は、ゼネラリス

トを内部育成するための一連の活動であり、自治体は、ゼネラリストの内部育成を志向す

る人事管理システムを有するのである。人事異動をモチベーション向上のために活用し、

なるべく経験のない部署へ配属するという配慮がなされ、OJT などの職場内教育訓練が行

われている。田尾（2015）は、行政サービス全体を俯瞰し判断ができ、政治に深く関わる

ことができるゼネラリストの育成は、自治体には欠かせないと述べている（p.82）。他方、

行政需要の高度化・複雑化に伴う業務専門化などにより、スペシャリストの養成も課題と

なっている。中嶋・新川（2004）は、スペシャリストとしての⾧期配属へのニーズと、組

織の活性化、柔軟に行政需要に対応できる幅広い視野をもったゼネラリスト育成という従

来の短期配属へのニーズとの調整の必要性を指摘する（p.99）。自治体では、このような本

質的な対立を避けるために、将来を期待される職員には、スタッフとラインを交互に経験

させるというキャリア・パスを設けているところがある（田尾（2010）p.157）。 

また、中嶋・新川（2004）は、大企業では、ひとつの専門領域の中で、できるだけ多く

の小分野を経験する人事異動が行われているのに対し、自治体の人事異動は独特であると

指摘している（p.99）。中嶋・新川（2004）の調査では、自治体の人事異動の目的として、

人材育成や組織の効率化よりも組織の活性化をあげる割合が高い。また、異動対象者の選

定基準に、職場における配属年数が最も重要な目安とされ、昇進を伴う場合には、所属課

内または所属部門を越えて異動するケースが比較的多くなっている（p.88）25。この調査結

果は、経験のない部署への異動によって、①幅広い経験による知見を活かすこと、②さま

ざまな部署から組織を見る目を涵養すること、③異動を通じたモチベーションの向上、が

求められることを示している。他方、脆弱な専門性を背景に、経験のない部署を管理者と

して差配することは、管理者としての意思決定よりも集団としての意思決定の比重を高め

 

新卒一括採用で「入社」する。他方、ジョブ型とは、職務、労働時間、勤務地が原則限定

される。欠員補充で就「職」となる（p.1）。 
25 全体の 2～３割にのぼる一般行政職員が、おおむね４年程度ごとに配属先を異動してい

る。また、課⾧級以上の職員になると、おおむね３年弱である（中嶋・新川（2004）

p.91）。 
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る影響が大きいともいえる。 

自治体における人的資源管理は、計画性に乏しい。人的資源管理が、中⾧期的には暗黙

知の伝承の意味をもつにも関わらず、例えば、新規事業で大量人員を採用しながら、税収

減や財政難を理由にゼロ採用が何年も続くこともある（田尾（2015）pp.137-138）。田尾

（2015）は、地方公務員という人材を活かすためには、資源としてのヒトは有限であると

いう認識が共有された上で、採用、配置、昇進・昇格などの人事管理に加え、能力開発な

ども含めた育成システムが確立され、活用されるシステムが必要と述べる（pp.128-129）。

この指摘は、生産年齢人口減少に伴う人手不足が顕在化する中、重要かつ有益な指摘であ

る。 

 

３.１.３ 組織文化 

組織文化26は、組織の理念や行動規範を醸成するとともに、組織構造や人事制度に相互

に影響を与えている。野中（1985）は、組織文化を、単一の要因から生成されるものでは

なく、さまざまな要因が複合的に相互作用し、時間をかけて形成されるシステムであり

（p.104）、組織の理念と整合性をもつことにより強固な文化が作られるとする（pp.110-

111）。組織文化の共有は、組織にとって望ましいとされる行動、とるべき思考パターンな

ど、とるべき行動の方向性を明確に示し、柔軟な内部調整が可能となる。同時に、不確実

性の高い環境に対し、全階層の組織メンバーが自律的に素早く適切な組織目標に整合した

意思決定を可能とすることを助ける。また、理念や価値観を具体的に組織の仕組みやシス

テムに組み込むために、人事管理システムにおける選考基準や管理会計システムにおける

業績評価基準に影響を与えている。多くの民間企業では、経営理念が掲げられているが、

抽象的で多義的なため、さまざまな解釈ができるものも多い。 

他方、田尾（1990）は、自治体では、優勢な価値が出現して支配的な組織文化を形成す

ることができず、組織文化が凝集的ではなく拡散的になると指摘している（p.46）。自治体

では、権限や裁量が下位ユニットまで広範囲に委譲されている。田尾（1990）は、分権的

である一方で、競合的でもあるため、あらゆる場面で価値や規範は妥協や折衷を繰り返し、

 
26 梅澤（2003）によれば、組織や企業の「内なる文化」を表現する用語として、組織文化、

企業文化、経営文化などがあるとし、それぞれの概念は異なるものの、問題の所在や経営

課題となった背景は同じである（p.5）。本稿では、組織文化という用語を用いる。 
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拡散的な組織文化を形成すると述べている（p.46）。 

日本の組織文化の特徴として、集団主義があげられることも多い。間（1989）によれば、

日本の場合、経営組織を運営していく際の実質的な単位が、個々人の職務ではなく、「職場」

にあり（p.277）、職場の構成員の互助関係によって与えられた業務を遂行していると主張

する（p.289）。大森（2006）は、複数職員が、大部屋で席を並べて、業務を行う職場風景

を、欧米でみられる個室主義の職場組織に対して、大部屋主義の職場組織と呼んでいる

（pp.52-54）27。入江（2002）は、大部屋主義について、「部・課・係の一員として他の職

員と協調的な人間関係を保つことが重要視され、ここから「ウチ」の部署と「ソト」の部

署とを区別する部門割拠主義的な意識がうまれやすい」（p.263）と指摘している。 

また、自治体では、「公平・公正・社会的正義の実現」（田尾（2015）p.37）という価値

観が重視されてきた一方、経済合理性は軽視されてきた傾向があったといえる。しかし、

NPM で試みられたように、自治体には、経済合理性を希求し、最小のコストで最大の便益

の向上に努める必要がある。しかし、自治体には、経済合理性だけでは足りず、社会的な

正当性をも求められる（田尾（2015）p.3）。つまり、自治体には、社会的正当性と経済合

理性といかに調和させられるかが求められているのである。 

 

３.１.４ 管理会計システム 

本稿では、予算制度や業績評価制度などを管理会計システムと同義と捉え、業績管理シ

ステムを構成する MCS として位置づける。 

業績管理システムは、計画から業績評価までの一連のプロセスからなる。 

計画は、その計画が対象とする期間以前に編成され、計画期間中に実施される。ここで

の計画は、中⾧期計画を指す。計画制度は、①下位者の目標設定、②下位者の計画の品質

管理、③情報収集とコミュニケーションの３つ役割をもつ（伊丹（1986）p.121）。伊丹（1986）

によれば、公式な計画制度は、２つの意義をもつ（p.122）。第一に、計画が組織メンバー

に共通のフレームワークを与えることであり、第二に、分権的な計画システムを各階層の

組織メンバーに実行者による実行計画の作成を強いることである。つまり、計画するプロ

セスと計画すること自体の意義を重視しているといえる。 

 
27 大森（2006）は、「大部屋主義という点では役所に限らず民間企業の組織も基本的には

同じなのである」（p.54）としている 
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計画に対して、業績評価28は、１期間中に行われる経時的な一連の出来事である。事前目

標水準の設定は、業績測定対象期間以前もしくは期首に行われ、事前の「計画策定」とし

ての機能を有している。すなわち、年度予算に相当する。下位者は、事前の「計画策定」

と事前に予期していなかった環境変化に応じて期中の「適応行動（修正行動）」が求められ

ることになる。業績評価制度は、組織に働く人々の努力の程度、注意の方向、あるいはモ

チベーションに大きな影響を与える。例えば、短期的業績に焦点をあわせれば、組織メン

バーの意思決定は短期志向となり、⾧期的視点が軽視される。逆に、⾧期的視点に焦点を

あわせれば、短期的業績が犠牲にされる可能性がある。 

以上のことから、計画は主に事前決定のコントロール、業績評価制度は主に事後に適応

的にコントロールに関連するものである（伊丹（1986）p.107）。業績評価制度の主要な情

報は、管理会計システムからの会計情報が中心となる。 

自治体は、これまでさまざまな行政運営を改善・改革する技法を導入してきた。すでに、

２.２.２で述べたとおり、行政評価はその一つであり、業績管理システムの一つである。

堀北他（2010）は、自治体の MC における傾向を論じる中で、「行政評価制度は自治体の

代表的な業績管理システムである」（p.42）と述べている29。自治体の業績管理システムは、

計画制度としては総合計画、業績評価制度としては予算と行政評価などの管理会計システ

ムがある。これら自治体の業績管理システムと MCS との関係は、例えば、Malmi and Brown

（2008）のコントロール・パッケージ（図１−４）に対応させると図３−１に示すように

なる。行政評価と総合計画や予算との連動については、総務省（2017a）の調査でも課題と

して捉える自治体が多い（p.10）。広義の業績管理システムを構成する MCS が連動せず、

単独で機能しているといえる。また、第４章で改めて検討するが、自治体では短期的イン

センティブに関連する MCS は採用されておらず、直接的・金銭的に業績評価結果が連動

する仕組みをもたないのである。 

 

 
28 業績評価とは、「実行すべき事業計画ごとに担当組織を定め、当該組織の⾧である管理

者に、業績目標を割当て、それを達成する責任を負わせて、計画を実行させる。その上で、

定期的に業績を測定し、計画の進捗度を明らかにして、責任が果たされているかどうかを

判定する」（佐藤, 1993, p.8）ものである。 
29 松尾（2009）は、「自治体で取り組まれている行政評価は、計画体系を中心とした行政

活動の測定・記録・評価が中心的な仕組みである」（p.49）と捉えている。 
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図３-1 MCS と自治体の管理会計システムとの関係性の例示 

（出所）Malmi and Brown（2008）p.291 に一部加筆 

 

３.１.５ 小括 

MC では、組織目標達成のために組織メンバーを動機づけ、組織メンバーの選択する行

動を組織目標に導くことが求められる。MC における管理会計システムの MCS としての

役割は、測定することで行動変容を促し、組織メンバー動かすことである。つまり、管理

会計システムによる会計情報が、MC において重要な役割を果たしているのである。また、

組織が一つになり、組織目標の達成のためには、管理会計システム以外のさまざまな仕組

みを含めたコントロール・パッケージとしての MCS が構成される必要がある。 

 自治体における４つの MCS については、以下のような特徴がある。自治体は、外形的

には官僚制であるが、ルース・カップリングの組織である。組織には公権力を付与されて

いるために、規則や手続が組織メンバーの行動規範となる。上下の伸縮的分業の構造が、

権限関係を柔構造化し、下意上達の稟議制が採用され、集団的意思決定を支える。下位ユ

ニットは相互協力的・自律的・分権的であり、マネジャーが連結ピンとして調整機能を果

たす。また、一部のサービス提供現場では、一定の裁量が認められる。人事管理システム

では、ゼネラリストの内部育成が志向されていた。組織文化では、集団主義がみられる一

方で、支配的な組織文化を形成できない。また、公平・公正・社会的正義の実現という価

値観が、経済合理性に優先する。そして、管理会計システムは、これらのシステム間に連

動しておらず、単独で運用されていた。つまり、自治体における管理会計システムは、MC

における管理会計システムの MCS としての役割を果たしていないことが明らかになった

といえる。 

⾧期計画 行動計画

方針と手続ガバナンス構造 組織構造

財務業績測定

システム
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統制的コントロール

ハイブリッド測定

システム

計画

非財務業績測定

システム

クラン 価値観 象徴

予算
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以上の自治体における４つの MCS に見られる特徴は、表３−1 に示すとおりである。 

 

表３‐１ 自治体における４つの MCS に見られる特徴 

 

 

（出所）筆者作成 

 

３.２ 自治体におけるマネジメント・コントロール・システムの検討 

３.２.１ Simons（1995）の分析フレームワークによる検討 

 3.1 節で整理した組織、人事管理システム、組織文化、管理会計システムという自治体の

４つの MCS は、組織目標に向けて、管理会計システムを中心として、相互に調整され、

統合される必要がある。本節では、Simons（1995）の分析フレームワーク（庵谷（2017）

p.73）を用いて、自治体の４つの MCS と MC の関係について検討する。 

Simons（1995）の分析フレームワークは、MCS を選択的に活用することで、正と負の

ような二つの対称的な、①無限の機会と有限な注意力、②意図した戦略と創発型の戦略、

③利己心と組織への貢献願望、この両者間の内在的な緊張関係を調和させるものである

（pp.75-77）。自治体の４つ MCS の緊張関係の中において、①、②、③のそれぞれをどの

ように操作し、調整および統合を図るかが、本稿において重要なポイントである。Simons

組織 組織構造 ピラミッド型 ルースカップリング

組織間の障壁（縦割り）ルース 縦割りが緩やかに連結されている

権限構造 比較的分権が進んでいる 下位ユニット（現場レベル）からの稟議制

意思決定 ボトムアップ型 稟議制

トップ・マネジメント 選挙 政治家（組織生え抜き（元職員）の政治家あり）

マネジャーの特徴 連結ピン リーダーシップの不足を補完

現場 一部裁量権あり 最前線のサービス提供現場で一定の裁量権付与

行動様式の特徴 規則・手続遵守 公権力付与による影響

人事管理システム ゼネラリスト育成 人材の内部育成を志向

組織文化 組織の行動規範 公平・公正・正義重視 経済合理性軽視

コスト意識 欠如もしくは軽視 経済合理性軽視・予算制度の弊害

管理会計システム 単独運用 他のシステムとの連動性欠如

自治体における

４つのMCS
項目 自治体にみられる特徴
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（1995）の分析フレームワークを適用することは、より組織コンテクストと関連づけた視

角を確保に役立つのである。 

Simons（1995）は、MCS を「マネジャーが組織行動のパターンを維持または変更する

ために活用する、情報をベースとした公式的な手順と手続」（p.37）であると定義する。そ

の上で、「信条システム（beliefs system）」、「境界システム（boundaries system）」、「診断型

コントロール・システム（diagnostic control system）」、「双方向型コントロール・システム

（interactive control system）」の 4 つのコントロール・レバー（Levers of control）で構成

される MC のフレームワークを示している。 

 

 

 

図３-２ Simons(1995）による４つのコントロール・レバーのフレームワーク 

（出所）Simons, 1995, p.39 を一部加筆 

 

4 つのコントロール・レバーは、それぞれ以下のシステムから成る。 

「信条システム」とは、上級マネジャーによって、その定義を公式的に伝達され、それ

をシステムとして強化することを通じて、組織の基盤となる価値、目的、方向性を与える

システムである（Simons（1995）p.82）。 

信条システム

（belief system） （boundaries system）

双方向型コントロール・システム 診断型コントロール・システム

（interactive control system） （diagnostic control system）

境界システム

事業戦略

中核的な価値
回避すべき

リスク

戦略面での

不確実性

重要なパフォー

マンス変数
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「境界システム」とは、組織メンバーに許容される行動の領域を描き出すシステムであ

る（Simons（1995）p.89）。 

「診断型コントロール・システム」とは、マネジャーが組織の成果を監視し、事前に設

定された業績基準からの乖離を修正するために活用する公式的な情報システムである

（Simons（1995）pp.125-126）。 

「双方向型コントロール・システム」とは、マネジャーが部下の意思決定行動に規則的

に個人的に介入するために活用する公式的な情報システムである（Simons（1995）p.183）。 

庵谷（2017）では、Simons（1995）は、非公式な手順と手続を MCS の対象とはしない

一方で、Anthony（1965）による会計中心の MC に「信条システム」、「境界システム」の

非会計情報を組み入れ、会計機能以外の側面を内包したコントロール・パッケージとして

の MCS のフレームワークを提示したとしている（p.53）。 

自治体は、法令等に準拠した枠組みの中で、拡散的な組織目標を持つルース・カップリ

ングの組織であった。ルース・カップリングの組織において、拡散的な目標を達成すべき

組織目標に向けて統合していくためには、全庁戦略と部門戦略の整合を図り、全庁的な方

針を的確に各部門へ伝達する一方で、各部門の考え方や取組方法を理解する必要がある。

つまり、「信条システム」、「境界システム」が各部門に示されることで、組織行動の方向と

領域を理解することができる。また、縦横断的なコミュニケーションを積極的に行い、現

場の課題を共有・認識することで信頼関係を構築することが求められる。ここでは、「双方

向型コントロール・システム」によるコミュニケーションを促進する必要がある。縦断的

なコミュニケーションとしての稟議制は、上申と承認を繰り返しながら上の階層に向かう

情報伝達と意思決定の方式である。トップ・マネジメントの示す方向や領域のもとで上申

される起案について、トップ・マネジメント、もしくは上位のマネジャーは、承認、また

は、直接介入により修正行動をとらせる。また、横断的なコミュニケーションの仕組みと

して、定例の庁議などのほか、新規事業などに伴うプロジェクト・チームやタスクフォー

スを立ち上げなども備えられている（田尾（2015）p.77）30。「双方向型コントロール・シ

ステム」を促進するには、トップ・マネジメントが「信条システム」、「境界システム」を

明確に示し、組織文化をいかに醸成するかが重要である。理念・信条・価値観などを共有

 
30 ただし、双方向型コントロール・システムを拡充すると、新たな定期的な会議の設定や

タスクフォースの設置など、業務負荷の増大させる可能性も大きい。 
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し、固有の組織文化を醸成することで、コミュニケーションに伴う調整コストは低減し、

判断・解釈・行動は安定しやすくなる。つまり、価値観の共有が必要である。自治体の雇

用慣行の一つである⾧期雇用を前提とすれば、「信条システム」と「境界システム」の機能

は重要である。「信条システム」と「境界システム」は、組織文化を適切に形成するための

システムなのである（廣本（2009）p.34）。Simons（1995）自身は、この２つのシステム

は、組織ぐるみの機会探索に勢いを与え、その領域を示すことにより、伝統的でサイバネ

テックな経営コントロール・システムの基盤をなるものと位置づけている（p.81）。 

また、情報は、常に正確に送り手の意図が受け手に伝わるとは限らない。受け手のコン

テクストによって情報の受容が制約される。可能な限り正確に送り手の意図を伝達するた

めには、組織メンバーが共有する認識の枠組みが必要となる。このためにも、組織文化、

つまり理念・信条・価値観などを共有することは、組織メンバーの判断・解釈に影響を与

え、適切な行動を導くことにもつながり、組織のコンテクストが形成されるのである。 

「信条システム」と「境界システム」は、組織コンテクストの生成に寄与することで、

組織メンバーが自律的に判断、行動することを期待できるようにする。コンテクストの共

有により、トップ・マネジメントの意図関心を組織メンバー全体に浸透させることが重要

なのである。ただし、「境界システム」については、留意すべきことがある。「境界システ

ム」では、部下が行ってはならないことが明示され、部下を信頼し、価値創造につながる

方法を開拓できるようにする（Simons（1995）p.91）。他方、自治体の行動規範は、公権力

の付与に伴い、法令や規則などで詳細に行えることが限定列挙されている。このような行

動制約の規定が、創発性を阻害する可能性があるといえる。 

これらのことは、自治体において、「信条システム」と「境界システム」の機能が低いこ

とが、管理会計システム運用に影響を与えていることを示すものといえる。 

１.１節でも述べたように、新たに経営システムを導入する場合、組織のコンテクストと

の間にコンフリクトを引き起こす可能性と経営システム自体が意図通りに動かない可能性

を指摘している（横田（2004）p.63）。伊藤（2010）も、採用された手法の導入効果は、導

入される組織の全体的なコンテクストに依存すると指摘する（p.82）。これらの指摘は、自

治体への新たなシステム導入についても当てはまることであり、有用な指摘である。 

 以上のことを踏まえ、それぞれの Levers of control が、前節で示した MCS にどのよう

に対応するかを示したものが表３−２である。なお、表３−２中、〇印は自治体の MCS の

機能として既対応部分、×印は未対応部分を示している。また、△印は一部対応をしてい
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る部分を、−印は機能をもたない部分である。例えば、組織構造は、Simons（1995）の分

析フレームワークでは、「信条システム」、「境界システム」、「双方向型コミュニケーション

システム」に対応するが、自治体では「信条システム」には対応していないことを示して

いる。 

 

表３‐２ 自治体における４つの MCS の特徴と Simons（1995）の分析フレームワークの対応関係 

 

 
（出所）筆者作成 

 

３.２.２ マネジメント・コントロール・システム間の相互関係 

MC を遂行するためには、管理会計システム単独による MC を検討するのではなく、管

理会計システム以外の MCS と管理会計システムとの相互関係の観点からコントロール・

パッケージとしての MCS を考察する必要がある。 

横田（1998）は、日本企業の MSC が、会計情報を中心とした管理会計システムと、評

価と報酬との関係を規定する人事管理システムとの二分割構造を形成していると指摘した

（p.68）。横田（1998）によれば、成果主義と呼ばれる報酬制度を導入する以前の日本の大

企業では、会計尺度による業績管理（目標設定と業績評価）は実施されてきたものの、そ

の結果は責任者の金銭的報酬にすぐに反映されるのではなく、金銭的報酬は⾧期雇用を前

信

条

境

界

診

断

双

方

向
組織 組織構造 ピラミッド型 ルースカップリング × 〇 − 〇

組織間の障壁（縦割り）ルース 縦割りが緩やかに連結されている × 〇 − 〇

権限構造 比較的分権が進んでいる 下位ユニット（現場レベル）からの稟議制 × × − 〇

意思決定 ボトムアップ型 稟議制 × × − 〇

トップ・マネジメント 選挙 政治家（組織生え抜き（元職員）の政治家あり） △ △ − 〇

マネジャーの特徴 連結ピン リーダーシップの不足を補完 × × − 〇

現場 一部裁量権あり 最前線のサービス提供現場で一定の裁量権付与 × △ − △

行動様式の特徴 規則・手続遵守 公権力付与による影響 × 〇 − −

人事管理システム ゼネラリスト育成 人材の内部育成を志向 × − − 〇

組織文化 組織の行動規範 公平・公正・正義重視 経済合理性軽視 × × − −

コスト意識 欠如もしくは軽視 経済合理性軽視・予算制度の弊害 × × × −

管理会計システム 単独運用 他のシステムとの連動性欠如 × − 〇 −

自治体における

４つのMCS
項目 自治体にみられる特徴

Levers of control
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提として構築された人事制度の下で決定がなされていたとされる（p.67）31。これは、人事

管理システムによる評価報酬制度と、管理会計情報による業績評価制度の 2 つの MCS が、

別個に機能することを示している。つまり、目標達成度を示す指標が算出されても、直接・

短期的に金銭的報酬と連動するインセンティブ・システムとしての機能と結びついていな

かったというのである（横田（1998）p.79）。自治体においても、同様の状態がみられる。

自治体における評価報酬制度は、地方公務員法に基づく人事管理システムにより規定され、

行政評価などの管理会計システムに基づく評価情報とは別に稼働している。管理会計シス

テムは業績評価を担当する企画部門などで所管され、人事管理システムは人事部門で所管

されて、部門間のコミュニケーションが希薄である。これは、ルース・カップリングの影

響により、MCS 間の連動が阻害されている例といえる。⾧期雇用を前提とした人事管理シ

ステムは、「診断型コントロール・システム」、「双方向型コントロール・システム」による

評価情報が⾧期的に蓄積される。行政評価などの管理会計システムも「診断型コントロー

ル・システム」、「双方向型コントロール・システム」による評価情報提供機能をもつが、

組織の業績評価にとどまり、個人の評価には直結していない。また、自治体では、利益と

いう観念がなく、期間利益という発想をもたないため、「診断型コントロール・システム」、

「双方向型コントロール・システム」による管理会計の情報提供機能は発現しづらい。つ

まり、業績が評価されたとしても、金銭的報酬に直接的に結びつかず、短期的インセンテ

ィブが発生しない32。自治体で導入される管理会計システムは、インセンティブ・システム

に連動しないため、独立して運用される結果が生じているといえる。 

自治体で導入されているさまざまな管理会計システムは、その他の MCS との相互作用

が十分機能していないため、導入時や導入後に機能不全となる。また、自治体においては、

「信条システム」と「境界システム」の機能が低いといえる。これらのことが、管理会計

システムの導入や運用に影響を与え、その結果として、廃止や変更に至っている可能性が

あるといえる。 

 

 
31 横田（2004）は、成果主義的報酬制度の台頭によって、この枠組みが変わりつつあると

指摘している（p.59）。 
32 目標管理制度を導入している自治体もあるが、短期的な金銭的報酬に連動している自

治体はいまだ少数である。 
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３.３ 本章のまとめ 

本章では、自治体のコントロール・パッケージを構成する MCS として、組織、人事管

理システム、組織文化、管理会計システムについて、その特性を整理し、Simons（1995）

の 4 つのコントロール・レバーの分析フレームを活用して MCS との関係性を検討した。

その結果として、以下のことを確認した。 

自治体は、法令等に準拠した枠組みの中で、拡散的な組織目標を持つルース・カップリ

ングの組織であった。ルース・カップリングの組織において、拡散的な目標を全体最適化

するため、また、組織文化を適切に形成し、価値観を共有するために、Simons（1995）の

4 つのコントロール・レバーの活用の必要性を確認した。 

① ルース・カップリングの組織である自治体において、拡散的な目標を全体最適化する

ためには、全庁戦略と部門戦略の整合を図り、全庁的な方針を的確に各部門へ伝達する

一方で、各部門の考え方や取組方法を理解する必要がある。「信条システム」、「境界シス

テム」が示されることで、組織行動の方向と領域を理解することができる。 

② 縦横断的なコミュニケーションを積極的に行い、現場の課題を共有・認識すること

で信頼関係を構築するために、「双方向型コントロール・システム」によるコミュニケー

ションを促進する必要がある。稟議制は、上申と承認を繰り返しながら上の階層に向か

う情報伝達と意思決定の方式である。トップ・マネジメントの示す方向や領域のもとで

上申される起案について、トップ・マネジメント、もしくは上位のマネジャーは、承認、

または、直接介入により修正行動をとらせる。横断的なコミュニケーションの仕組みと

して、定例の庁議などのほか、新規事業などに伴うプロジェクト・チームやタスクフォ

ースを立ち上げなどもある。 

③ トップ・マネジメントが「信条システム」と「境界システム」を明確に示すことで、

理念・信条・価値観などを共有し、固有の組織文化を醸成され、コミュニケーションに

伴う調整コストは低減し、判断・解釈・行動は安定しやすくなる。自治体の雇用慣行の

一つである⾧期雇用を前提とすれば、「信条システム」と「境界システム」の機能は重要

である。 

④ あらゆる情報が、正確に送り手の意図が受け手に伝わるとは限らない。受け手のコ

ンテクストによって情報の受容が制約される。可能な限り正確に送り手の意図を伝達す

るためには、組織メンバーが共有する認識の枠組みが必要となる。理念・信条・価値観

などを共有することは、組織メンバーの判断・解釈に影響を与え、適切な行動を導く組
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織コンテクストを形成し、「意味づけ」がなされ、組織メンバーの行動を動機づける。同

じ情報であっても、その解釈次第では、組織メンバーの行動は相違するのである。「信条

システム」と「境界システム」は、組織コンテクストの生成に寄与することで、組織メ

ンバーが自律的に判断、行動することを期待できるようにする。コンテクストの共有に

より、トップ・マネジメントの意図関心を組織メンバー全体に浸透させることが重要な

のである。しかし、「境界システム」については、留意すべきことがある。「境界システ

ム」では、部下が行ってはならないことが明示され、部下を信頼し、価値創造につなが

る方法を開拓できるようにする。他方、自治体の行動規範は、公権力の付与に伴い、法

令や規則などで詳細に行えることが限定列挙されている。このような行動制約の規定が、

創発性を阻害する可能性があるといえる。すなわち、自治体のおける「信条システム」

と「境界システム」の機能が低いことが、自治体の管理会計システム導入や運用に影響

を与えているといえるのである。 

他方、管理会計システムは、「診断型コントロール・システム」にあたるが、MC を遂行

するためには、管理会計システム単独による MC を検討するのではなく、会計以外のさま

ざまな MCS と管理会計システムとの相互関係を考慮する必要がある。 

横田（1998）が指摘するように、日本企業によくみられる人事管理システムと管理会計

システムとの二分割構造は、システム間の相互依存性を阻害している。このことは、自治

体において、管理会計システム導入の阻害要因となる可能性がある。 

自治体では、会計情報を中心とした管理会計システムと評価と報酬との関係を規定する

人事管理システムとの二分割構造が形成されていた。自治体における評価報酬制度は、地

方公務員法に基づく人事管理システムにより規定され、行政評価などの管理会計システム

に基づく評価情報とは別個に稼働している。管理会計システムは業績評価を担当する企画

部門などで所管され、人事管理システムは人事部門で所管されて、部門間のコミュニケー

ションが希薄である。会計尺度による業績管理（目標設定と業績評価）は実施されてきた

ものの、その結果は責任者の金銭的報酬にすぐに反映されるのではなく、金銭的報酬は⾧

期雇用を前提として構築された人事制度の下で決定がなされていた。 

⾧期雇用を前提とした人事管理システムは、「診断型コントロール・システム」、「双方向

型コントロール・システム」による評価情報が⾧期的に蓄積される。 

行政評価などの管理会計システムも「診断型コントロール・システム」、「双方向型コン

トロール・システム」による評価情報提供機能をもつが、組織の業績評価にとどまり、個
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人の評価には直結していない。また、自治体では、利益という観念がなく、期間利益とい

う発想をもたないため、「診断型コントロール・システム」、「双方向型コントロール・シス

テム」による管理会計の情報提供機能は発現しづらい。自治体で導入される管理会計シス

テムは、インセンティブ・システムとして実質的に機能しないため、独立して運用される

結果が生じているといえる。 

自治体で導入されているさまざまな管理会計システムは、その他の MCS との相互作用

が十分機能していないため、導入に際して、または導入後に機能不全となり、その結果と

して、廃止や変更に至っている可能性があるといえる。 

次章では、アメーバ経営がパッケージとして MCS であることを示し、その有用性につ

いて検討する。 
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第４章 JAL の事例に基づく自治体に必要なコントロールの仕組み 

 

経営破綻した日本航空株式会社（以下「JAL」という。）は、再生のためにアメーバ経営

を導入した。このため、JAL は、新たな組織体制と管理会計システムである時間当たり採

算制度を採用した。他方で、意思決定の仕組みなど、基本的に従前の仕組みを踏襲してい

る。その中で、リーダーシップが生まれ、さまざまな行動変容が生みだされた。リーダー

たる上司の率先垂範は、現場との距離感を縮め、アメーバ経営の志向する全員参加型経営

へ様変わりした。 

アメーバ経営は、フィロソフィと時間当たり採算制度の両輪がけん引するコントロー

ル・パッケージとしての MCS の一例といえる。三矢（2003）によれば、アメーバ経営で

は、「組織」、「管理会計」、「経営哲学」が有機的に結合し、企業家的リーダーシップをもっ

た「人材育成」が効果的になされるという（p.225）。３.１.２で述べたとおり、地方公務員

という人材を活かすためには、採用、配置、昇進・昇格などの人事管理に加え、能力開発

なども含めた育成システムが確立され、活用される必要がある。アメーバ経営は、自治体

の「人材育成」を補完することが期待されるのである。 

窪田他（2017）は、アメーバ経営が、小集団の組織体制、時間当たり採算、マスタープ

ラン、予定、経営理念・フィロソフィなどから構成されるパッケージになっていると捉え

ている（p.240）。庵谷（2018）は、組織構造、管理会計システム（時間当たり採算および

採算表、予実（実）管理システム、社内売買システム）、そしてフィロソフィをアメーバ経

営の基本体系として取り上げる（pp.44-49）。これらのことから、アメーバ経営は、コント

ロール・パッケージとしての MCS と捉えることができる。すなわち、アメーバ経営は、

本稿で示している自治体における課題解決につながると考えられるパッケージとしての

「組織」、「人事管理システム」、「組織文化」、「管理会計システム」を含んだ新たな MCS と

考えられるからである。 

しかし、筆者の調査では、2019 年 10 月現在、アメーバ経営を自治体に導入した事例は

みられない。本章では、本稿で掲げる自治体の４つの MCS とアメーバ経営との適合性の

検討を通じて、自治体にアメーバ経営の導入の可能性を明らかにする。 

まず、４.１節で JAL 再生の事例を通じて、自治体との類似性について検討する。次に、

４.２節でアメーバ経営について概観する。４.３節で Simons の分析フレームワークとアメ

ーバ経営との関係性を整理し、自治体への適用可能性について検討する。 
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４.１ JAL の事例と自治体との類似性 

４.１.１ JAL 再生事例を取り上げる理由 

 2010 年 1 月、JAL は経営破綻し、会社更生法適用を申請した。その後、JAL は、新しい

経営管理システムとして、アメーバ経営を導入した。京セラ株式会社（以下「京セラ」と

いう。）で副会⾧を務め、JAL 再生に携わった森田（2014）は、アメーバ経営と他の経営管

理システムの違いについて、「導入することにより意思決定の仕組みや組織、事業の構造だ

けでなく、目に見えない企業文化や働く人々の人生観、価値観までが変わっていくところ」

（p.1）と「給与体系も成果主義ではなく、年功序列に近い。ここが欧米流の成果主義との

決定的な違い」（森田（2014）p.5）にあると述べている。確かに、新たな組織体制と時間

当たり採算制度を取り入れたが、意思決定の仕組みは従来と同じ仕組みを踏襲している。

しかし、個々の社員の行動は大きく変容し、全員参加型経営へ脱皮した。 

 経営破綻後の JAL では、更生計画により、航空機材の圧縮、約 40％の路線縮小、給与の

2～3 割カット、グループ従業員約 16,000 人の削減などが示された（表４-１参照）。他方、

目標とする営業利益は 2010 年度が 641 億円、2011 年度が 757 億円となっていた（大田

（2017）p.75）。社員の約 3 分の 1 が早期退職し、残った社員も、給与、年金、福利厚生の

大幅な削減を受け入れることとなったのである。経営破綻により多くの従業員が会社を去

り、残った従業員の負担は激増し、これまで描いてきた希望も失われる状況の中で、2011

年度の営業利益は更生計画で掲げた目標利益を大きく上回り、JAL は奇跡的な再生を果た

した（表４−２参照）。 

JAL 再生の前提として、会社更生法を採用したことにより債務整理が一気に進んだこと

がある（引頭（2013）p.5）。厳しい更生計画は、「「その通りに実行すれば成功する」とい

う案」（大田（2017）p.75）であった。しかし、JAL 更生計画期間中の外部環境は非常に厳

しいものであった。2008 年 9 月のリーマンショックによる世界同時不況、2010 年 9 月の

日中関係悪化の影響などによる国際線の需要の減少、さらには 2011 年 3 月の東日本大震

災が続いた。このような状況の中で、JAL は、更生計画を大きく超える営業利益をあげ、

短期間で再上場を果たした。 

 JAL 再生の過程にみられる変化は、２.３.５で抽出した自治体における管理会計上の問

題と組織上の問題の解決に大きな示唆を与える。 
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表４-１ JAL の更生計画 

 

 

（出所）筆者作成 
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表４-２ JAL の連結営業損益の推移 

 

 

 

※2009 年度および 2010 年度は、2010 年 1 月に会社更生法申請により公表データなし。 

（出所）JAL ホームページに基づいて筆者作成 
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 ４.１.２ JAL 再生の経緯 

2010 年 1 月 19 日に会社更生法適用を申請した JAL は、2010 年 2 月 1 日付で京セラ名

誉会⾧の稲盛和夫氏が代表取締役会⾧に就任し、新しい経営陣の下での経営再建が図られ

ることとなった。2010 年 2 月 20 日に上場が廃止され、同年 8 月 31 日には、更生計画が

東京地裁に提出された。大田（2017）によれば33、「航空業界について何も知らない、しか

も経営者としてのピークを越えた高齢の稲盛さんをトップに据えて再建できるはずがない。

二次破綻は必至だ」という批判的な論調が続いたという（p.18）。その後、企業再生支援機

構による 3,500 億円に上る公的資金の投入や金融機関による 5,215 億円の債権放棄が行わ

れ、2011 年 3 月 28 日に会社更生法手続きを終結した。2010 年度連結決算における営業利

益は 1,884 億円（単体 1,447 億円）に達し、更生計画の 641 億円を大きく上回る 1,243 億

円の超過利益を生み出す V 字回復を見せた。そして、2012 年 9 月 19 日には、破綻後 2 年

7 カ月で再上場を果たしている（表４−３参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 大田は、2010 年 2 月に日本航空管財人代理および会⾧補佐に就任し、2010 年 12 月か

らは、専務執行役員として会⾧補佐、教育、経営理念、意識改革総括、意識改革推進部担

当として JAL 再生に携わった。 
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表４-３ JAL 経営破綻から再生までの軌跡 

 

 
（出所）筆者作成 
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４.１.３ JAL 経営破綻の兆候 

稲盛とともに JAL の経営改革に携わった森田は、「どうして優秀な社員がたくさんいる

のにこんなことになってしまったんだろう」（森田（2014）p.78）と考えたと述べている。 

上總（2017）によれば、JAL の新体制で代表取締役社⾧に就任した大西賢氏（現：特別

理事）は、JAL 経営破綻の原因として、以下の 5 点をあげている（p.122）。 

① 「公共交通機関としての使命を最優先する」という考え方 

② 拡大主義が根強くはびこった経営 

③ 限定的な競争環境からくる世間の常識から乖離した発想 

④ 安定的な競争環境 

⑤ 財務的な経営規律 

これらを含めて、先行文献では、経営破綻以前の JAL に見られた破綻の兆候について述

べている。これらをまとめると、次のようになる。 

第一は、ナショナル・フラッグ・キャリアとしての誇りである。この誇りは、慢心やコ

スト意識の欠如に大きな影響を与え、“ Too Big to Fail ”だから、公共交通機関だから、と

いう意識もあり、JAL はつぶれない、つぶせない、という社内の常識を醸成した（引頭（2013）

p.3）。その結果、ナショナル・フラッグ・キャリアとしての「振る舞い」が重要視され、

そのための行動が追及されることとなった（引頭（2013）p.42）。例えば、公共交通機関の

役割として「赤字路線でも飛ばすべきで、『安全』は『利益』に優先するのだというのが、

JAL の幹部の基本的な考え方」（森田（2014）p.86）であった。また、ナショナル・フラッ

グ・キャリアとしての「振る舞い」は、費用構造全体の視点の欠如を招き、さらに採算意

識の欠如と深く結びついていた（引頭（2013）p.43）。 

 第二は、コスト意識の欠如である。JAL には、需要に見合わない航空機材が多かった。

安全が利益に優先するという考え方が、高コスト体質を引き起こしていた。安全上のリス

クを回避するため、機体整備では、トラブル予防の観点から、早めに部品を交換すること

が一般的であり、減収や大規模修理によるコスト増を回避する効果もある（金子（2017）

p.24）。当時の JAL では、安全のための予算は、聖域化されており、そのためのコストは減

らせないと考えられていた（大田（2017）p.85）34。適切な頻度・対象を超えて予防整備を

 
34 1985 年 8 月 12 日に起きた御巣鷹山での大惨事がトラウマになっていたのかもしれない

が、安全のための予算は、聖域化されており、そのためのコストは減らせないという暗黙
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するため、必要以上に短期間のサイクルで交換し、高コストな整備が常態化していた（金

子（2017）p.24）。全社共通費や一般管理費は、コストの必要性や優先順位は検討されるこ

となく、内訳をチェックする部署も存在せず、一定のルールの下で配賦され、費用構造全

体の視点が欠けていた（引頭（2013）p.43、森田（2014）p.85）。コストに関する経営数値

も現場で共有されず（引頭（2013）p.100）、間接部門のコストが経営本部の裁量で配賦さ

れていた（引頭（2013）p.105）。 

他方で、大田（2017）によれば、当時の JAL の経営幹部（管理職）は、社員をコストと

して扱い、さまざまな工夫により人件費を抑え、生残りを図るのが自分たちの役割だと考

えていた。そのため JAL では、非正規雇用の派遣社員などの増員、多くの事業の機能子会

社化を進めていた（p.82）。 

予算制度の悪弊もあった。深刻な経営悪化にも関わらず、予算消化に対する強い意識は

変わらなかった。予算獲得は熾烈を極めて、部門間の壁を作り、組織としての一体感を阻

害していた（大田（2017）pp.83-84）。他方で、経営企画本部は経費予算にシーリングを設

け、全社一律のコスト削減は、現場を疲弊させていた。現場は抵抗し、経営企画本部は目

標を下げるというプロセスが繰り返され、コスト削減は限界とあきらめていた（大田（2017） 

p.188）。 

 第三は、採算意識の欠如である。JAL においても、予算制度に基づいて運営されており

（森田（2014）p.85）、予算管理や進捗管理の仕組みは存在していた。しかし、以下に示す

ように、それらの仕組みは機能不全に陥っていた。 

 前述のように、ナショナル・フラッグ・キャリアとしての「振る舞い」は、安全が利益

に優先するという考え方や、公共交通機関として赤字路線でも飛ばすべきという JAL の常

識を醸成していた。 

コストと同様に、売上や利益に関する経営情報の現場への開示は不十分なために共有さ

れず、現場の経営情報に対する現場の関心も乏しかった。また、その実績値が明らかにな

るまでに時間を要し、月次決算数字は単体ベースでしか把握されておらず、連結ベースは

四半期開示に合わせて 3 カ月ごとに集計されていた（引頭（2013）p.103）。実績数値がタ

イムリーに出てこないため、経営判断に大きな影響を与えていたと考えられる。経営破綻

以前は、月次実績の確報が経営幹部に知らされるのは、最速でも経営数値のすべてが出揃

 

の了解があった（大田（2017）p.85）。 
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う３カ月後だった（引頭（2013）p.119）。当時の JAL は、予算制度の権限が経営企画本部

に集中していた一方で、利益責任は明確ではなかった。収入予算は、販売部と貨物郵便本

部が策定し、経費予算はそれぞれの部門で作成されていた。 

他方で、JAL には、利益に対する否定的ともいえる独特な考え方があった。大田（2017）

によれば、利益が出ると、国土交通省は運賃の値下げを求め、組合は賃上げを要求し、政

治家は採算を度外視した新路線の開設を要求するようになることが背景にあったという

（pp.83-84）。 

第四は、当事者意識の欠如である。事業計画の策定は経営企画本部で行われていたが、

執行に関与することなく、責任もなかった。事業本部は、執行に関する権限を持つが、利

益責任は曖昧であった。計画策定者と執行者の分離、責任の所在の曖昧さは、問題視され

てはいなかった（引頭（2013）p.102）。このため、どの部門も計画数値達成への意識は乏

しかった。JAL では、経営企画本部に権限が集中しており、事業計画も現場の実態を考慮

せずに計画数値だけが、「経営本部から降りてくる構図」（引頭（2013）p.44）であった。

経営企画本部と現場の間の不信感は強く、それぞれ軽視されているという意識を持ってい

た。他方で、当事者意識は希薄で、計画数値に対してコミットメントを持つ主体もなく（引

頭（2013）p.44）、「誰かがやってくれるだろうと眺めているだけの傍観者や、批判のコメ

ントばかりして自分からは動かない評論家が多かった」（近藤・三矢（2017）p.27）という。 

第五は、組織間の壁である。JAL には、前述の予算や利益責任などの状況にも見られる

ように部門間には壁があった。このことに加えて、JAL グループ内の一体感も乏しかった。

引頭（2013）によれば、当時 JAL の中核会社であった日本航空インターナショナルは、「親

会社」としての意識をもち、他のグループ企業を対等に扱うといった意識に乏しかった

（p.46）。つまり、親会社でありながら、機能子会社の役割を担わされていた。 

第六は、マニュアルへの依存である。マニュアルは失敗を避けるためのものであるが、

前者が約束事や教訓として社会的に定められたもの、後者は物理などの自然科学的な根拠

に基づき定められたものである（引頭（2013）p.154）。 

破綻前の JAL では、マニュアルに基づく行動が決められていた。航空会社にとって、マ

ニュアルはさまざまな意図しない誤りを回避するために必要不可欠なツールである。マニ

ュアルに 2 つの側面があると考えられる。 

ひとつは、科学的な根拠に基づいた側面である。安全運航を確保のために、多岐にわた

る国際・国内ルールの遵守が求められる。例えば、機材の整備に当たっては、航空機製造
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会社が示すマニュアルの遵守が強く求められる。製造元の許可が必要とされ、整備者の自

己判断での措置は禁じられている。 

もうひとつの側面は、標準的な機能遂行のための行動規範としての側面である。顧客に

対して効率的かつ平等にサービスを行うためには、業務・サービスの均質化が必要である。

しかし、JAL では、マニュアルによる均質なサービスの提供に固執し、現場での判断は許

さなかった（引頭（2013）p.47）。客室本部⾧を務めていた大川順子氏（現：特別理事）も

「マニュアル以上のサービスをしようとはしていなかった」と語っている（近藤・三矢

（2017） p.25）。この結果、JAL では、マニュアル至上主義ともいえる組織文化が根付い

てしまったといえる。慣れ親しんだマニュアル至上主義が組織の硬直化をもたらし、マニ

ュアルの背後にある視点が見失われていた。顧客の個々の異なるニーズに向き合うことも

なく、「慇懃無礼だと批判」（大田（2017）p.196）を受けるほど、現場の対応力は乏しくな

っていた。 

第七は、コミュニケーション不足である。経営破綻以前の JAL では、事業計画策定過程

でも見られるように、現場の行動を「統制」する強い意識がみられた（引頭（2013）p.48）。

経営幹部と現場の間にある距離感が、組織の一体感を物理的にも、精神的にも阻害してい

た。その結果として、経営幹部は、現場の実態を把握せず、現場も経営幹部を信頼しない。 

引頭（2013）は、JAL の事例から日本企業に共通する課題を抽出している。まず、経営

基盤の課題として、①価値観の共有ができていない、②現場の経営参加意識が乏しい、③

経営と現場に距離感があるという３点、次に、現場の課題として、④顧客視点に立ってい

ない、⑤現場のリーダーシップの不在、⑥横のリーダーシップの不在という３点、合計６

点の課題に整理している（pp.50-56）。表４−４は、経営破綻後の JAL において、その課題

解決に採られた施策と成果を対応させたものである。 
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表４-４ JAL の抱える課題とその解決のために実施された施策 

 

 

（出所）引頭（2013）pp.50-56、p.242 に基づいて筆者作成 
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４.１.４ JAL の事例と自治体との類似性 

JAL は、新たな組織体制35と管理会計システムである部門別採算制度を採用した。他方

で、意思決定の仕組みなど、基本的に従前の仕組みを踏襲している。その中で、リーダー

シップが生まれ、さまざまな行動変容が生みだされた。リーダーたる上司の率先垂範は、

現場との距離感を縮め、アメーバ経営の志向する全員参加型経営へ様変わりした。すでに

述べたように、筆者が調査した範囲では、2019 年 10 月現在、アメーバ経営を自治体に導

入した事例はみられないが、経営破綻以前の JAL の事例からは、自治体との類似性がみら

れる（表４−５参照）。表 4-5 において網掛けした部分は、自治体と破綻以前の JAL にお

いて類似していると考えられるところを表している。 

 

表４-５ 自治体と JAL の比較 

 

（出所）筆者作成 

 

 
35 2010 年 12 月 15 日に、部門別採算制度をベースに、収益責任を負う事業部門、航空運

送サービスを提供する事業支援部門、本社部門の３つに大別した新しい経営体制に移行し

ている（表 4−３参照）。 

項目 自治体 JAL（破綻以前）

組織構造 ピラミッド型 ピラミッド型

縦割り ルース タイト

権限構造 比較的分権が進んでいる 集権的である

意思決定 ボトムアップ型 トップダウン型

トップ・マネジメント 選挙 天下り

マネジャーの特徴 連結ピン 統制的（管理的）

現場 一部裁量権あり 指示待ち

行動様式の特徴 規則・手続遵守 マニュアル重視

組織の価値観 公平・公正・正義重視 プライド・安全重視

コスト意識 欠如もしくは軽視 欠如

採算意識 − 欠如

当事者意識 希薄 希薄
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 表４−５から、次のようなことがわかる。 

第一に、表４−５「組織の価値観」にみられるような価値観の偏りである。大田（2017）

によれば、JAL には、行政官庁の官僚組織以上に官僚的な体質があったという（p.18）。JAL

の前身は、1951 年に政府主導による半官半民の体制で設立された「日本航空株式会社」で

ある。1987 年 11 月に完全民営化された後も、経営トップに官僚出身者が残り、半官半民

時代から根付いた官僚的体質は変わることはなく、労使の対立も解消できず、またジャン

ボ機の大量購入や赤字路線への就航など政府からの干渉も続き、不安定な経営が続いた（大

田（2017）p.71）。経営破綻以前の JAL は、官僚的であり、赤字路線の運航などにみられ

るナショナル・フラッグ・キャリアとしての「振る舞い」、安全が利益に優先するという考

え方、マニュアル至上主義などが、価値観の偏りをもたらしていると言える。これらのこ

とは、コスト意識や採算意識の欠如などの誘発や日常の行動様式と密接に関連している。 

自治体においても、公平・公正・社会的正義の実現を重視するという価値観の偏りは、

規則・手続の遵守への偏重が引き起こす「お役所仕事」という行動様式や経済合理性の軽

視などのコスト意識や採算意識に影響を与えている。 

第二に、「コスト意識」の欠如である。JAL では、経営破綻するほど経営が悪化している

なかでも、獲得した予算を全部使い切るという文化が残っていた（大田（2017）pp.84-85）。

JAL は、予算制度で運営されており、収支の予算は販売部門と貨物部門が作成し、経費の

予算はすべての部門で作成されていたが、利益責任を担う部門と経営幹部がいない体制だ

った（森田（2014）p.85）。さらに、「売り上げが目標通りに到達しなくても、誰からも責

任を問われることもなく、一方で経費は垂れ流しで、内訳をチェックする部署も存在しな

かった」（森田（2014）p.85）。経営破綻当時、JAL の再生に携わった企業再生支援機構の

瀬戸企業再生委員⾧は、破綻前の JAL の部門⾧の仕事といえば、むしろ予算を使い切るこ

とに主眼が置かれ、自部門のことしか念頭になかったと述べている（引頭（2013）p.125）。

森田（2014）は、JAL の社員は「予算制度に慣れ親しんでいるので、予算で認められてい

る経費は自分たちの権利」（p.100）だと思っていたという。経営破綻以前の JAL にも、売

上目標があり、収支計画も存在し、予算管理や進捗管理の仕組みがあった。引頭（2013）

は、収入や利益と実際の運航活動とが乖離していたと指摘している。（p.41）。また、安全

のための予算は、聖域化されており、そのためのコストは減らせないと考えられていた。

安全が最優先される文化により、コストは膨張し、歯止めがかからなくなっていた。大田

（2017）によれば、稲盛和夫氏も整備の現場を視察した際、過剰設備、過剰在庫があると
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厳しく指摘していたという（p.189）。 

自治体の予算は、公共の福祉の増大という目的達成のための資源配分の方針を示したも

のであり、「策定された施策や事務・事業は、年度ごとに編成される予算を通じて具現化さ

れる」（高橋（2002）p.228）。自治体の予算も収支の見積もりではあるものの、そこで示さ

れた数値は、それを上限とする財政上の支出の権限が付与されたことを意味し、予算の執

行上の法的拘束力が発生する。他方、決算は「事後統制」として機能すべく、議会での認

定を必要とすることとなっているものの（地方自治法第 233 条）、仮に議会で認定されな

くても、その効力に影響を及ぼさないため、「決算審議への関心は、１年前に執行済みのも

のが対象であることから、予算審議に比較すると通常、あまり高くならない」（神野・小西

（2014）p.180）との指摘がなされている。このため、経営破綻以前の JAL と同様に、予

算で決められた経費を使って着実に業務をこなすことが重視され、コスト意識が希薄であ

る点に共通性がみられる。 

 第三に、「行動様式の特徴」にみられるマニュアル至上主義である。経営破綻以前の JAL

では、均質的なサービス提供が是とされ、顧客の視点が欠けた「プロダクトアウト型」の

発想だった（引頭（2013）p.48）。自治体も同様に、規則や手続に縛られ、「お役所仕事」

と揶揄されるような住民の視点を欠いた「プロダクトアウト型」のサービスを提供するこ

とが多い。 

自治体においても、このことは、前述のように、公平・公正・社会正義の実現の重視と

いう価値観の偏りが、つまり、サービスの均質化を強く意識してしまうがゆえに、自治体

職員の画一的、かつ、マニュアル至上主義的な行動につながっていると考えられる。自治

体では、福祉や介護における現場のように、迅速な意思決定が求められる部門もある。他

方、定型的な窓口業務であっても、市民の抱える状況に応じて必要な対応が求められてい

る。 

第四に、「トップ・マネジメント」に関することである。経営破綻以前の JAL では、半官

半民の時代から、天下りがトップを務めていた。組織コンテクストを理解していない組織

のトップは、経営と現場との間に生まれた距離感を助⾧する可能性がある。経営と現場と

の間に距離感が生じると、組織内に２つの階層ができ、双方の信頼関係を損ない、組織と

しての一体感の醸成が困難になる。組織目標の達成には、大きな障害となる。稲盛氏は、

経営破綻当時の JAL の経営体制を硬直した官僚的な組織で、経営企画本部に権力が集中し、

すべてを決めていく組織運営がなされていたと指摘している（引頭（2013）、金子（2017）
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など）。JAL では、現場の行動を「統制」するのが経営と考える意識が強く、経営幹部が現

場に顔を出す機会は少なく、現場が経営幹部を意識することはなかった（引頭（2013）p.48）。

経営と現場の距離感が実感されることで、コミュニケーション機能は阻害され、悪循環に

陥る。その結果として、現場の経営参加意識が乏しいという状態が生みだされることとな

る。 

他方、自治体にも同様なことを指摘できる。自治体の首⾧は、選挙を経た政治家である。

自治体の首⾧の中には、自治体組織と関係のないもしくは関係の薄い人物が就任する場合

もあれば、自治体内部の元職員が選挙を経て就任する場合もある。後者の場合は、組織コ

ンテクストを理解できるが、前者の場合は、理解に時間を要する。これが阻害要因となっ

て、自治体においても、財政や企画などの部門と現場とのコミュニケーションが円滑にい

かず、組織の停滞を招くことになるのである。 

これまで指摘した４点に通底するのが、組織がもつべき正しい価値観共有の欠如である。

「正しい価値観」とは、何かに偏重した価値観ではなく、組織がめざす方向性や姿に基づ

いたビジョンを意味する。引頭（2013）によれば、経営破綻以前の JAL では、会社の目指

す方向や方向が組織全体として共有されていなかったという（引頭（2013）p.131）。組織

運営やシステム運用がうまくいかない理由に、現場は、意図された指示の背景やその必要

性が理解できず、またその指示に関する情報が乏しいことが考えられる。コミュニケーシ

ョン不足もその要因として考えられる。組織の目指すべき正しい方向にベクトルを合わせ

ることで、社員は安心して行動でき、全体最適が図られる。組織としての正し価値観が共

有されることで、組織内の信頼関係が醸成され、自律的に行動できるようになる。つまり、

全体最適の組織目標を達成すべく、自律的に行動するには、正しい価値観の共有が求めら

れるといえる。 

JAL 再生の過程では、価値観を共有するために、フィロソフィの明文化とそれを浸透さ

せるための教育などの一連の活動が大きな役割を果たした。アメーバ経営では、管理会計

システムである時間当たり採算制度と行動規範であるフィロソフィの二つが車の両輪を成

している。組織における価値観の共有は、容易なことではない。JAL の事例では、フィロ

ソフィに関する一連の活動を通じて、組織としての価値観が共有され、難しいと考えられ

る価値観の共有が操作可能であることが示されたものといえる。同様に、自治体において

も、組織として共有すべき「正しい価値観」が、管理会計システム運用に正の影響を与え

る可能性がある。 
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 ここまで、JAL の事例を通じて、経営破綻以前の JAL と自治体との類似性を検討した。

経営破綻後、JAL は、アメーバ経営を採用し、奇跡的な再生を果たすこととなった。経営

破綻前後の JAL の変化の考察を通じて、経営破綻以前の JAL との類似性を有する自治体

への適用可能性を探索することができる。次節では、JAL が採用したアメーバ経営につい

て概観する。 

 

４.２ アメーバ経営 

アメーバ経営学術研究会（2010）によれば、アメーバ経営とは、「機能ごとに小集団部門

別採算制度を活用して、全ての組織構成員が経営に参画するプロセスである」（p.20）と定

義される。アメーバ経営は、京セラの創業者である稲盛和夫氏によって構築された経営シ

ステムである。稲盛（2006）によれば、アメーバ経営には、次の 3 つの目的がある（p.31）。  

第一の目的は、市場に直結した部門別採算制度の確立である。 

第二の目的は、経営者意識を持つ人材の育成である。 

第三の目的は、全員参加経営の実現である。 

４.１.１でも述べたように、森田（2014）は、アメーバ経営とその他の経営手法の違いを

「導入することにより意思決定の仕組みや組織、事業の構造だけでなく、目に見えない企

業文化や働く人々の人生観、価値観までが変わっていくところ」（森田（2014）p.1）と、

「給与体系も成果主義ではなく、年功序列に近い。ここが欧米流の成果主義との決定的な

違い」（森田（2014）p.5）であると述べる。 

アメーバ経営では、アメーバ組織と呼ばれる小規模なプロフィットセンター（Micro 

Profit Center；以下「MPC」という。）が作られ、各々のアメーバ組織が、利益を生み出す

ため自律的に経営される。アメーバ経営における組織構造自体は、ピラミッド型のヒエラ

ルキー構造である（窪田他（2017）p.235）。アメーバ組織では、数名から数十名の小さな

組織が、アメーバリーダーに任せられる。アメーバ組織は、公式的な組織でありながら、

アメーバリーダーの能力や環境変化に応じて分裂や統合を行うことができ、機動性が確保

されている（三矢（2003）pp.216-217）。 

コントロール・パッケージとしての MCS であるアメーバ経営の両輪となるのが、フィ

ロソフィと管理会計システムに相当する時間当たり採算制度である。 

フィロソフィは、組織および組織メンバーに、共通の価値観を与えることで、考え方や

行動の拠りどころとなり、つまり、行動規範となる。フィロソフィが、「何を行なうべきか、
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何を行なっていけないのかを理解させることで、リーダーたちが誤った経営判断を起こす

確率は低く」（三矢（2003）p.146）なる。近藤・三矢（2017）によれば、時間当たり採算

制度は、それ単体では適切に機能しない危険性がある（p.26）。また、採算意識が向上する

あまりに、製品やサービスの品質を低下させる恐れもある（近藤・三矢（2017）p.33）。  

時間当たり採算制度は、課題を解決する際の正しい判断基準とセットになることではじめ

て適切に機能する、つまりフィロソフィの必要性を指摘しているのである。 

また、アメーバ経営では、アメーバリーダーに大幅な権限委譲を行うエンパワメントが

行われる。稲盛（1998）によれば、アメーバリーダーには、「上司の承認は必要だが、経営

計画、実績管理、労務管理などの経営全般が任されている」（p.122）。三矢（2003）によれ

ば、権限委譲が徹底しているアメーバ経営では、下位者の決定が尊重されるという考え方

が共有されているという(p.220)。他方で、アメーバリーダーの主体性は尊重されるものの、

リーダーだけに責任を押し付けず、上位者が協力して問題に対処する（窪田他（2017）

p.239）。上位者の役割は、部下に対して、企業理念とフィロソフィの浸透を図り、コーチ

として、アメーバリーダーの成⾧を支援することにある (p.220)。また、権限委譲の徹底

が、個々のアメーバの壁を越えて、縦横断的なコミュニケーションを可能にする。アメー

バ経営では、アメーバリーダーに、自分のアメーバに対するマネジメントや意思決定の権

限を持たせるだけでなく、アメーバ間あるいは組織内でもリーダーとして振る舞うことが

要求されている（北居・鈴木（2010）p.179）。このため、アメーバリーダーは、社内売買

や人員貸借などを通じた情報交換を積極的に行い（窪田他（2017）p.239）、アメーバ間の

水平的なコミュニケーションをとり、アメーバ間の調整機能を果たす。 

他方、大幅な権限委譲は組織統制の面での懸念がある。権限委譲により、自律的な行動

を引き出し、創発を生み出す可能性がある一方で、アメーバ組織への権限委譲が、各アメ

ーバの部分最適を招きかねない利己的な行動を誘発する可能性が拭えない。理念やフィロ

ソフィは、組織目標への統合に導き、全体最適化を促す。つまり、フィロソフィは、コン

フリクトを緩衝する機能をもつといえる。 

アメーバ経営における管理会計システムとしての時間当たり採算制度は、３カ年ローリ

ングプランやマスタープラン、予定を通じた予実管理を活用し、PDCA サイクルを循環さ

せるためのものである。その中で、アメーバリーダーは、３カ年ローリングプランを達成

するべく予定を策定し、時間当たり採算制度から提供される情報を活用し、PDCA サイク

ルを日次ベースで回しながら、問題点を早期に感知し、対応することができる。時間当た
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り採算制度は、実績を全従業員に開示するオープンブック・マネジメント（Open Book 

Management）の機能を持ち、組織をガラス張りにする（三矢（2003）p.146）。オープン

ブック・マネジメントは、帳簿（Book）公開によるマネジメントであり、月・週・日の最

新情報を伝えられるように恒常的に財務データを公開しておくことである（木村（2003）

pp.138-139）。 

時間当たり採算制度では、従業員の誰もが採算を理解できるように、家計簿にも似た採

算表が利用される（表４-６参照）。組織メンバーは、複雑な会計の仕組みを十分に理解せ

ずとも、自分のアメーバの採算を認識できるようになる。各アメーバの実績は公開され、

比較される。アメーバ間における時間当たり採算による付加価値の比較は、競争を促し、

非金銭的インセンティブとしても機能している（横田・金子（2014）p.188）。 

 

表４-６ 採算表の例 

 

（出所）三矢（2003）p.93 および庵谷（2017）p.20 に基づき筆者作成 

総出荷 （千円） A=B＋C 当月の総出荷高

社外出荷 （千円） B 社外への売り

社内売 （千円） C 次工程への売り

社内買 （千円） D 前工程からの買い

総生産 （千円） E＝A−D

費用合計 （千円） F＝a＋b＋…＋q 労務費以外の費用

原材料費 a

金具・仕入商品費 b

外注加工費 c

修繕費 d

電力費 e 

…… …

…… …

金利償却代 m

部内共通費 n

工場経費 o

内部技術料 p

営業・本社経費 q

差引売上 （千円） G＝E−F 付加価値（労務費含む）

総時間 （h） H=x＋y＋z 正規従業員の労働時間

定時間 x

残業時間 y

部内共通時間 z

当月時間当たり （円/h） J＝G÷H 時間当たり付加価値

時間当たり生産高 （円/h） J＝E÷H

主な項目 計算式 備考
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アメーバ経営は、人材育成の面でも効用がある。アメーバ経営では、アメーバリーダー

に数名から数十名の小さな組織を任せ、「売上最大費用最小」を志向する経営を行わせるこ

とで、自律的なリーダーを育成する。各アメーバ組織には、それぞれアメーバリーダーが

存在するため、多くの組織メンバーに自律的なリーダーとなる機会が与えられ、早期の人

材育成を促進する。また、各アメーバリーダーの取組姿勢や成果を確認しやすいので、将

来の幹部人材を見極めやすくなるため、効果的な人材選抜を容易にする（窪田他（2017）

p.235）。 

時間当たり採算制度から情報のフィードバックが行われることが、リーダー育成に寄与

する部分も大きい。アメーバ経営では、迅速なフィードバックと柔軟な組織特性に加え、

徹底した権限委譲が、各アメーバリーダーの自律的な行動を促している。アメーバリーダ

ーは、各自のアメーバ組織で必要な経営判断を行い、率先垂範することを任されている。

自律性の高いリーダーシップと経営能力を身に付けたアメーバリーダーの存在は、将来の

組織に大きな付加価値をもたらすと考えられる。 

ここまで、アメーバ経営について概観した。4.3 節では、Simons(1995)の分析フレーム

ワークとの関連でアメーバ経営について考察する。 

 

４.３ アメーバ経営の自治体への適用可能性 

アメーバ経営の両輪であるフィロソフィと時間当たり採算性が、それぞれ事前的コント

ロールである信条システムおよび境界システム、事後的コントロールである診断型コント

ロール・システムと双方向型コントロール・システムに対応する。 

稲盛（1998）は、物事の判断にあたって、「原理原則に則って物事の本質を追及して、人

間として何が正しいかで判断する」（p.21）と述べている。経営理念とフィロソフィは、ア

メーバリーダーが、難しい経営判断を行う際、判断の拠りどころとなる。フィロソフィに

は、アメーバ経営を実施するにあたって、行うべきことと行うべきでないことが示されて

いる。Simons（1995）は、信条システムに基づき組織の向かうべきベクトルを示すことに

よって組織メンバーを動機づけ、境界システムによって組織として許容可能な領域を示し

ている。フィロソフィは、事前的コントロール・システムとして、組織メンバーが適切に

行動できるように直接影響を与える。つまり、フィロソフィは、Simons（1995）が示す信

条システムおよび境界システムに相当する役割を果たすものといえる。 

組織コンテクストは、「ものの見方」、「受け取り方」、「仕事の進め方」、「振る舞い方」な
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ど、組織メンバーの思考と行動パターンに強い影響を及ぼす。Simons（1995）は、組織文

化という目に見えない部分を、文書化を通じて公式化する。Simons（1995）は、ミッショ

ン・ステートメントやクレドなどを示し、①公式的に、②情報に基づいて、③社員の行動

パターンの維持や軌道修正のために活用されるとき、信条システムの一部とみなすことが

できると述べている（p.83）。信条システムは、文書で公式に示すことによって、組織の基

盤となる価値、目的、方向性を与えるものである（Simons（1995）p.82）。JAL フィロソフ

ィのように、アメーバ経営では、フィロソフィが明文化される。さらに、アメーバ経営で

は、フィロソフィが、何度も繰り返し語られ、内在化することで、組織の共通言語として

機能する。また、境界システムは、組織メンバーに許容される行動の領域を示し、機会探

索に制限を与える（Simons（1995）p.89）。境界システムは、本質的に禁止あるいは、拒絶

のシステムとして機能する。繰り返しになるが、行うべきことと行うべきでないことが示

されているフィロソフィは、事前的コントロール・システムとして、組織メンバーが適切

に行動できるように、判断の拠りどころとなる。 

他方で、境界システムは、マネジャーの意思決定に関する権限委譲を可能にし、組織が

最大限の柔軟性と創造性を達成することを可能にするものであるとし、組織の自由と豊か

な企業家行動を支える前提条件となる探索とエンパワメントの領域を明示すると述べる

（Simons（1995）p.92）。すなわち、公式に明文化された経営理念とフィロソフィは、組織

の共有すべき価値観や行動規範が可視化されたものである。また、⾧期雇用を前提とすれ

ば、信条システムの機能は重要である。理念・信条・価値観を共有することで、判断・解

釈・行動は安定しやすくなる。つまり、信条システムは、組織コンテクストの生成に寄与

することで、組織メンバーが自律的に判断、行動することを期待できるようにする。 

以上のように、信条システムおよび境界システムは、判断・解釈・行動に影響を与える

ことで事前的コントロール・システムといえる。他方、診断型コントロール・システムと

双方向型コントロール・システムは、事後的コントロール・システムである。 

診断型コントロール・システムは、マネジャーが組織の成果を監視し、事前に設定され

た業績基準からの乖離を修正するために活用する公式的な情報システムである（Simons

（1995）pp.125-126）。アメーバ経営では、時間当たり採算制度のもとで、予実管理システ

ムの PDCA が循環され、問題点がアメーバリーダーにフィードバックされる。リーダーと

して育成中であるアメーバリーダーのマネジメントの能力が高いとは限らない。しかし、

時間当たり採算制度は、アメーバリーダーが、早期に問題点を識別できるように支援する
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仕組みなのである。つまり、時間当たり採算制度という感度の高い診断型のコントロール・

システムが、アメーバリーダーへのエンパワメントに対するリスクを抑える役割を果たし

ているのである（三矢（2003）p.222）。 

双方向型コントロール・システムは、さまざまな会議の場が利用される。アメーバ経営

で双方向型コントロール・システムが典型的に観察されるのは、年間や月次の目標策定の

場面である（三矢（2003）p.222）。Simons（1995）によれば、双方向型コントロール・シ

ステムが、ボトムアップ方式の創発型戦略を導くために活用される（p.188）。会議の場で

の活発なコミュニケーションが、創発型戦略を生み出すのである。また、水平的なコミュ

ニケーションは、社内売買や人員貸借などを通じても行われる。アメーバ間の相互依存性

の高いアメーバ経営では、アメーバ同士で協力関係を築き、お互いのメリットとなるよう

な創意工夫が必要となる。 

Levers of control とアメーバ経営との対応関係は、表４−７に示すとおりである。 
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表４-７ Levers of control とアメーバ経営との対応関係 

 

 

（出所）Simons（1995）pp.83-183 および三矢（2003）pp.222-223 に基づき筆者作成 
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４.４ 本章のまとめ 

JAL の事例からは、アメーバ経営の自治体への導入効果として、①官僚的組織から全員

参加への自律的組織への変貌、②「見える化」による採算意識の向上、③リーダー育成の

３点をあげることができる。 

①官僚的組織から全員参加への自律的組織への変貌の効果をもたらすためには、次の 2

点が必要である。これらは、経営理念とフィロソフィに関連する。 

第一は、経営理念とフィロソフィ、すなわち価値観を共有することである。JAL の事例

では、明文化された経営理念とフィロソフィを繰り返し教育し、浸透させたことで、組織

および個々の組織メンバーの意識を大きく変容させたことがわかる。アメーバ経営の両輪

をなす管理会計システムとしての時間当たり採算制度が単体で導入されたとしても、価値

観が共有されないと、機能不全を起こす可能性は否定できない。明文化された経営理念と

フィロソフィの浸透が、組織に共通する価値観を醸成し、個々の組織メンバーの組織目標

へ向かうためのベクトルを統合できたことが、時間当たり採算制度を活用するインセンテ

ィブとなったと考えらえる。つまり、管理会計システムが機能する前提として、経営理念

とフィロソフィの浸透が必要なのである。 

第二に、意識改革優先によるシステム導入の手順である。JAL の事例では、まず、経営

理念とフィロソフィによる組織コンテクストに関連する意識改革を先行し、組織、人事管

理システム、管理会計システムなどの外形的なシステムは、その後に導入されていること

に意義があったといえる。 

JAL では、大規模な組織改正や人事異動を行う前に、経営理念やフィロソフィを浸透さ

せるためのリーダー教育が実施されている。3,000 名を超える管理職が参加したリーダー

教育では、第１回が役員を中心とした経営幹部 52 名を、第２回では部⾧クラス 55 名が対

象とされている。トップ・マネジメント層から始まり経営に近い順に幹部に対する教育が

実施され、その幹部たちの意識や行動の変容を、下位の管理職が感じることで、経営理念

や行動規範が組織に浸透していることを実感することとなった。さらに、下位の職位にそ

れらの浸透具合が伝播し、フィロソフィが組織の価値観として共有され、組織としての判

断の規準が定着したと考えられる。明文化された経営理念や行動規範としてのフィロソフ

ィは、リーダー教育やフィロソフィ教育、フィロソフィ勉強会によって繰り返し教育し、

浸透させることで、組織メンバー一人ひとりに内在化され、行動に具現化されて表出され

ると考えられる。このことにより、JAL は官僚的組織から全員参加の自律的組織へと変貌
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を遂げたといえる。その上で、組織、人事管理システム、管理会計システムなどの外形的

なシステムは、定着したフィロソフィが基盤となって、導入あるいは修正が施され、円滑

に運用されるのである。 

②「見える化」による採算意識の向上という効果は、管理会計システムとしての時間当

たり採算制度の採用によりもたらされた。 

時間当たり採算制度は、複雑な会計の仕組みを十分に理解せずとも、自分のアメーバの

採算を認識できるようになる家計簿にも似た管理会計システムである。時間当たり採算制

度という組織メンバーに共通の管理会計システムを採用したことで、JAL の経営がガラス

張りとなり、「見える化」されたことで、経営が組織メンバーの身近に感じられ、現場に変

化が生じたといえる。現場が、自律的に行動するには、会社や自部門の収支状況について

単に知っているだけでは足りず、現場が自律的に判断し行動を起こすための管理会計情報

である必要がある。時間当たり採算制度による管理会計情報は、組織メンバー誰もが採算

が理解できる採算表が利用され、PDCA サイクルが循環する。各アメーバの時間当たり採

算による付加価値の実績値は公開され、比較される。時間当たり採算による情報を現場が

共有すれば、すぐに採算意識が生まれるというわけではないが、競争を促し、目標達成に

向けた非金銭的インセンティブとしても機能している。時間当たり採算制度によるガラス

張りの経営が、組織メンバーの経営への参加意識を向上させることにつながったといえる。 

③リーダー育成という効果については、アメーバリーダーへ一定範囲の権限を委譲し、

各自のアメーバの経営を任せることによってもたらされた。アメーバリーダーは、アメー

バ経営を構成する組織、管理会計システム、経営哲学という MCS の有機的な結合により

育成が図られる（三矢(2003)p.146）。アメーバ組織は、アメーバリーダーの管理範囲（span 

of control）の能力に応じて、組織の規模や分け方を柔軟に対応させることができる。 

管理会計システムの時間当たり採算制度は、組織メンバーの誰もが理解しやすく、日々

の PDCA サイクルを循環させるための情報を提供する。そして経営哲学であるフィロソフ

ィは、アメーバリーダーに判断の拠りどころを提供する。またアメーバリーダーの上司は、

企業理念とフィロソフィの浸透を図り、コーチの役割を担い、アメーバリーダーの成⾧を

支援する (三矢（2003）p.220)。 

これらの３点の根底にあるのは、組織の価値観を醸成し、共有することの必要性である。

理念・フィロソフィは、組織の目指すべき方向や姿を示す価値観が明文化されたものであ

る。しかし、明文化されたからといって、組織の拠りどころとして機能するわけではない。
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繰り返し教育され、浸透させることが必要である。自治体においても、目指すべき方向や

姿を表明し、職員一人ひとりが内在化させていくプロセスが必要になる。職員一人ひとり

に理念・フィロソフィが内在化され、同じベクトルをもち、行動として具現化され、表出

できれば、理念・フィロソフィが判断の拠りどころとなり、自律的に行動できるようにな

る。このリーダーの自律的行動を支援するのが、管理会計システムにより提供される会計

情報である。時間当たり採算制度と採算表が提供する会計情報は、リーダーのみならず、

他のメンバーにも理解が容易であり、現場で次に採るべき行動が明らかになる。自治体で

は、利益責任がない上に、現金主義会計が採用されており、一般に、資産に関するコスト

認識も希薄である。その中で、時間当たり採算制度と採算表が提供する会計情報は、職員

一人ひとりに当事者意識、コスト意識、採算意識などが醸成され、規則・手続を遵守した

上で、必要とされるサービスの提供を自律的に考えることができる。リーダーは、そのよ

うな職員を活用し、組織目標達成に向けて、現場を動かすことができるように、内部で育

成される。これらのことは、アメーバ経営の自治体への適用可能性を示唆しているといえ

るのである。 

ここまで、管理会計システムを機能させるためには、組織の価値観を醸成し、共有する

ことの必要性を指摘した。その上で、フィロソフィと管理会計システムを両輪とするアメ

ーバ経営の自治体への適用可能性について、JAL の事例を参考に検討してきた。JAL の事

例から、アメーバ経営の導入効果として、①官僚的組織から全員参加への自律的組織への

変貌、②「見える化」による採算意識の向上、③リーダー育成、の３点をあげることがで

きる。次章では、第 3 章で検討した自治体の４つの MCS を踏まえ、自治体とアメーバ経

営および第 2 章で検討した行政評価、BSC、ABC/ABM の適合性について検証する。 

ただし、留意すべき点として、トップ・マネジメント層から順に下層部までフィロソフ

ィ教育を通じた意識改革を行った上で、組織、人事管理システム、管理会計システムなど

の外形的なシステムを導入・変更するべきである点があげられる。 
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第５章 自治体における管理会計システムの適合性の検証 

 

本章では、自治体に対するアメーバ経営を含む管理会計システムの適用可能性について、

A 町の協力を得て、一対比較による質問票調査と半構造化インタビューによる聞取り調査

を実施した。 

A 町は 14,000 人程度の人口を擁する自治体である。本調査に先立ち、A 町⾧に対し調査

目的の事前説明を行い、了承を受けた上で実施している。 

 

５.１ AHP による適合性評価 

５.１.１ AHP の概要 

A 町における一対比較による質問票調査を基に、AHP (Analytic Hierarchy Process；階

層的意思決定法)を利用し、自治体における管理会計システムの適合性を評価した。 

AHP は、1971 年に Thomas L. Saaty により提唱された考え方で、人間の主観的判断と

システムアプローチをミックスした問題解決型意思決定手法の１つであり、不確定な状況

や多様な評価基準を有するものである（木下・大屋（2007a）p.12）。 

AHP は欧米を中心に広く適用されており、その適用分野は、経済問題、経営問題、エネ

ルギー問題、政策決定、都市計画など多岐にわたっている（木下（2000）p.33）。日本では、

1999 年の国会等移転審議会での移転候補地選定の検討、自治体では、川西市、瀬戸市、横

須賀市、三重県、宮城県などで、例えば、公共事業の箇所づけの評価や廃棄物の最終処分

場選定の検討などのために AHP の試行導入が行われている（佐藤（2009）pp.108-120）。 

AHP にはいくつかのモデルがあるが、本稿で利用するのは、問題解決型 AHP である。

これは、定性的な要素を含む従来の手法では対処困難な意思決定に適用できるものである

(木下・大屋（2007）p.18）。 

AHP の特徴として以下の４点があげられる（木下・大屋（2007a）p.18）。 

⑴ 人間のもっている主観や勘が反映できるようにモデルがつくられている。 

⑵ 多くの目的を同時に考慮できる。 

⑶ あいまいな状況を明確に説明する。 

⑷ 意思決定者が容易（簡易）に使える。 

典型的な AHP には、いくつかの評価基準（criteria）があり、各評価基準に基づいて対

象となる複数の代替案（alternative）を評価するとともに、評価基準そのものの重要度を評
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価し、そのウェイトの下で代替案の総合評価をするものである（木下（2000b）p.12）。 

AHP は、次の 3 つの段階で進められる（表５−1 参照）（木下・大屋（2007a）pp.18-20）。 

⑴「最終目標−評価基準−代替案」という問題の階層化 

⑵要素の一対比較と重みづけ 

⑶優先度の計算 

 

表５-１ AHP における３つの段階 

 

段階 内容 

⑴「最終目標−評価基準−代替

案」という問題の階層化 

目的を複数の基準に分割し、個々の基準のウェイトで

総合する。 

⑵要素の一対比較と重みづけ 各レベルの要素間の重みづけを行うために、ある１つ

のレベルにおける要素間の各ペアについて、その上の

レベルにある関係要素を評価基準にして、相対評価す

る。 

⑶優先度の計算 ⑵で求めた各要素の重みを、階層構造に従い掛け合わ

せ集計したものを各代替案の優先度とする。 

（出所）木下・大屋（2007a）pp.18-20 に基づいて筆者作成 

 

第 1 段階は、問題の階層化である。問題の要素を、最終目標→評価基準→代替案の関係

でとらえて、意思決定者により評価基準の従属関係から階層化することである。 

第 2 段階は、問題の要素の一対比較と重みづけである。n を比較要素の数とすると、こ

の段階では、意思決定者は n（n−1）/2 組の一対比較により各レベルの要素間の重みづけ

を行う。一対比較には、表５−２に例示するような値が用いられるが、それには以下のよ

うな特徴がある（木下・大屋（2007a）p.21）。 

⑴  言葉による主観的評価を通じて定量的評価が行うことができ、評価者の負担を軽く

することができる。 

⑵ 具体的な対象同士の比較による評価を通して定量的な評価を可能にするので、評価

の判断が容易である。 

⑶ ひとつひとつの評価にずれがあっても、多数の一対比較結果を基に、そのずれを調整
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できる。 

⑷ 一対比較が首尾一貫しているかどうかを、整合度（Consistency Index；以下「C. I.」

という。）で判断でき、再評価が必要かどうかを判断できる。 

⑸ 個々の評価の結果を一対比較という形で表現することができる。そして、その判断の

根拠について説明したり、記述したりすることにより、評価に関する情報を開示する

ことができ、判断に対する理解が得られやすくなる。 

 

表５-２ 一対比較において設定した評価水準 

 

 

※ ２,４,６,８はそれぞれの中間のときに用いる。 

            （出所）筆者作成 

 

高萩・中島（2005）によれば、言葉による一対比較は、AHP 最大の特徴である（p.8）。

上記⑷で示したように、多数（n（n−1）/2 組）の一対比較の首尾一貫性が、C.I.として計

算される。Saaty は、C.I. 値が 0.1、場合によっては 0.15 以下であれば、合格することを

経験則から提案している（木下・大屋（2007a）p.25）。本稿では、質問票調査協力者の労

力と煩雑さを考慮して、C.I.値については、Saaty に基づいて、C.I≦1.5 であれば許容範囲

内とする。 

第 3 段階は、優先度の計算である。第 2 段階で求めた各レベルの各要素の重みを階層に

従い掛け合わせて集計したものを各代替案の優先度とする。 

図 5−1 は、AHP の実行手順を示したものである。なお、AHP の数学的背景について

は、本章末に補遺３として取り上げる。 
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図５-１ AHP の実行手順 

（出所）木下・大屋（2007a）p.21 を一部修正 
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５.１.２ 問題の階層化 

AHP を利用して管理会計システムの自治体への適合性を確認するにあたり、本節では、

自治体への管理会計システムの適合可能性を最終目標とし、次のように考える。 

まず、評価基準として、第 3 章で検討したコントロール・パッケージとしての MCS の

構成要素である「組織」、「人事管理システム」、「組織文化」を使用する。さらに、評価基

準のうち組織については、「組織構造」、「規則・手続」、「リーダーシップ」という下位の階

層を設け、２段階の階層として扱うこととした。 

次に、代替案として、前章で検討したアメーバ経営に加え、第 2 章で検討した「行政評

価」、「BSC」、「ABC／ABM」の４つの管理会計システムを設定する。 

これにより、レベル１である階層最上部を自治体への管理会計システムの適合可能性と

し、レベル２からレベル３は評価基準を、レベル４を最下層として代替案を位置づける。

以上を踏まえて、階層構造は図５−２のとおりとなる。 
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図５-２ 階層構造 

（出所）筆者作成 
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５.１.３ 要素の一対比較 

要素の一対比較を行うにあたり、A 町において一対比較による質問票調査を実施した。 

一対比較による質問票調査は、財政業務および企画関連業務、人事関連業務に携わった

ことのある職員 20 名を対象に実施した。調査対象とした職員 20 名すべてに対して、質問

票配布時に、調査目的に加え、質問項目の内容および代替案として示している各管理会計

システムについての説明を個別に実施した。これは、管理会計システムについて、あまり

専門的な知識を有していない職員もいるため、用語の意味を明示し、質問内容に関する勘

違いなどを排除するためである。また、質問票にも、用語説明を添付している。調査対象

とした職員 20 名すべてから回答を得、そのうち有効回答数は 19 件で、有効回答率は 95％

であった。調査に使用した質問票については、本稿末に資料として示している。 

評価基準のついては、２階層の評価基準のうち、「組織」、「人事管理システム」、「組織文

化」の重要度を一対比較で聞き、さらに「組織構造」、「規則・手続」、「リーダーシップ」

という下位の階層の重要度を一対比較で聞いた。また、代替案である「行政評価」、「BSC」、

「ABC／ABM」についての適合性についての一対比較を実施した。 

以下、質問票調査で得られた一対比較データから、表５-２に示す一対比較において設定

した評価水準に基づき、19 件の有効回答に示された個々の回答を、評価水準ごとに集計し、

単純平均して、各評価水準を求め、階層別に各評価基準および代替案間の一対比較行列を

介して重みづけを行っている。 
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図 5-2 に示すレベル２の各評価基準（「組織」、「人事管理システム」、「組織文化」）の一

対比較を行った結果は、表５−３のとおりである。この行列の固有ベクトル（表中「幾何

平均/計。以下同じ。」）は、（0.584, 0.232, 0.184）となり、３つの評価基準のなかで、組織

が最も重要で、以下、人事管理システム、組織文化の順位となった。この行列の C.I.値は、

0.109 であり、整合的であることを示している。 

 

表５-３ レベル２（評価基準） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価基準 組織
人事管理

システム
組織文化 ヨコ掛け算

幾何平均

(3乗根)
幾何平均/計

組織 1 4 2 8.000 2.000 0.584

人事管理システム 1/4 1 2 0.500 0.794 0.232

組織文化 1/2 1/2 1 0.250 0.630 0.184

合計 3.424

評価基準 組織
人事管理

システム
組織文化 ヨコの計

ヨコの計/

ウエイト
整合度（C.I.)

組織 0.006 0.009 0.004 0.019 3.217 0.109

人事管理システム 0.001 0.002 0.004 0.007 3.217

組織文化 0.003 0.001 0.002 0.006 3.217

平均 3.217
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次に組織に関するレベル３の各評価基準（「構造」、「規則・手続」、「リーダーシップ」）

の一対比較を行った。その結果、組織に関する行列の固有ベクトルは、（0.584, 0.184,0.232）

であり、組織においては、構造が重要であることが示された（表５−４）。この行列の C.I.

値は、0.027 であり、整合的であること示している。 

 

表５-４ レベル３（組織） 

 

  
 

またレベル１からみた組織に関する重みづけは次のとおりである。 

 
以上の結果から、5 つの評価基準（組織構造、規則・手続、リーダーシップ、人事管理

システム、組織文化）のベクトルは、（0.341, 0.108, 0.135, 0.232, 0.183）となった。 

これら 5 つの評価基準に関する各代替案（「行政評価」、「アメーバ経営」、「BSC」、「ABC

／ABM」）の評価は次のとおりである。 

 

 

 

組織 組織
人事管理

システム
組織文化 ヨコ掛け算

幾何平均

(3乗根)
幾何平均/計

構造 1 4 2 8.000 2.000 0.584
規則・手続 1/4 1 1 0.250 0.630 0.184
リーダーシップ 1/2 1 1 0.500 0.794 0.232

合計 3.424

組織 組織
人事管理

システム
組織文化 ヨコの計

ヨコの計/

ウエイト
整合度（C.I.)

構造 0.006 0.007 0.005 0.018 3.054 0.027

規則・手続 0.001 0.002 0.002 0.006 3.054
リーダーシップ 0.003 0.002 0.002 0.007 3.054

平均 3.054

0.584× 

  0.584 

＝ 

構造 0.341 

  0.184 

    0.232 

規則・手続 0.108 

リーダーシップ 0.135 
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組織構造に関しては、行列の固有ベクトルは、（0.334, 0.311, 0.214, 0.41）であり、アメ

ーバ経営が有効であることが示された（表５−５）。この行列の C.I.値は、0.105 であり、

整合的であること示している。 

 

表５-５ レベル４（組織構造） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織構造 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコ掛け算
幾何平均

(4乗根)
幾何平均/計

行政評価 1 2 1 2 4.000 1.414 0.334
アメーバ経営 1/2 1 3 2 3.000 1.316 0.311
BSC 1 1/3 1 2 0.667 0.904 0.214
ABC/ABM 1/2 1/2 0.5 1 0.125 0.595 0.141

合計 4.228

組織構造 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコの計
ヨコの計/

ウエイト
整合度（C.I.)

行政評価 0.003 0.006 0.002 0.003 0.015 4.341 0.105

アメーバ経営 0.002 0.003 0.006 0.003 0.014 4.501

BSC 0.003 0.001 0.002 0.003 0.009 4.367
ABC/ABM 0.002 0.002 0.001 0.001 0.006 4.056

平均 4.316



107 

 

規則・手続に関する行列の固有ベクトルは、（0.386, 0.302 0.175, 0.131）であり、行政評

価が有効であることが示された（表５−６）。この行列の C.I.値は、0.068 であり、整合的

である。 

 

表５-６ レベル４（規則・手続） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則・手続 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコ掛け算
幾何平均

(4乗根)
幾何平均/計

行政評価 1 2 2 2 8.000 1.682 0.386
アメーバ経営 1/2 1 3 2 3.000 1.316 0.302
BSC 1/2 1/3 1 2 0.333 0.760 0.175
ABC/ABM 1/2 1/2 1/2 1 0.125 0.595 0.137

合計 4.352

規則・手続 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコの計
ヨコの計/

ウエイト
整合度（C.I.)

行政評価 0.004 0.006 0.004 0.003 0.016 4.142 0.068

アメーバ経営 0.002 0.003 0.005 0.003 0.013 4.256
BSC 0.002 0.001 0.002 0.003 0.007 4.260
ABC/ABM 0.002 0.001 0.001 0.001 0.006 4.158

平均 4.204
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リーダーシップに関する行列の固有ベクトルは、（0.118, 0.502 0.270, 0.110）であり、ア

メーバ経営が有効であることが示された（表５−７）。この行列の C.I.値は、0.041 であり、

整合的であること示している。 

 

表５-７ レベル４（リーダーシップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダーシップ 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコ掛け算
幾何平均

(4乗根)
幾何平均/計

行政評価 1 1/3 1/3 1 0.111 0.577 0.118
アメーバ経営 3 1 3 4 36.000 2.449 0.502
BSC 3 1/3 1 3 3.000 1.316 0.270
ABC/ABM 1 1/4 1/3 1 0.083 0.537 0.110

合計 4.880

リーダーシップ 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコの計
ヨコの計/

ウエイト
整合度（C.I.)

行政評価 0.001 0.002 0.001 0.001 0.005 4.105 0.041

アメーバ経営 0.004 0.005 0.008 0.004 0.021 4.196
BSC 0.004 0.002 0.003 0.003 0.011 4.161
ABC/ABM 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 4.031

平均 4.123
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人事管理システムに関する行列の固有ベクトルは、（0.518, 0.178, 0.191, 0.114）であり、

行政評価が有効であることが示された（表５−８）。この行列の C.I.値は、0.035 であり、

整合的であること示している。 

 

表５-８ レベル４（人事管理システム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事管理システム 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコ掛け算
幾何平均

(4乗根)
幾何平均/計

行政評価 1 4 3 3 36.000 2.449 0.518
アメーバ経営 1/4 1 1 2 0.500 0.841 0.178
BSC 1/3 1 1 2 0.667 0.904 0.191
ABC/ABM 1/3 0.5 1/2 1 0.083 0.537 0.114

合計 4.731

人事管理システム 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコの計
ヨコの計/

ウエイト
整合度（C.I.)

行政評価 0.005 0.007 0.006 0.004 0.021 4.126 0.035

アメーバ経営 0.001 0.002 0.002 0.002 0.007 4.095

BSC 0.002 0.002 0.002 0.002 0.008 4.037
ABC/ABM 0.002 0.001 0.001 0.001 0.005 4.157

平均 4.104
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組織文化に関する行列の固有ベクトルは、（0.280, 0.368, 0.212, 0.140）であり、アメー

バ経営が適合的であることが示された（表５−９）。この行列の C.I.値は、0.051 であり、

整合的であること示している。 

 

表５-９ レベル４（組織文化）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織文化 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコ掛け算
幾何平均

(4乗根)
幾何平均/計

行政評価 1 1 1 2 2.000 1.189 0.280
アメーバ経営 1 1 3 2 6.000 1.565 0.368
BSC 1 1/3 1 2 0.667 0.904 0.212
ABC/ABM 1/2 1/2 1/2 1 0.125 0.595 0.140

合計 4.252

組織文化 行政評価 アメーバ経営 BSC ABC/ABM ヨコの計
ヨコの計/

ウエイト
整合度（C.I.)

行政評価 0.003 0.004 0.002 0.003 0.011 4.076 0.051

アメーバ経営 0.003 0.004 0.006 0.003 0.016 4.252

BSC 0.003 0.001 0.002 0.003 0.009 4.209
ABC/ABM 0.001 0.002 0.001 0.001 0.006 4.076

平均 4.153
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５.１.４ 優先度の計算 

５つの行列の固有ベクトルは、表５−1０に示すとおりとなった。これらが、各評価基準

に関する各代替案の評価ベクトルであり、表５−1０に示す加重平均欄が、この結果から最

終目標（管理会計システムの適合可能性）に対する各代替案の総合評価を示したものであ

る。これにより、各代替案間の優先度は、（0.332, 0.366, 0.170, 0.082）となり、適合度は、

アメーバ経営（0.366）>行政評価（0.332）＞BSC（0.170）>ABC／ABM（0.082）の順序

となる結果が得られ、自治体へのアメーバ経営の適合可能性の高さが示されているといえ

る。 

 

表５-１０ レベル 4（評価基準に対する各代替案の評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織構造 規則・手続 リーダーシップ 人事管理システム 組織文化

行政評価 0.334 0.386 0.118 0.518 0.280
アメーバ経営 0.311 0.302 0.502 0.178 0.368
BSC 0.214 0.175 0.270 0.191 0.212
ABC/ABM 0.141 0.137 0.110 0.114 0.140

組織構造 規則・手続 リーダーシップ 人事管理システム 組織文化 加重平均

行政評価 0.065 0.087 0.008 0.120 0.051 0.332
アメーバ経営 0.057 0.053 0.147 0.041 0.068 0.366
BSC 0.027 0.018 0.042 0.044 0.039 0.170
ABC/ABM 0.012 0.011 0.007 0.026 0.026 0.082
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５.２ 聞取り調査とその考察 

５.２.１ 聞取り調査の概要 

A 町では、組織行動を変容させ、組織の改革改善を実践している事例を検証するため、

職員に対する半構造化インタビューによる聞取り調査も実施した。 

聞き取り調査の実施に際しては、①価値観の共有、②行動規範の必要性の２点について

示し、これら項目を軸に関連する内容の聞き取り調査を行っている。なお、聞取り調査は、

A 町⾧のおよび対象者の了承を得た上で、録音を行っている。 

半構造化インタビューの対象者として、組織改革の具体的に取り組んできた職員 2 名を

選定した。B 氏は、財政業務および企画関連業務に携わった経験のある管理職であり、こ

れまでにも組織改革改善に率先して取組んできた職員である。C 氏は、福祉関係の業務に

携わり、複数の部下を率いる専門職で、A 町での取組みが、厚生労働省において事業化・

制度化された職員である。各氏への聞き取り調査とその考察については、次のとおりであ

る。 

 

⑴ 聞取り調査とその考察－B 氏－ 

 B 氏は、共通の価値観を持つことについて、組織で共有できる目標がしっかりあって、

個々の共感できる取組みがあることが最優先されるべきという。組織としての取組みを実

践する際には、何らかのシステムを使う必要があるが、組織としての価値観を共有し、そ

の果たすべき役割を個々の職員に浸透させれば、当事者意識が芽生え、システムは動かせ

るというのである。 

住民が基本にあることを前提として、さまざまな事業が実施されるとすれば、職員が共

有し、共感できる取組みを行う上で、職員相互が個々の役割を認識しながら、その役割を

果たすことのできる組織を構築する必要性を指摘している。個々の職員が、組織として、

進むべき方向性を確認できるようにするために、共有・共感できる理念を明文化すること、

そして、その明文化された理念を職員に対して浸透するように伝えていくことが重要であ

るという。それを実践するためには、管理職自身が、組織として進むべきベクトルを共有

するために、管理職相互に確認する必要があり、リーダーシップの必要性を指摘している。

組織目標にベクトル合わせることで、管理職間の協力関係が構築でき、コミュニケーショ

ンを促進できるようになると、B 氏は期待を寄せていた。さらに、B 氏は、リーダーシッ

プを持ち、組織において、自ら率先垂範する管理職の育成が必要であると述べている。B
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氏は、これまで福岡市で行われていた DNA 活動36など、多くの自治体で取り組まれていた

業務改善運動（表１−６参照）について一定の評価をしながらも、職員に浸透した組織の

改革改善につながっているとはいえないとし、ボトムアップ型の業務改善運動の限界を指

摘していた。 

また、B 氏は、自治体のもつ拡散的な目標が、職員の注意を分散させ、職員としての役

割を認識できない要因となっているとも述べている。その結果として、目の前の仕事をこ

なすことだけに注力し、モチベーションも低下していると指摘していた。つまり、組織目

標に対するコミットメントが失われ、組織内に傍観者や評論家が多く生まれる状況を誘発

してしまうというのである。このような状況は、経営破綻以前の JAL で見られたのと同様

に、当事者意識の欠如を助⾧する結果を招くといえる。 

 

⑵ 聞取り調査とその考察－C 氏－ 

C 氏による取組みは、厚生労働省に先進的な取組みとして評価され、国の事業として事

業として制度化されるに至っている。 

かつて C 氏は、全国一律の制度による一定の枠の中で仕事を進めていたという。C 氏は、

ある自治体担当者の講演会を聴講し、本来、取り組むべき事業は、住民の視点で考えなけ

ればならないことに気づいたと述懐している。以前の C 氏の行動規範には、JAL の事例で

も見られたように、価値観の偏りが認められる。具体的には、制度の枠内のサービスを提

供すべきだという呪縛が、地域住民の視点を欠く行動を選択させていたといえる。つまり、

サービスの範囲を制度の枠内にとどめるというマニュアル至上主義的な考え方・「プロダ

クトアウト型」発想が、福祉や介護における現場のように、迅速な意思決定が求められる

部門においても、「お役所仕事」という行動様式をもたらしていたのである。 

その後、C 氏は、住民視点の重視し、事業に取り組んだ。A 町における C 氏による取組

みは、当初は、組織内の協力を受けられるような状況ではなかったという。特に、人事異

動による上司の交代次第では、事業が後退するまではいかずとも、停滞することは多かっ

たという。現場の状況は、時間の流れとともに変動していく。過去の体験に囚われ、現場

を理解しない上司、現場の行動を「統制」する意識が強く、自らが現場に赴かない上司、

 
36 福岡市におけるボトムアップ型の「D＝できる、から始めよう」「N＝納得できる仕事

をしよう」「A＝遊び心をわすれずに」を運動のスローガンとした業務改善運動である。 
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つまり、組織コンテクストを理解していない上司の人事配置が事業推進の大きな障害とな

ったことを物語っている。さらに、上司と現場の距離感が実感されることで、コミュニケ

ーション機能は阻害され、現場のモチベーションは低下するという状態が生みだされてい

たといえる。 

インタビューの中で、C 氏は、組織としてのビジョンを共有する必要性を強調している。

そのために、C 氏は、次の２つの点を実践しているという。 

一つは、職員や他の関係者に対し、常にビジョンを語り続けていることである。スタッ

フなどとの会議や検討会において、ビジョンを語り続けることで、ビジョンに対する意識

を持ち続けられるようになるという。これは、JAL で見られたフィロソフィ教育と共通し

ている。JAL 再生の過程でも、価値観を共有するために、フィロソフィの明文化とともに、

それを浸透させるためのフィロソフィ教育が大きな役割を果たしていた。共通の価値観を、

組織メンバーに内在化するように、語り続けることで、組織として向かうべき方向性を確

認し、さらに足元の状況と照らし合わせることで、修正行動をとることができると期待さ

れる。 

もう一つは、組織内のコミュニケーションを活性化することである。現場の状況や課題

を共有するためには、自らが現場を知ることが必要であるとともに、その背景や今後の方

向性や将来像を共有するためには、コミュニケーションの促進が欠かせないというのであ

る。経営破綻以前の JAL でもみられたように、コミュニケーション不足は、管理職と現場

の間に距離感をもたらし、信頼関係を損なう要因となる。B 氏は、自ら行動することで、

現場との距離を解消しているのである。 

 

５.２.２ 聞取り調査からのインプリケーション 

 聞取り調査からは、組織としての価値観を共有することの重要性が分かる。そして、組

織としての価値観を共有するためには、個々の職員に内在化させるために、繰り返し、組

織としての価値観を語り続けること、教育することの重要性が示唆されている。 

また、管理職が、リーダーシップを持ち、率先垂範する必要性も示唆されている。管理

職自身が、組織目標に積極的にコミットすることで、現場との距離感を縮め、信頼関係を

醸成することが、組織内のコミュニケーションを活性化し、現場の状況や課題を共有する

ことにつながる。その上で、足元の状況と照らし合わせ、適切な修正行動をとることを促

す。これにより、個々の職員が、当事者意識を持ち、果たすべき役割を認識することで、
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当事者意識が芽生えることで、すなわち、Simons の「双方型コントロール・システム」と

しての役割が期待できるといえる。 

３.２.２で述べたように、自治体で導入されているさまざまな管理会計システムが、導入

時やその後の運用時に、Simons（1965）の「信条システム」と「境界システム」の機能の

低さが影響している可能性を指摘した。Simons（1995）は、信条システムに基づき組織の

向かうべきベクトルを示すことによって組織メンバーを動機づけ、境界システムによって

組織として許容可能な領域を示していた。アメーバ経営においては、フィロソフィが、

Simons（1995）が示す信条システムおよび境界システムに相当する役割を果たすものとな

り、アメーバリーダーが、難しい経営判断を行う際の判断の拠りどころとなり、行うべき

ことと行うべきでないこと示すものとなっていた。 

また、第４章の冒頭において述べたとおり、地方公務員という人材を活かすためには、

多くの組織メンバーに自律的なリーダーとなる機会が与えられ、早期の人材育成が効果的

になされるアメーバ経営の持つ機能が必要とされる。 

以上のことから、B 氏が指摘するように、組織としての価値観を共有し、その果たすべ

き役割を個々の職員に浸透させれば、当事者意識が芽生え、管理会計システムを動かせる

可能性は高いといえる。アメーバ経営は、フィロソフィと時間当たり採算性が両輪として、

それぞれ事前的コントロールである信条システムおよび境界システム、事後的コントロー

ルである診断型コントロール・システムと双方向型コントロール・システムに対応するも

のである。つまり、アメーバ経営が自治体に適合的である可能性が高いといえるのである。 

 

５.３ 本章のまとめ 

A 町で実施した質問票調査および聞取り調査からは、次のような結果が示された。 

AHP による検証結果では、最終目標（管理会計システムの適合可能性）に対する代替案

として示した４つの管理会計システム（「行政評価」、「アメーバ経営」、「BSC」、「ABC／

ABM」）間の優先度は、アメーバ経営が最も高い結果を示し、自治体へのアメーバ経営の

適合可能性の高さを示す結果となった。 

聞取り調査の結果からは、個々の職員が組織としての価値観を共有することの重要性と、

管理職がリーダーシップを持ち率先垂範する必要性が示唆された。この２つのことは、自

治体としての「正しい価値観」がフィロソフィとして、組織に浸透し、かつ、組織の行動

規範と根付くことの必要性を示唆しているといえる。また、自治体における脆弱な人材育
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成の仕組みを補完する必要性を示唆していた。つまり、聞取り調査結果は、４.４節で示し

たアメーバ経営の自治体への導入効果として期待される３点のうち、①官僚的組織から全

員参加への自律的組織への変貌、③リーダー育成、に関連する示唆が得られるものとなっ

た。 

以上のことから、フィロソフィと管理会計システムとしての時間当たり採算制度を両輪

とするアメーバ経営が、自治体に適合的である可能性を示したものであるといえる。 
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補遺３ AHP の数学的背景 

階層のあるレベルの n 個の評価要素 E1,…, En が存在すると仮定する。また n 個の評価要

素の上位レベルの要素に対する重みを、（5.1）とする。 

𝐖 =

𝑤
𝑤
⋮

𝑤

             （5.1） 

 

このとき、評価要素 Ei,…, Ej に関する重要度の一対比較値、すなわち評価要素 Ej の重要

度 aij は、（5.2）のようになる（ただし、𝑎 = 1, 𝑎 = 1／𝑎  とする）。 

𝑎 = 𝑤 ／𝑤                （5.2） 

 

したがって、一対比較行列A = 𝑎  は、（5.3）のようになる。 

𝐴 =

1 𝑤 /𝑤 𝑤 /𝑤 ⋯ 𝑤 /𝑤
𝑤 /𝑤 1 𝑤 /𝑤 ⋯ 𝑤 /𝑤

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑤 /𝑤 𝑤 /𝑤 𝑤 /𝑤 ⋯ 1

    （5.3） 

なお n 個の評価要素がある場合は、n（n-1）／2 組の一対比較を行うことにより、行列

A を作成することができる。 

（5.3）式の右側から、重み列ベクトルである（5.1）を乗じると、（5.4）になる。 

𝐴・𝑊 =

1 𝑤 /𝑤 𝑤 /𝑤 ⋯ 𝑤 /𝑤
𝑤 /𝑤 1 𝑤 /𝑤 ⋯ 𝑤 /𝑤

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑤 /𝑤 𝑤 /𝑤 𝑤 /𝑤 ⋯ 1

𝑤
𝑤
⋮

𝑤

 （5.4） 

= 𝑛・𝑊    

 

（5.4）式を変形すると、次のようになる。 

A－𝑛・𝐼 𝑊 = 0 （I は単位行列）   （5.5） 

 

このとき、𝑊 ≠ 0 が成立するためには、n は行列 A の固有λにならなければならない。 

このとき、W は行列 A の固有ベクトルとなる。なお、I は対角要素が１でその他の要素が

０のｎ行ｎ列の単位行列である。 

このとき、A の階数（ランク）は１で、A の固有値(𝑖 = 1, 2, ⋯ , 𝑛)のうち１つだけが非零
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で、他はすべて零である。 

また一般に、 

𝜆 ＝ A の対角要素の和 ＝𝑛 

 

であるから、唯一零でないλi をλmax とすると、（5.7）のようになる。 

λi＝０, λmax＝n （λ≠λmax） （5.7） 

 

以上から、評価要素 E１,…,Eｎに対する重みベクトル W は A の最大固定値λmax に対

する正規化した（∑ 𝑤 ＝１）固有値ベクトルとなる。 

実際に複雑な状況下の問題を解決するときは W が未知であり W´を求めなければなら

ないので、W´は意思決定者の答えから得られた一対比較行列より計算する。このような問

題は、（5.8）のように表すことができる。 

𝐴 𝑊 ＝𝜆 max𝑊 （λ’max は A’の最大固有値）  （5.8） 

 

したがって、W´は A’の最大固有値λ’max に対する正規化した固有ベクトルとなる。こ

れにより未知の W´を求めることができる。 
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資料１ 質問調査票用紙 

 

企画関連業務 年

財政関連業務 年

人事関連業務 年

⑴

非

常

に

重

要

重

要

や

や

重

要

や

や

重

要

重

要

非

常

に

重

要

（記入例）①組織のあり方

※ ①が②に比べて、「左側

が非常に重要」とした回答例

3 2 1 0 1 2 3
②人事配置

 昇進や報奨

①組織のあり方 3 2 1 0 1 2 3
②人事配置

 昇進や報奨

①組織のあり方 3 2 1 0 1 2 3
③組織の哲学や理念

 職員としての行動規範

②人事配置

 昇進や報奨
3 2 1 0 1 2 3

③組織の哲学や理念

 職員としての行動規範

以下、⑴を行う上で、重要な事項は何ですか。

⑵ 「組織のあり方」の観点からみたときの重要性

非

常

に

重

要

重

要

や

や

重

要

や

や

重

要

重

要

非

常

に

重

要

組織構造 3 2 1 0 1 2 3 規則・手続

組織構造 3 2 1 0 1 2 3 リーダーシップ

規則・手続 3 2 1 0 1 2 3 リーダーシップ

従事年数

自治体の職員を動機づけ、その職員の選択する行動が究極的に自治体としての目標の達成に

合致するようにまとめていくには、どの項目が重要だと考えますか。

項目

左側が 右側が

項目

左

右

と

も

同

じ

程

度

重

要

項目

左側が 右側が

項目

左

右

と

も

同

じ

程

度

重

要
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⑶ 「組織構造」との適合性の観点からみたときの重要性

非

常

に

重

要

重

要

や

や

重

要

や

や

重

要

重

要

非

常

に

重

要

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

BSC

（戦略重視の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

⑷ 「規則・手続」との適合性の観点からみたときの重要性

非

常

に

重

要

重

要

や

や

重

要

や

や

重

要

重

要

非

常

に

重

要

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

BSC

（戦略重視の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

左側が

項目

左側が 右側が

項目

左

右

と

も

同

じ

程

度

重

要

右側が

項目 項目

左

右

と

も

同

じ

程

度

重

要
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⑸ 「リーダーシップ」との適合性の観点からみたときの重要性

非

常

に

重

要

重

要

や

や

重

要

や

や

重

要

重

要

非

常

に

重

要

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

BSC

（戦略重視の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

⑹ 「人事管理・昇進や報奨」との適合性の観点からみたときの重要性

非

常

に

重

要

重

要

や

や

重

要

や

や

重

要

重

要

非

常

に

重

要

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

BSC

（戦略重視の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

項目

左側が 右側が

項目

左

右

と

も

同

じ

程

度

重

要

項目

左側が 右側が

項目

左

右

と

も

同

じ

程

度

重

要
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⑺ 「組織の哲学や理念・職員としての行動規範」との適合性の観点からみたときの重要性

非

常

に

重

要

重

要

や

や

重

要

や

や

重

要

重

要

非

常

に

重

要

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

行政評価

（成果を重視する手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

BSC

（戦略重視の運営手法）

アメーバ経営

（全員参加型の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

BSC

（戦略重視の運営手法）
3 2 1 0 1 2 3

ABM

（コスト重視の運営手法）

項目

左側が 右側が

項目

左

右

と

も

同

じ

程

度

重

要
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組織の哲学や理念・職員としての行動規範

組織構造

組織における分業と調整の体系であり、分業と組織内のコミュニケーションの仕組みを決める。

規則・手続

リーダーシップ

アメーバ経営

BSC（バランスト・スコアカード<Blanced Scorecard>）

ABM（活動基準管理<Activity Based Management>）

アメーバ経営は、時間当たり採算制度と経営哲学（フィロソフィ）の両輪がけん引する全員参加型経営

システムである。アメーバ経営では、「組織」、「管理会計」、「経営哲学」が有機的に結合し、企業

家的リーダーシップをもった「人材育成」が効果的になされ、目に見えない企業文化や働く人々の人生

観、価値観までに影響を与える。アメーバ経営の給与体系は、欧米流の成果主義とは違い、年功序列に

近い。

BSCは、戦略を重視したマネジメント・システムである。財務情報に加え、非財務指標を用いた多元

的評価が行なわれる。戦略マップやスコアカードが利用される。

戦略的コストマネジメントのシステムのひとつであり、ビジネスプロセスの革新に役立ち、抜本的な原

価低減に加えて、顧客満足の増大や開発期間の短縮を目的としている点で、競争優位をもたらすシステ

ムである。ABMの活動分析の中心的内容は、ABC※によるコスト情報により原価状態を把握し、ムダな

活動を排除、原価の削減、顧客価値の向上による利益獲得である。

※ ABC（活動基準原価計算<Activity Based Costing>）は、活動と資源の消費との関係性に着目し間

接費もしくは共通費を原価計算対象に精緻に配賦する手続きである。

組織の哲学や理念は、組織および組織メンバーに、共通の価値観を与えることで、考え方や

行動の拠りどころとなり、行動規範となる。組織の哲学や理念は、何を行なうべきか、何を

行なっていけないのかを理解させることで、組織メンバーが誤った判断を起こす確率は低く

することに役立つ。

繰り返して出現する問題に対して、職員各人に割り振られた役割を果たすことで、大量の複雑な仕事

を、効率的かつ信頼性高く遂行できるようにする仕組みである。組織構造を補完する役割を果たす。

非公式な対人的な影響力のことである。フォロワーという部下としての影響の受け手がいて、リーダー

という影響の送り手が存在する。リーダーたる人は、組織構造や規則と手続を使い、組織を率いて動か

していく。
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第６章 結語 

 

６.１ 結論 

 本稿では、自治体における管理会計システムの適用可能性を明らかにするため、自治体

における組織コンテクストを考慮し、MCS と採用される管理会計システムとの関係性を

検討した。 

人口減少や社会インフラの更新など、自治体を取り巻く環境は厳しさを増し、多くの行

政課題が顕在化している。地域の活性化や多様な住民ニーズに応えること、社会インフラ

の適切な整備など、住民生活に必要不可欠な基礎的行政サービスの維持・向上をいかに図

るかという課題に直面している。これらの課題解決のためには、自治体が、限られた資源

を有効に配分・活用し、地域社会により高い成果をもたらすことを求められている。この

ため、自治体では、NPM の考え方を取り入れ、民間企業における経営手法を導入する取組

みが行われてきた。NPM の中心的な概念の一つに「業績」があり、その測定のためには、

比較可能性を持つ会計情報の有用性が高く、行政評価、BSC、ABC などの革新的な管理会

計システムなどの導入が試みられた。しかし、導入後数年で、業績測定システムを廃止し

たり、他の手法に変更したりした自治体が少なからず存在する。こうした状況の背景には、

組織コンテクストを無視した管理会計システムの導入が、組織運営に負の側面を発現させ

た可能性がある。すなわち、２.３.５で示した組織上の問題を引き起こしたともいえる。組

織コンテクストと導入されるシステムの間には、密接な関係があり、管理会計システムの

導入に当たり、検討されるべき課題なのである。 

近年、MCS については、管理会計システムにとどまらず、組織構造や組織文化など多様

なシステムを含んだパッケージとしての働きが注目されている。すなわち、MCS は、多様

かつ複数のコントロール手段から構成されるコントロール・パッケージという特徴をもつ

という考え方が広がっている。管理会計システムが機能するためには、管理会計システム

以外の他のシステムとの関係を考慮することが必要となる。自治体において管理会計シス

テムを活用するためには、自治体における組織コンテクストを考慮し、他のシステムとの

関係性を明らかにすることが求められる。自治体におけるこの関係性を明らかにすること

が、自治体の運営に適合的な管理会計システムを明らかにすることになり、この結果、適

正かつ有効な資源配分と組織目標の達成を可能にすることが期待できる。自治体における

組織コンテクストの実態を理解した上で、採用すべきシステムを検討し、プロトタイプを



125 

 

示すことは、自治体の組織運営に一定のフレームワークを示すことになる。一定のフレー

ムワークに創意工夫を加えることで、管理会計システムの採用検討に要する時間とコスト

を減少させることに貢献できる。 

このために、本稿では、以下の検討を行った。 

第 1 章では、問題の背景と本研究の目的と意義を述べた。管理会計システムと現代的な

MCS の関係を整理した。 

第 2 章では、自治体に採用された管理会計システム導入の事例として、行政評価、BSC、

ABC、コストマネジメントに関する事例研究を概観した上で、その問題点を整理・考察し、

共通する問題を抽出した。 

自治体は、顕在化する課題を克服しようと、さまざまな管理会計システムの導入を試み

てきた。その代表的なものとして、行政評価があるが、導入に伴う問題点も提示された。

本稿では、行政評価に関する問題点として、①評価指標の設定、②情報のフィードバック、

③業務負荷の増大の 3 点に整理した。また、行政評価と並行して、革新的な管理会計技法

である BSC や ABC／ABM を導入する自治体も現れた。しかし、行政評価導入の問題点と

同様の問題点が指摘されていた。 

本稿では、これらに共通する問題として、管理会計システム上の問題と組織上の問題と

の 2 つに大別し、抽出した。管理会計システム上の問題は、アウトカム志向への傾倒によ

る指標設定やフィードバックに関連していた。アウトカム志向が強いため、設定されたア

ウトカム指標と目標達成に向けた職員一人ひとりの行動に乖離が生じていた。他方、組織

上の問題点は、管理会計システムの導入と運用についての目的や意義が組織に浸透してい

なかったことであった。これらのことは、単に管理会計システムを導入しただけでは、そ

の導入効果が限定的であることを示している。 

第３章において、自治体におけるコントロール・パッケージを構成する MCS として、

組織、人事管理システム、組織文化、管理会計システムを取り上げ、Simons（1995）によ

る Levers of control の分析フレームワークを用いて、自治体におけるコントロール・パッ

ケージを構成する MCS 間の相互作用について検討した。 

自治体の組織コンテクストを考慮し、業績管理システムの中核的機能を担ってきた管理

会計システムのほかに、役割と権限の体系としての組織、人事とインセンティブに関係す

る人事管理システム、組織コンテクストを醸成する組織文化について検討した。 

Simons（1995）による Levers of control の分析フレームワークを用いた自治体の MCS
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の検討に当たっては、自治体における組織コンテクストとコントロール・パッケージとし

ての MCS 間の相互作用に留意しつつ、自治体に求められる MCS について検討を行った。 

第４章では、コントロール・パッケージの MCS として、アメーバ経営に注目した。ア

メーバ経営は、フィロソフィと管理会計システムとしての時間当たり採算制度を両輪とす

るコントロール・パッケージとしての MCS である。フィロソフィは、時間当たり採算制

度を動かす原動力となっていた。官僚的組織とされ、経営破綻した JAL がアメーバ経営に

よって再生した事例を参考に、経営破綻当時の JAL と自治体との類似性を示した。その上

で、自治体へのアメーバ経営の適用可能性を検討した。 

第５章では、自治体に適用する管理会計システムについて、前章で検討したアメーバ経

営と第 2 章で検討した行政評価、BSC、ABC／ABM の自治体への適合性についての検証

を行った。検証に際して、A 町において、一対比較による質問票調査と半構造化インタビ

ューによる聞き取り調査を実施した。一対比較による質問票調査を基に、AHP を用いて検

証した結果、自治体におけるアメーバ経営の適合性が示された。他方、半構造化インタビ

ューによる聞取り調査では、組織としての価値観を共有することとリーダーシップを持ち

率先垂範する管理職の存在の重要性が示された。 

 本稿では、自治体における管理会計システムの適用可能性について、自治体における組

織コンテクストを考慮し検討した結果、自治体で導入される管理会計システムが機能不全

に陥る要因として、管理会計システムそのものの問題のみならず、組織上の問題があるこ

とが分かった。さらに、Simons（1995）の分析フレームワークと関連させて検討した結果、

自治体の MCS として、「信条システム」と「境界システム」の機能が低いこと、すなわち、

組織としての価値観が共有されていないこと、組織としての行動規範を持たないことが、

明らかとなった。アメーバ経営では、フィロソフィが大きな力を発揮する。フィロソフィ

は暗黙知としてではなく、組織の行動規範として明文化されている。つまり、組織として

の価値観が明文化されたフィロソフィとして、「見える化」された行動規範が、管理会計シ

ステム運用には必要なのである。しかし、表面的には、行動規範が「見える化」されたか

らといって、組織および組織メンバーが自律的に動き出すわけではない。「見える化」され

た行動規範は、組織および組織メンバーに浸透され、内在化されることが重要である。内

在化されることによって、「見える化」された行動規範は、組織や組織メンバーの判断や行

動の拠りどころとなると考えられる。それは決して容易なことではないが、JAL における

導入事例では、「見える化」された行動規範、すなわち、フィロソフィが組織や組織メンバ



127 

 

ーの行動の操作可能な MCS として機能していることを示している。この結果、経営破綻

以前と以後の JAL を比較すると、巨大な官僚的組織が自律的な組織へと大きな変貌を遂げ

たと要因として、「見える化」された行動規範、すなわち、フィロソフィの存在が大きい。

これらのことは、経営破綻前の JAL と類似性をもつ自治体への管理会計システムの適用に

は、「見える化」された行動規範を自治体のコントロール・パッケージとしての MCS とし

て活用する必要性がある。これにより、組織として共有すべき価値観を明示し、内在化さ

せることで、組織目標と業績測定の意義を組織メンバーに浸透させることができる。すな

わち、第 2 章で明らかにした管理会計システムの導入と運用における組織上の問題を解決

する可能性が示されているといえる。 

 

６.２ 残された課題 

本研究では、自治体への管理会計の適用可能性について検討し、「正しい価値観」をもつ

「見える化」された行動規範の必要性を明らかにした。JAL の事例を参考に、「見える化」

された行動規範、すなわち、フィロソフィを掲げるアメーバ経営をコントロール・パッケ

ージとしての MCS として検討した。しかし、本研究で残された課題としては、次のこと

があげられる。 

まず、トップ・マネジメントの存在を十分に考慮できていないことがあげられる。JAL

再生で見逃してはならないのが、経営トップのリーダーシップである。その際、JAL を再

生に導いた稲盛和夫氏は、京セラや第二電電株式会社（現・KDDI 株式会社）を創業し、

JAL 以外にも旧・三田工業株式会社（現・京セラドキュメントソリューションズ株式会社）

などの再建を行った人物である。稲盛和夫氏のリーダーシップは、JAL 再生に大きな影響

を与えた。他方、自治体のトップである首⾧は、政治家である。第４章でも触れたが、首

⾧が、自治体の組織コンテクストを理解しなければ、組織が分断される可能性がある。組

織コンテクストを理解せずに十分リーダーシップを発揮できるか否かは未知数である。し

かし、自治体という組織のトップにたつ首⾧の存在は、自治体に大きな影響を与えること

は間違いない。「正しい価値観」をもつ「見える化」された行動規範を首⾧と自治体職員で

共有し、自治体のコントロール・パッケージとしての MCS として活用できるかは重要な

課題である。 

また、管理会計上の問題として取り上げた測定指標設定の難しさやコスト情報の精度と

有用性のバランスについて、具体的な解決策を見いだすには至っていないことも課題であ
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る。内部管理と外部報告の二つの機能を同時に追求することが、職員の実務からアウトカ

ム指標を遠ざける結果となっている。内部管理機能を向上させるためには、職員自身がコ

ントロール可能な指標を設定することが必要となる。 

これらのことは、今後の研究課題として、取り組んでいきたい。 
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